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はじめに

「日本で一番やさしい市」をつくりたい！

最近市内の各地域を回る中で，「孤独」「さみしさ」を抱え

ながら生活している高齢の方が増えていると感じます。配偶

者を先に亡くされた方，退職後の生きがいが見いだせない

方，地域のつながりが薄く縁のない方・・・，助けを求めた

くても声を発せず，様々な事情で孤独や孤立感を抱えていま

す。そういった声なき声に耳を傾け，本当に困っている人に

寄り添い，誰一人取り残さない，温かい優しさに包まれたま

ちを作り上げたい。「日本で一番やさしい市」をつくりたいと

本気で考えています。

総社市では，介護保険の対象にはならないが支援が必要な方など，制度の狭間にいるグ

レーゾーンの方を対象とした独自のそうじゃ台帳を設け，見守り体制を構築しています。

また，地域の皆様や関係機関と連携体制，ネットワークを築きながら，地域包括ケアシス

テムを構築・推進してきました。

さらに，総社市では，平成３０年豪雨災害や新型コロナウイルス禍を乗り越え作り上げ

てきた地域の強いきずながあります。コロナでのクラスター対策をきっかけに事業所間の

情報共有体制として「介護保険関係施設事業所ネットワーク」も誕生しました。こうした

レガシーを次にしっかりとつなげ，発展させながら，総社らしいシステムを作ってまいり

ます。

高齢者の課題は複雑化・複合化してきており，高齢者の方だけに目を向けてもなかなか

解決ができなくなっています。このため，「全世代」の課題に目を向け，見守り，支え合

う「全世代型地域包括ケアシステム」の構築に向けて，地域の皆様のご協力をいただきな

がら取り組みを進めています。子どもから高齢者まで様々な世代の方が，やさしさで互い

に支え合う地域を目指します。

こうした考えの下，本計画の理念は「やさしさでつながる地域で 自分らしく安心・笑

顔で暮らせるまち そうじゃ」としました。

すべての市民の皆様が，自分らしく安心して笑顔で暮らせることを目指し，これからも

熱い情熱と信念をもって，皆さんと一緒に全力で走り続けます。

令和６年３月

総 社 市 長
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第第１１章章 計計画画策策定定のの概概要要

１．計画策定の趣旨と位置づけ

（１）計計画画策策定定

本市の総人口及び高齢者数はともに増加傾向にあり，平成 （ ）年９月末から令和５

（ ）年９月末にかけて，総人口は 人，高齢者は 人増加しています。また，令

和元（ ）年には，高齢者に占める前期高齢者と後期高齢者の割合が逆転し，後期高齢者

の割合が前期高齢者の割合を上回りました。

また，いわゆる団塊の世代（ ～ 年生まれ）全てが 歳以上となる令和７

（ ）年をむかえること，令和 （ ）年にはいわゆる団塊ジュニア世代（ ～

年生まれ）が 歳以上となることから，後期高齢者数の増加，高齢化の進行及び要支

援・要介護認定者・認知症高齢者・在宅医療や看取りのニーズの増加が見込まれます。また，

それと並行して，少子化による介護現場を担う現役世代の減少も見込まれます。

このような状況のなか，高齢になっても可能な限り住み慣れた地域でいきいきと暮らし続け

られるよう，「住まい」「医療」「介護」「予防」「生活支援」が一体的に提供される「地域包括ケ

アシステム」を深化・推進していくとともに，「地域包括ケアシステム」を支える介護人材の確

保や業務の効率化などにも取り組んでいく必要があります。

これらの社会や地域の状況を踏まえ，「総社市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画（以

下，「本計画」または「第９期計画」という。）は，本市の実情に応じた地域包括ケアシステム

をさらに深化・推進していくための指針として策定します。

（２）計計画画のの位位置置づづけけ

老人福祉法第 条の８第１項に基づき策定する「市町村老人福祉計画」と，介護保険法第

条第１項による国の基本指針に沿って，介護保険法第 条第１項の規定に基づき策定

する「市町村介護保険事業計画」の二つの計画を，老人福祉法第 条の８第７項及び介護保険

法第 条第６項の規定に基づき，一体的に策定するものとなります。

〔図表 1‐1‐1：老人福祉計画と介護保険事業計画の関係〕

総社市の高齢者福祉計画・介護保険事業計画

○全ての高齢者に係る福祉事業の政策目標

○高齢者全体の実情把握，需要把握

○介護保険給付対象外のサービス供給体制

○サービス対象者の把握，サービス提供の方策

○介護保険給付対象者及び地域支援事業対象者の現状把握，個別需要の把握

○介護保険給付対象サービス及び地域支援事業の供給体制

・サービス見込量の算出とその確保に向けての整備方策

・サービスの円滑な提供のための事業

○事業費の見込みに関する事項

老人福祉計画

介護保険事業計画
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（３）他他計計画画ととのの整整合合性性

国の定める基本指針，「岡山県高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計画」と整合を図りま

す。

「第９次岡山県保健医療計画」との整合を図り，医療病床の機能分化・連携に伴い生じる，

介護サービスの追加的需要を見込みます。

上位計画である「総社市総合計画」及び「総社市地域福祉計画」，並びに関連計画である「健

康そうじゃ 」及び「総社市障がい福祉計画」等，各種計画と整合を図ります。

ただし，人口推計については，介護サービス利用者数や給付費の推計にも関係することから，

「高齢者福祉計画・介護保険事業計画」の独自推計とし，「総社市総合計画」の人口推計値と異

なる数値を使用します。

（４）全全国国屈屈指指福福祉祉文文化化先先駆駆都都市市（（第第２２次次総総社社市市総総合合計計画画のの将将来来都都市市像像））をを目目指指すす取取りり組組みみ

第２次総社市総合計画の最重要課題である福祉文化先駆都市を実現するため，平成 年

月３日に全国屈指福祉会議を設置し，毎年，「福祉王国プログラム」を策定しています。本計画

においても，「福祉王国プログラム」との整合を図り，地域包括ケアシステムの深化・推進に取

り組みます。

（５）計計画画のの見見直直ししににおおけけるる基基本本的的なな考考ええ方方ににつついいてて

全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議（令和５年７月 日）より

①①介介護護ササーービビスス基基盤盤のの計計画画的的なな整整備備

ア 地域の実情に応じたサービス基盤の整備

・第９期計画においては，中長期的な人口動態等を踏まえたサービス需要の見込みや生産年齢

人口の動向を踏まえ，介護サービス基盤の整備を進めることが重要となります。

・具体的には，「医療・介護双方のニーズを有する高齢者の増加」に対しては，医療・介護を

効率的かつ効果的に提供できるよう施設サービス，居住系サービス，地域密着型サービスを

バランス良く組み合わせて確保するなど，医療・介護の連携強化が重要といえます。また，

「中長期的なサービス需要の見込みを踏まえた介護サービス基盤整備」を行うためには，サ

ービス提供事業者を含め，地域の関係者とサービス提供体制の構築方針を共有し，地域の実

情に応じたサービス基盤の整備の在り方を議論することが重要です。この際，必要に応じて，

周辺保険者のサービス需要を踏まえ都道府県等とも連携して広域的な整備を進めることが必

要となります。

イ 在宅サービスの充実

・単身・独居や高齢者のみの世帯の増加，介護ニーズが急増する大都市部の状況等を踏まえ，

柔軟なサービス提供によるケアの質の向上や，家族負担の軽減に資するよう，地域の実情に

合わせて，既存資源等を活用した複合的な在宅サービスの整備を進めていくことが重要とな

ります。その際，定期巡回・随時対応型訪問介護看護，（看護）小規模多機能型居宅介護を

普及することで対応を進めることに加え，国において現在（ 年 月現在），例えば，

都市部における居宅要介護者のさまざまな介護ニーズに柔軟に対応できるよう，複数の在宅

サービス（訪問や通所系サービスなど）を組み合わせて提供する複合型サービスの類型など

を設けること，訪問リハビリテーション等介護老人保健施設による在宅療養支援の充実等も

検討が進められています。
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②②地地域域包包括括ケケアアシシスステテムムのの深深化化・・推推進進にに向向けけたた取取りり組組みみ

ア 地域共生社会の実現

・第９期計画期間中に 年を迎え，さらに 年を展望するに当たっては，地域包括

ケアシステムのさらなる深化並びに地域共生社会への発展につなげる効果的な施策の展開を

進めることが重要です。その際，各保険者（市町村）は地域包括支援センターと一体となっ

て地域課題の把握やその対応策の検討等を行うことが重要となります。

・また，地域住民をはじめとする多様な主体による地域づくりや日常生活の自立に向けた支援，

介護予防や日常生活支援のサービスを総合的に実施できるよう，総合事業の充実化を推進す

ることが重要です。

イ デジタル技術を活用した介護事業所間，医療・介護間での連携を円滑に進めるための医

療・介護情報基盤の整備

・国において，オンライン資格確認システムのネットワークを拡充し，レセプト・特定健診情

報に加え，予防接種，電子処方箋情報，電子カルテ等の医療機関等が発生源となる医療情報

（介護含む）のクラウド間連携を実現し，必要なときに必要な情報を共有・交換できる全国

的なプラットフォームの構築が進められています。

ウ 保険者機能の強化

・介護給付費の地域差改善と給付適正化については一体的に進めていくことが重要となります。

給付適正化の取り組みを推進する観点では，介護給付適正化主要 事業について，保険者の

事務負担の軽減を図りつつ効果的・効率的に事業を実施するため，新たな取り組みを含めた

事業の重点化・内容の充実・見える化の手法が国・都道府県において議論されています。

・第８期計画策定時に調整交付金の見直しに際して導入された，保険者に一定の取り組みを求

める措置について，自治体によって地域資源や体制等，地域の実情が異なることや本来の調

整交付金の調整機能に留意しつつ，引き続き一定の取り組みを行う必要があります。

③③地地域域包包括括ケケアアシシスステテムムをを支支ええるる介介護護人人材材確確保保及及びび介介護護現現場場のの生生産産性性向向上上

今後，高齢化のさらなる進展，現役世代の急速な減少が生じるなか，介護人材を安定的に確

保・維持していくことが求められています。介護人材確保のため，処遇の改善，人材育成への

支援，職場環境の改善による離職防止，外国人材の受け入れ環境整備などの取り組みを総合的

に実施していくことが必要となります。また，都道府県主導の下で介護職員の離職を防止する

ための支援や，生産性向上に資する支援・施策等を総合的に推進し，介護の経営の協働化・大

規模化による，人材や資源を有効に活用していくことが重要となります。
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２．計画の期間

本計画の計画期間は，令和６（ ）年度から令和８（ ）年度までの３カ年としま

す。

本計画は，いわゆる団塊の世代が後期高齢者に到達する令和７（ ）年をむかえること

を踏まえるとともに，いわゆる団塊ジュニア世代が 歳以上となる令和 （ ）年を見

据えた計画とし，中長期的な視野に立った施策の展開を図ります

〔図表 ：計画の期間〕

▼団塊の世代が 歳に

・・・

・・・

団塊ジュニア世代が 歳に ▲

第第７７期期
（ ～ ）

第第９９期期

（（ ～～ ））

年年度度をを見見据据ええたた計計画画

第第８８期期
（ ～ ）

第第１１００期期

（ ～ ）

年年等等のの中中長長期期をを見見据据ええたた計計画画

・・ ・・ ・・
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３．計画の策定体制と市民参画

（１）アアンンケケーートト調調査査のの実実施施

計画策定に当たり，今後の高齢者福祉サービスや健康づくりの方策を検討するために，日頃

の生活や介護の状況，サービスの利用意向などの実態を把握することを目的として「介護予

防・日常生活圏域ニーズ調査」を実施しました。

また，これまでの“地域包括ケアシステムの構築”という観点に加え，“介護離職をなくして

いくためにはどのようなサービスが必要”といった観点も盛り込むため，“高齢者等の適切な在

宅生活の継続”と“家族等介護者の就労継続”の実現に向けた介護サービスの在り方を検討す

ることを目的として「在宅介護実態調査」を実施しました。

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

対象者 令和４年 月 日現在， 歳以上の人から無作為抽出した 人

実施期間 令和４年 月 日（木）～令和４年 月 日（水）

実施方法 郵送配布，郵送回収

配布数 件 有効回答数 件

回収数 件 有効回答率 ％

在宅介護実態調査

対象者
在宅で生活している要支援・要介護者のうち「要支援・要介護認定の更新申

請・区分変更申請」を行い，対象期間中に認定調査を受けた人

実施期間 令和４年７月１日（金）～令和５年５月 日（火）

実施方法 訪問聞き取り調査法

有効回答数 件

介護人材実態調査

対象 市内の施設・居住系サービス，通所系サービス，訪問系サービス事業所

実施期間 令和５年６月 日（火）～令和５年７月 日（金）

実施方法 メール配布，メール回収

配布数 件

有効回答数 件 有効回答率 ％
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（２）計計画画素素案案のの公公表表，，住住民民かかららのの意意見見募募集集

令和６年１月 日から２月７日までの期間に計画素案をホームページ等へ掲載し，住民から

の意見募集（パブリックコメント）を行いました。

（３）総総社社市市介介護護保保険険運運営営協協議議会会ででのの検検討討

計画策定において，被保険者をはじめとする住民各層の意見を反映させるため，「総社市介護

保険運営協議会」に諮りました。この会議には，保健・医療・福祉の関係者のほか，学識経験

者，公募による被保険者代表などが委員（委員名簿は資料編参照）として参画し，さまざまな

見地から本計画について議論されました。



（２）計計画画素素案案のの公公表表，，住住民民かかららのの意意見見募募集集

令和６年１月 日から２月７日までの期間に計画素案をホームページ等へ掲載し，住民から
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第第２２章章 高高齢齢者者ををめめぐぐるる総総社社市市のの現現状状

１．高齢者の現状

（１）高高齢齢者者数数とと高高齢齢化化率率
①①現現在在のの人人口口

令和５年（ 年） 月末の人口は，男性 人，女性 人，総人口

人となっています。 歳ごとの分布をみると，男性は ～ 歳， ～ 歳， ～ 歳の順

で多く，女性は ～ 歳， ～ 歳， ～ 歳の順で多くなっています。高齢者数は

人で男性（ 人）より女性（ 人）が多くなっています。

〔図表 ：人口ピラミッド（令和５年）〕

〔図表 ：人口の内訳（令和５年）〕

※資料：住民基本台帳 令和５年（ 年） 月末日現在
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歳～ 歳

歳～ 歳
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歳～ 歳

歳～ 歳

歳～ 歳

歳～ 歳

歳～ 歳

歳～ 歳

歳～ 歳

歳以上

（人）

【女性】

歳～ 歳
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歳～ 歳

歳～ 歳

歳以上

（人）

【男性】

単位：人

40歳未満 40～64歳 65～74歳 75歳以上 計

男性

女性

総人口
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②②人人口口のの推推移移

ア 人口構成の推移

人口の推移をみると，総人口は令和４年（ 年）に減少するものの，増加傾向で推移し，

令和５年（ ３年）では 人と，平成 年（ 年）の 人から５年間

で 人増加しています。

また，高齢者数（ 歳以上）も増加傾向にあり，令和５年（ 年）では 人と，

平成 年（ 年）の 人から 人増加しています。

高齢者数の増加により高齢化率も上昇傾向で，令和５年（ 年）では ％となってお

り，総人口に占める 歳以上の割合は ％となっています。

〔図表 ：人口の推移〕

〔図表 ：人口の推移〕

※資料：住民基本台帳 各年 月末日現在

単位：人

40歳～64歳

65歳～74歳（前期高齢者）

75歳以上（後期高齢者）

区分

総人口

年少人口（0歳～14歳）

生産年齢人口（15歳～64歳）

高齢者人口（65歳以上）

総人口に占める75歳以上の割合

高齢化率

第７期

令和3年
（2021年）

令和4年
（2022年）

第８期

平成30年
（2018年）

令和元年
（2019年）

令和2年
（2020年）

令和5年
（2023年）

平成 年

（ 年）

令和元年

（ 年）

令和 年

（ 年）

令和 年

（ 年）

令和 年

（ 年）

令和 年

（ 年）

第７期 第８期

人

年少人口（ 歳～ 歳） 生産年齢人口（ 歳～ 歳）

高齢者人口（ 歳以上） 高齢化率
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※資料：住民基本台帳 各年 月末日現在
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区分
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年少人口（0歳～14歳）

生産年齢人口（15歳～64歳）

高齢者人口（65歳以上）
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イ 高齢者数の推移

高齢者数の推移をみると，前期高齢者（ 歳～ 歳）は増減を繰り返しており，後期高齢

者（ 歳以上）は年々増加しています。令和５年（ 年）では前期高齢者が 人，

後期高齢者が 人となっています。後期高齢者は平成 年（ 年）の 人

から 人増加しています。

高齢者数に占める前期高齢者の割合は下降傾向，後期高齢者の割合は上昇傾向で推移してお

り，令和５年（ 年）では前期高齢者が ％，後期高齢者が ％となっています。

第 期計画における推計値と比べると，おおむね計画どおりの推移となっています。

〔図表 ：高齢者数・前期高齢者・後期高齢者数の推移〕

〔図表 ：高齢者数・前期高齢者・後期高齢者数の推移〕

〔図表 ：高齢者数・前期高齢者・後期高齢者数の計画対比〕

単位：人

65歳～74歳（前期高齢者）

75歳以上（後期高齢者）

平成30年
（2018年）

区分

第７期

高齢者人口に占める前期高齢者割合

高齢者人口に占める後期高齢者割合

第８期

高齢者人口（65歳以上）

令和元年
（2019年）

令和2年
（2020年）

令和3年
（2021年）

令和4年
（2022年）

令和5年
（2023年）

平成 年

（ 年）

令和元年

（ 年）

令和 年

（ 年）

令和 年

（ 年）

令和 年

（ 年）

令和 年

（ 年）

第７期 第８期

人

歳～ 歳（前期高齢者） 歳以上（後期高齢者）

前期高齢者割合 後期高齢者割合

※資料：住民基本台帳 各年 月末日現在
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ウ 高齢化率の比較

本市の高齢化率は，岡山県よりは低く，全国とは令和 年（ 年）を境に入れ替わり，

令和 年（ 年）以降は本市が全国より低くなっています。

〔図表 ：高齢化率 全国・岡山県との比較〕

※資料：市は住民基本台帳 各年 月末日現在

岡山県，全国は総務省「国勢調査」及び国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来

推計人口」
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（ 年）
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総社市 岡山県 全国
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岡山県，全国は総務省「国勢調査」及び国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来

推計人口」

平成 年

（ 年）

令和元年

（ 年）

令和 年

（ 年）

令和 年

（ 年）

令和 年

（ 年）

令和 年

（ 年）

第７期 第８期

総社市 岡山県 全国

（２）将将来来推推計計人人口口

①①人人口口構構成成のの推推計計

将来人口の推計をみると，総人口は令和８年（ 年）まで増加し，その後は減少する見

込みとなっています。令和８年（ 年）では 人と，令和５年（ 年）の

人から 人増加する見込みとなっています。その後，令和 年（ 年）で

人，令和 年（ 年）で 人と減少していく見込みとなっています。

高齢者数も同様に令和８年（ 年）まで増加し，その後令和 年（ 年）まで減

少する見込みであるものの，令和 年（ 年）にかけて増加する見込みとなっています。

内訳をみると，前期高齢者は令和 年（ 年）まで減少，後期高齢者は令和 年

（ 年）まで増加する見込みとなっています。

高齢化率は令和 年（ 年）まで横ばいの見込みで，高齢者数の増加に伴い令和

年（ 年）には上昇し ％となる見込みとなっています。

また，総人口に占める 歳以上の割合は，令和 年（ 年）は ％，令和 年

（ 年）では ％となる見込みとなっています。

〔図表 ：人口の推移〕

〔図表 ：人口の推移〕

※資料：住民基本台帳人口に基づきコーホート変化率法で推計。

※「コーホート変化率法」は，同年に出生した集団（コーホート）の過去における実績人口の変化率に基づき

将来人口を推計する方法。
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②②高高齢齢者者数数のの推推計計

高齢者数に占める前期高齢者と後期高齢者の割合は，後期高齢者の割合が高い見込みとなっ

ています。

また，それぞれの世代における人数のピークは，高齢者が令和 年（ 年）で

人，後期高齢者が令和 年（ 年）で 人， 歳以上が令和 年

（ 年）で 人の見込みとなっています。

〔図表 ：高齢者数の推移〕

〔図表 ：高齢者数の推計〕

単位：人
第11期 第12期 第14期

65歳～74歳（前期高齢者）

75歳以上（後期高齢者）

高齢者人口（65歳以上）

前期高齢者割合

後期高齢者割合

区分 令和6年
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②②高高齢齢者者数数のの推推計計

高齢者数に占める前期高齢者と後期高齢者の割合は，後期高齢者の割合が高い見込みとなっ

ています。
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人，後期高齢者が令和 年（ 年）で 人， 歳以上が令和 年
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※資料：住民基本台帳人口に基づきコーホート変化率法で推計
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（３）世世帯帯数数のの推推移移

世帯数の推移をみると，一般世帯数は増加傾向にあり，令和 年（ 年）では

世帯と，平成 年（ 年）の 世帯から 世帯増加しています。

高齢者を含む世帯も増加傾向にあり，令和 年（ 年）では 世帯と，平成

年（ 年）の 世帯から 世帯増加しています。令和 年（ 年）では高

齢独居世帯は 世帯，高齢夫婦世帯は 世帯となっています。

一般世帯に占める高齢独居世帯の割合も年々上昇し，令和 年（ 年）では ％とな

っています。

〔図表 ：一般世帯数・家族類型別高齢者がいる世帯数〕

〔図表 ：一般世帯数・家族類型別高齢者がいる世帯数〕
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〔図表 ：高齢者世帯の内訳〕

※資料：総務省「国勢調査」 ただし，国勢調査は５年ごとの指標値のみが公表されているため，それ以

外の年度については各指標値を直線で結んだ際に算出される値となっている。

※一般世帯数は，世帯総数から学校の寮・寄宿舎の学生・生徒，病院・療養所などの入院者，社会施設の

入所者，矯正施設の入所者等から成る施設等の世帯を除いた世帯数。

※高齢者を含む世帯数は，一般世帯のうち， 歳以上の世帯員が１人以上いる世帯数。

※高齢独居世帯数は，高齢者を含む世帯のうち，世帯員が 歳以上の高齢者１名のみの世帯数。

※高齢夫婦世帯数は，世帯員が夫婦のみの世帯のうち，夫及び妻の年齢が 歳以上の世帯数。
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（４）就就労労

高齢者の労働力人口※の推移をみると，令和２年（ 年）は 人，労働力率※は

％であり，年々上昇しています。

令和 年（ 年）の労働力率は，全国より低く，岡山県と同じ値となっています。

〔図表 ：労働力人口・労働力率〕

〔図表 ：労働力 全国・岡山県との比較〕

※資料：総務省「国勢調査」

※労働力人口とは， 歳以上で，就業している者，失業しているが就業が可能であり積極的に仕事を

探している者を合わせた人口

※労働力率とは，人口（労働力状態の不詳を除く）に占める労働力人口割合

単位：人

平成22年（2010年） 平成27年（2015年） 令和2年（2020年）

高齢者人口

高齢者の労働力人口（労働力率）

岡山県労働力率

全国労働力率

平成 年（ 年） 平成 年（ 年） 令和 年（ 年）

総社市 岡山県 全国
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※資料：総務省「国勢調査」

※労働力人口とは， 歳以上で，就業している者，失業しているが就業が可能であり積極的に仕事を

探している者を合わせた人口

※労働力率とは，人口（労働力状態の不詳を除く）に占める労働力人口割合

単位：人

平成22年（2010年） 平成27年（2015年） 令和2年（2020年）

高齢者人口

高齢者の労働力人口（労働力率）

岡山県労働力率

全国労働力率

平成 年（ 年） 平成 年（ 年） 令和 年（ 年）
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２．要支援・要介護認定者の状況

（１）要要支支援援・・要要介介護護認認定定者者のの推推移移
①①要要支支援援・・要要介介護護認認定定者者数数のの推推移移

要支援・要介護認定者数の推移をみると，平成 年（ 年）の 人から令和５年

（ 年）の 人にかけて 人増加しています。

認定率は令和５年（ 年）で ％となっています。

〔図表 ：要支援・要介護認定者数の推移〕

〔図表 ：要支援・要介護認定者数の推移〕

※資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」（地域包括ケア「見える化」システムより） 各年 月末日現在

「第 号被保険者数」は，住民基本台帳 各年９月末現在

「認定率」は，第１号被保険者の認定者数を第１号被保険者数で除した数。

単位：人

第1号被保険者

第2号被保険者

区分

第1号被保険者数

認定率

要支援・要介護認定者数

令和5年
（2023年）

第８期第７期

平成30年
（2018年）

令和元年
（2019年）

令和2年
（2020年）

令和3年
（2021年）

令和4年
（2022年）

平成 年

（ 年）

令和元年

（ 年）

令和 年

（ 年）

令和 年

（ 年）

令和 年

（ 年）

令和 年

（ 年）

第７期 第８期

人

第 号被保険者数 要支援・要介護認定者数 認定率
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②②要要支支援援・・要要介介護護認認定定者者のの内内訳訳のの推推移移

要支援・要介護認定者の内訳の推移をみると，ほとんどの介護度で平成 年（ 年）

から令和５年（ 年）にかけて増減を繰り返していますが，要介護１については，平成

年（ 年）から令和５年（ 年）にかけて減少しており，要介護 については増加し

ています。

〔図表 ：要支援・要介護度別認定者数の推移〕

〔図表 ：要支援・要介護度別認定者数の推移〕

※資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」（地域包括ケア「見える化」システムより） 各年 月末日現在

単位：人

要支援1
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要介護1
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要介護3
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要介護5
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平成30年
（2018年）
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（2019年）

令和2年
（2020年）
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（2021年）
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（ 年）

令和 年

（ 年）

第７期 第８期

人

要支援 要支援 要介護 要介護 要介護 要介護 要介護 系列
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※資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」（地域包括ケア「見える化」システムより） 各年 月末日現在

単位：人

要支援1

要支援2

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

区分 令和5年
（2023年）

令和4年
（2022年）

第７期 第８期

平成30年
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令和元年
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令和2年
（2020年）

令和3年
（2021年）

要支援・要介護認定者数

平成 年

（ 年）

令和元年

（ 年）
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③③調調整整済済みみ認認定定率率のの比比較較

本市の調整済み認定率は，令和 年（ 年）まで上昇し，その後低下しています。全て

の年で岡山県より低い水準で推移しており，全国とは上下を繰り返し，令和 年（ 年）

では全国より低い水準となっています。

また，県内 市町村中， 番目の低さとなっています。

〔図表 ：調整済み認定率 全国・岡山県の推移〕

※資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和 年度のみ「介護保険事業状況報告」月報）

及び総務省「住民基本台帳人口・世帯数」 各年 月末日現在

※調整済み認定率：性・年齢構成の影響を除外した認定率。計算に用いる標準的な人口構造は平成 年１月１日

時点の全国平均の構成

平成 年

（ 年）

令和元年

（ 年）

令和 年

（ 年）

令和 年

（ 年）

令和 年

（ 年）

第７期 第８期

総社市 岡山県 全国
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④④要要支支援援・・要要介介護護認認定定者者数数のの推推計計

要支援・要介護認定者数の推計をみると，令和 年（ 年）では 人の見込みと

なっており，要支援・要介護認定者数は今後も増加傾向の見込みとなっています。

〔図表 ：要支援・要介護度別認定者数の推移〕

〔図表 ：要支援・要介護度別認定者数の推移〕

※資料：地域包括ケア「見える化」システムによる推計結果

※小数点以下を非表示にしているため，合計が合致しない場合あり

単位：人

第11期 第12期 第14期

要支援１

要支援２

要介護１
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要支援・要介護認定者数

区分
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・・・ ・・・ ・・・令和6年
（2024年）
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（2025年）
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（2026年）
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（2030年）
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（ 年）

令和 年

（ 年）

令和 年

（ 年）

令和 年

（ 年）

令和 年

（ 年）

令和 年

（ 年）

第 期 ・・・ 第 期 ・・・ 第 期 ・・・ 第 期

人

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２

要介護３ 要介護４ 要介護５ 系列



④④要要支支援援・・要要介介護護認認定定者者数数のの推推計計
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※資料：地域包括ケア「見える化」システムによる推計結果
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単位：人

第11期 第12期 第14期

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

令和22年
（2040年）

要支援・要介護認定者数

区分
第9期

・・・ ・・・ ・・・令和6年
（2024年）

令和7年
（2025年）

令和8年
（2026年）

令和12年
（2030年）

令和17年
（2035年）

令和 年

（ 年）

令和 年

（ 年）

令和 年

（ 年）

令和 年

（ 年）

令和 年

（ 年）

令和 年

（ 年）

第 期 ・・・ 第 期 ・・・ 第 期 ・・・ 第 期

人

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２

要介護３ 要介護４ 要介護５ 系列

（２）認認知知症症高高齢齢者者数数のの推推移移

認知症高齢者数（認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ 以上）の推移をみると，平成 年度の

人から令和４年度の 人にかけて 人増加しています。

認定者に占める認知症高齢者割合は，令和４年度には ％を占めており，近年は横ばいと

なっています。

〔図表 ：認知症高齢者の推移〕

〔図表 ：認知症高齢者の推移〕

※各年度３月末現在

※要支援・要介護認定者数は第２号被保険者を含む。

※本指標の「認知症高齢者の日常生活自立度」は，認定調査時の認知症高齢者の日常生活自立度

〔図表 ：認知症高齢者の日常生活自立度（Ⅱ 以上）〕

認知症高齢者の日常生活自立度

Ⅱa
家庭外でⅡ（日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見

られても，誰かが注意していれば自立できる）の状態が見られる（道に迷うなど）

Ⅱ 家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる（１人で留守番ができないなど）

Ⅲ
日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さがときどき見られ，介護

を必要とする（着替え，排便排尿，食事が上手にできないなど）

Ⅲa 日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる

Ⅲ 夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる

Ⅳ
日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ，常に介

護を必要とする

Ｍ
著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ，専門医療を必要とする

（遷延性意識障がい 重度の昏睡状態 等あり）

単位：人

認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱa以上認定者数

認定者に占める認知症高齢者割合

令和４年度
（2022）

平成30年度
（2018）

令和元年度
（2019）

令和２年度
（2020）

令和３年度
（2021）

要支援・要介護認定者数

平成 年度

（ ）

令和元年度

（ ）

令和２年度

（ ）

令和３年度

（ ）

令和４年度

（ ）

人

要支援・要介護認定者数

認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱa以上認定者数

認定者に占める認知症高齢者割合
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３．介護保険サービス等の利用状況

（１）計計画画値値ととのの対対比比

令和３（ ）年度，令和 （ ）年度の各サービスの第８期計画値と実績値との比較

を行いました。サービスの合計の計画対比は，令和 年度は ％，令和４年度は ％と

おおむね見込みどおりとなっています。

〔図表 ：介護保険サービスの利用状況〕

（単位：千円）

令和 （ ）年度 令和４（ ）年度

計画値 実績値 対計画値 計画値 実績値 対計画値

居宅サービス給付費

（予防含む）

地域密着型サービス給付費

（予防含む）

施設サービス給付費

（予防含む）

居宅介護サービス計画

給付費（予防含む）

住宅改修費

（予防含む）

高額介護サービス費

（予防含む）

特定入所者サービス費

（予防含む）

審査支払手数料

合計

〔図表 ：地域支援事業の状況〕

（単位：千円）

令和 （ ）年度 令和４（ ）年度

計画値 実績値 対計画値 計画値 実績値 対計画値

介護予防・日常生活総合

事業
％ ％

包括的支援事業・任意事業 ％ ％

合計 ％ ％

※ 対計画値は実績値÷計画値で割合を算出（端数処理の関係で，率が一致しない場合あり）
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４．介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果

（１）介介護護・・介介助助のの必必要要性性

介護・介助が必要な方は，女性・後期高齢者に多くなっています。

介護・介助が必要になった原因は，「高齢による衰弱」が最も多いものの，「骨折・転倒」や，

「心臓病」「糖尿病」等の生活習慣病も同様に多くなっています。日頃からの運動習慣を身につ

けることで「骨折・転倒」等を防ぐと同時に，食や睡眠，歯の健康等も含めた生活習慣全般を

見直すことで，「心臓病」「糖尿病」をはじめとした生活習慣病にならないような意識づけが必

要です。

◼ 普段の生活でどなたかの介護・介助が必要な方は，全体の ％を占めており，そのう

ち，現在，何らかの介護を受けている方は ％となっています。令和元年度と比較す

ると割合は減少しています。また，介護・介助が必要な方は男性より女性に多く，前期

高齢者より後期高齢者に多くなっています。認定該当状況別にみると，一般高齢者の

％に対し，要支援１・２では ％を占めています。

◼ 介護・介助が必要になった主な原因は，高齢による衰弱，骨折・転倒の順で多くなって

います。令和元年度と比較すると心臓病，糖尿病，視覚・聴覚障害，がん（悪性新生物），

脊椎損傷が微増し，骨折・転倒，脳卒中（脳出血・脳梗塞等）の割合は特に減少してい

ます。

〔図表 ：介護・介助が必要になった主な原因（上位 位） （ ）〕

※複数回答（複数の選択肢から２つ以上の選択肢を選ぶ方式）の設問の場合，選択肢ごとの回答

数については，図表にＭＡ（＝いくつでも回答可），３ＬＡ（＝３つまで回答可），２ＬＡ（＝

２つまで回答可）で記載しています。

高齢による衰弱

骨折・転倒

心臓病

関節の病気（リウマチ等）

糖尿病

視覚・聴覚障害

脳卒中（脳出血・脳梗塞等）

がん（悪性新生物）

脊椎損傷

呼吸器の病気（肺気腫・肺炎等）

介護・介助が必要になった主な原因（上位 位）

令和４年度（ ）
令和元年度（ ）
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◼ 介護・介助が必要になった主な原因は，男性の後期高齢者では，高齢による衰弱や心臓

病の割合が高く，女性の後期高齢者では，高齢による衰弱や骨折・転倒の割合が高くな

っている。

〔図表 ：介護・介助が必要になった主な要因 （ ）〕〔図表 ：介護・介助が必要になった主な要因 （ ）〕

男性 上位５位 女性 上位５位

〔図表 ：介護・介助が必要になった主な要因 （ ）〕

認定該当状況別 上位５位

高齢による衰弱

骨折・転倒

心臓病

関節の病気（リウマチ等）

糖尿病

介護・介助が必要になった主な原因

男性（上位５位）

前期高齢者（ ） 後期高齢者（ ）

高齢による衰弱

骨折・転倒

心臓病

関節の病気（リウマチ等）

糖尿病

介護・介助が必要になった主な原因

認定該当状況別（上位５位）

一般高齢者（ ）

総合事業対象者（ ）

要支援１・２（ ）

高齢による衰弱

骨折・転倒

心臓病

関節の病気（リウマチ等）

糖尿病

介護・介助が必要になった主な原因

女性（上位５位）

前期高齢者（ ） 後期高齢者（ ）
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認定該当状況別 上位５位

高齢による衰弱

骨折・転倒

心臓病

関節の病気（リウマチ等）

糖尿病

介護・介助が必要になった主な原因

男性（上位５位）

前期高齢者（ ） 後期高齢者（ ）

高齢による衰弱

骨折・転倒

心臓病

関節の病気（リウマチ等）

糖尿病

介護・介助が必要になった主な原因

認定該当状況別（上位５位）

一般高齢者（ ）

総合事業対象者（ ）

要支援１・２（ ）

高齢による衰弱

骨折・転倒

心臓病

関節の病気（リウマチ等）

糖尿病

介護・介助が必要になった主な原因

女性（上位５位）

前期高齢者（ ） 後期高齢者（ ）

（２）かかららだだをを動動かかすすここととににつついいてて

運動器の機能低下リスク，転倒リスク，閉じこもりリスクの割合は，女性・後期高齢者に多

くなっています。さらに，外出を控えている高齢者としても女性・後期高齢者が多く，外出を

控えている理由である「足腰などの痛み」を解消できるように，年齢を重ねても無理なく継続

できる運動等を積極的に周知していく必要があります。

また，外出を控えている高齢者の約２割が外出する際の「交通手段がない」と回答している

ことから，高齢者がいつでも好きなタイミングで外出できる移動支援の体制を検討する必要が

あります。外出する際の移動手段として，電車やバス等の公共交通機関の割合が低い東部や西

部では特に，「自動車（自分で運転）」や「徒歩」，「自転車」等の高齢者自身が動く（または運

転する）手段に代わる移動手段も併せて検討する必要があります。それによって，高齢者自身

が動く（または運転する）ことに困難を抱えてからも，住み慣れた地域でできる限り長く暮ら

していくような支援が必要です。

◼ 運動器の機能低下リスクの該当者は，一般高齢者の ％を占めており，女性の後期高

齢者では ％を占めています。

◼ 転倒リスクの該当者は，一般高齢者の ％を占めており，令和元年度とほぼ横ばいで

す。

◼ 閉じこもりのリスク該当者は，一般高齢者の ％を占めており，女性の後期高齢者で

は ％を占めています。

〔図表： ：一般高齢者の状況 年度別 〕

〔図表： ：一般高齢者の状況 性別・年代別 〕

運動器の機能低下リスク 転倒リスク 閉じこもり傾向

一般高齢者の状況（年度別）

令和４年度（ ） 令和元年度（ ）

運動器の機能低下リスク 転倒リスク 閉じこもり傾向

一般高齢者の状況（性別・年齢別）

男性 前期高齢者（ ） 男性 後期高齢者（ ）

女性 前期高齢者（ ） 女性 後期高齢者（ ）
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運動器の機能低下リスク判定方法

以下の設問に対して５問中３問以上該当する場合は，運動器の機能低下リスク該当

段階を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか できない

椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか できない

分位続けて歩いていますか できない

過去１年間に転んだ経験がありますか 何度もある １度ある

転倒に対する不安は大きいですが とても不安である やや不安である

転倒リスク判定方法

以下の設問に対して該当する場合は，転倒リスク該当

過去１年間に転んだ経験がありますか 何度もある／１度ある

閉じこもり傾向判定方法

以下の設問に対して該当する場合は，閉じこもり傾向

週に１回以上は外出していますか ほとんど外出しない／週１回

◼ 昨年と比べて外出の回数が減っている方，外出を控えている方は，いずれも女性の後期

高齢者に多くなっており，外出を控えている理由は，足腰などの痛みが最も多く，３割

を超えています。

〔図表 ：外出の状況〕

〔図表 ：外出を控えている理由 （ ）〕

昨年と比べて外出の回数が減った人

（「とても減っている」「減っている」）

外出を控えている人

外出の状況

男性 前期高齢者（ ）

男性 後期高齢者（ ）

女性 前期高齢者（ ）

女性 後期高齢者（ ）

足腰などの痛み

交通手段がない

外での楽しみがない

トイレの心配（失禁など）

病気

経済的に出られない

耳の障害（聞こえの問題など）

目の障害

障害（脳卒中の後遺症など）

その他

外出を控えている理由

令和４年度（ ）
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〔図表 ：外出する際の移動手段 （ ）〕

〔図表 ：外出する際の移動手段（圏域別） （ ）〕

◼ 外出を控えている理由は交通手段がないが ％となっています。外出する際の移動手

段は，自動車（自分で運転）が最も多く，閉じこもり傾向の該当者は，自動車（人に乗

せてもらう）が最も多くなっています。また，圏域別にみると，中央部・北部では，電

車の割合が東部・西部に比べて２倍以上を占めています。病院や施設のバスは西部と東

部で，タクシーは中央部で割合が高くなっています。

自動車（自分で運転）

徒歩

自動車（人に乗せてもらう）

自転車

電車

タクシー

バイク

歩行器・シルバーカー

その他

路線バス

病院や施設のバス

車いす

電動車いす（カート）
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て
も
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）

電
車
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線
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ス
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院
や
施
設
の
バ
ス

車
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す
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動
車
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す

（
カ
ー

ト

）
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行
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・
シ
ル
バ
ー

カ
ー

タ
ク
シ
ー
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他

無
回
答

中央部（n=3,151）

東部（n=1,234）

西部（n=909）

北部（n=411）
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（３）口口腔腔・・栄栄養養ににつついいてて

口腔機能が低下している方は，高齢者全体の ％を占めており，年齢別では後期高齢者が

特に多くなっています。また，歯の数と入れ歯の利用状況をみると，後期高齢者では「自分の

歯は 本以下，かつ入れ歯を利用」が約半数を占めており，若い頃から定期的な歯科検診を受

診したり，積極的に歯の手入れをしたりすることが重要です。口腔衛生を維持することで，生

活習慣病をはじめとした他の病気のリスクを下げると言われており，歯の健康が私たちの健康

にとっていかに重要なことなのか，広く周知していくことが必要です。

◼ 口腔機能の低下リスクの該当者は，一般高齢者の ％を占め，男性・女性ともに前期

高齢者より後期高齢者に多くなっています。

◼ 栄養改善のリスクの該当者は，全体の ％を占めています。

◼ 低栄養のリスクの該当者は，一般高齢者の ％を占めています。

〔図表 ：一般高齢者の状況（年度別）〕

〔図表 ：一般高齢者の状況（性別・年度別）〕

口腔機能の低下リスク判定方法
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【嚥下機能低下】お茶や汁物等でむせることがありますか はい

【肺炎発症リスク】口の渇きが気になりますか はい

栄養改善のリスク判定方法

以下の設問に該当する場合は，栄養改善のリスク該当

身長・体重から算出される （体重（㎏）÷身長（ｍ）２） 未満

低栄養のリスク判定方法

以下の設問に対して２問中２問該当する場合は，低栄養のリスク該当

身長・体重から算出される （体重（㎏）÷身長（ｍ）２） 未満

６か月間で２～３ｋｇ以上の体重の減少がありましたか はい

口腔機能の低下リスク 栄養改善のリスク 低栄養のリスク

一般高齢者の状況（年度別）

令和４年度（ ） 令和元年度（ ）

口腔機能の低下リスク 栄養改善のリスク 低栄養のリスク

一般高齢者の状況（性別・年齢別）

男性 前期高齢者（ ） 男性 後期高齢者（ ）

女性 前期高齢者（ ） 女性 後期高齢者（ ）
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以下の設問に対して２問中２問該当する場合は，低栄養のリスク該当

身長・体重から算出される （体重（㎏）÷身長（ｍ）２） 未満

６か月間で２～３ｋｇ以上の体重の減少がありましたか はい

口腔機能の低下リスク 栄養改善のリスク 低栄養のリスク

一般高齢者の状況（年度別）

令和４年度（ ） 令和元年度（ ）

口腔機能の低下リスク 栄養改善のリスク 低栄養のリスク

一般高齢者の状況（性別・年齢別）

男性 前期高齢者（ ） 男性 後期高齢者（ ）

女性 前期高齢者（ ） 女性 後期高齢者（ ）

◼ 歯の数と入れ歯の利用状況をみると，自分の歯は 本以下，かつ入れ歯を利用が

％と最も多くなっており，男性・女性ともに前期高齢者より後期高齢者に多くなっ
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〔図表 ：歯の数と入れ歯の利用状況〕

◼ どなたかと食事をともにする機会が毎日ある方は全体の ％を占めており，年に何度

かある，ほとんどないと答えた孤食傾向の人は全体の約 ％を占めています。 人暮ら

しの人は月に何度かある方が ％と最も多くなっています。また，閉じこもり傾向の

ある方は孤食傾向にあることが分かります。

◼ どなたかと食事をともにする機会が毎日ある方は一般高齢者では ％を占めています

が，「ほとんどない」と回答した割合は，一般高齢者に比べ，総合事業対象者，要支援

１・２で多くなっています。

〔図表 ：共食の有無〕

令和４年度（ ）

男性 前期高齢者（ ）

男性 後期高齢者（ ）

女性 前期高齢者（ ）

女性 後期高齢者（ ）

歯の数と入れ歯の利用状況

自分の歯は 本以上、かつ入れ歯を利用 自分の歯は 本以上、入れ歯の利用なし

自分の歯は 本以下、かつ入れ歯を利用 自分の歯は 本以下、入れ歯の利用なし

無回答

性
別
・年
齢

令和 年度（ ）

１人暮らし（ ）

閉じこもり傾向該当者（ ）

一般高齢者（

総合事業対象者（

要支援１・２（ ）

共食の有無

毎日ある 週に何度かある 月に何度かある 年に何度かある ほとんどない 無回答

認
定
・該
当
状
況
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（４）毎毎日日のの生生活活ににつついいてて

認知機能の低下リスク，手段的自立度（ ）で３点以下（低い）の割合は，年齢別では後

期高齢者，認定該当状況別では要支援１・２が特に多くなっています。また，日常生活に支援

を必要とする高齢者ほど，趣味や生きがいを「思いつかない」割合が多くなっていることから，

身体機能の衰えが日常生活に支障を来すだけでなく，高齢者自身の生きがいにも影響を与えて

いると言えます。

◼ 認知機能の低下リスクの該当者は，一般高齢者の ％を占めており，令和元年度と比

較するとやや減少しています。

◼ 新聞や本などを積極的に読むかどうかなどを指す「知的能動性」，友人の家を訪ねている

かどうかなどを指す「社会的役割」の点数の低い人の割合は，どちらも令和元年度より

増加しています。

〔図表 ：一般高齢者の状況（年度別）〕

◼ 認知機能低下リスクは，男性・女性ともに前期高齢者は約４割，後期高齢者では約５割

が該当しています。

〔図表 ：認知症リスク（一般高齢者）〕

認知機能の低下リスクの判定方法

以下の設問に対して該当する場合は，認知機能の低下リスク該当

物忘れが多いと感じますか はい

知的能動性の判定方法

以下の設問に「はい」と回答した場合を１点として，４点を「高い」２点以下を「低い」と評価

年金などの書類（役所や病院などに出す書類）が書けますか はい １点

新聞を読んでいますか はい 点

本や雑誌を読んでいますか はい 点

健康についての記事や番組に関心がありますか はい １点

認知機能の低下リスク 知的能動性（低い） 社会的役割（低い）

一般高齢者の状況（年度別）

令和４年度（ ） 令和元年度（ ）

男性 前期高齢者

（ ）

男性 後期高齢者

（ ）

女性 前期高齢者

（ ）

女性 後期高齢者

（ ）

認知症リスク（一般高齢者）
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〔図表 ：認知症リスク（一般高齢者）〕

認知機能の低下リスクの判定方法

以下の設問に対して該当する場合は，認知機能の低下リスク該当

物忘れが多いと感じますか はい

知的能動性の判定方法

以下の設問に「はい」と回答した場合を１点として，４点を「高い」２点以下を「低い」と評価

年金などの書類（役所や病院などに出す書類）が書けますか はい １点

新聞を読んでいますか はい 点

本や雑誌を読んでいますか はい 点

健康についての記事や番組に関心がありますか はい １点

認知機能の低下リスク 知的能動性（低い） 社会的役割（低い）

一般高齢者の状況（年度別）

令和４年度（ ） 令和元年度（ ）

男性 前期高齢者

（ ）

男性 後期高齢者

（ ）

女性 前期高齢者

（ ）

女性 後期高齢者

（ ）

認知症リスク（一般高齢者）

社会的役割の判定方法

以下の設問に「はい」と回答した場合を１点として，４点を「高い」２点以下を「低い」と評価

友人の家を訪ねていますか はい １点

家族や友人の相談にのっていますか はい 点

病人を見舞うことができますか はい 点

若い人に自分から話しかけることがありますか はい １点

◼ 日常生活を送る上で必要な動作のうち，買い物や洗濯，掃除等の家事全般や，金銭管理

や服薬管理，外出して乗り物に乗ることなどを指す「手段的自立度（ＩＡＤＬ）」は，前

期高齢者では男性より女性に５点（高い）が多くなっていましたが，後期高齢者では性

別による差が縮まっています。また，一般高齢者では８割以上が５点となっていますが，

要支援１・２になると３点以下が３割を占めています。

〔図表 ：手段的自立度（ ）〕

手段的自立度（ ）の判定方法

以下の設問を５点満点で判定し，５点を「高い」，４点を「やや低い」，３点以下を「低い」と評
価

バスや電車で一人で外出していますか（自家用車でも可）
できるし，している／
できるけどしていない

１点

自分で食品・日用品の買い物をしていますか
できるし，している／
できるけどしていない

点

自分で食事の用意をしていますか
できるし，している／
できるけどしていない

点

自分で請求書の支払いをしていますか
できるし，している／
できるけどしていない

点

自分で預貯金の出し入れをしていますか
できるし，している／
できるけどしていない

１点

令和４年度（ ）

男性 前期高齢者（ ）

男性 後期高齢者（ ）

女性 前期高齢者（ ）

女性 後期高齢者（ ）

一般高齢者（ ）

総合事業対象者（ ）

要支援１・２（ ）

手段的自立度（ＩＡＤＬ）

点 点 ～ 点 無回答
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齢
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定
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当
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◼ 趣味や生きがいがある方は全体の約 ～ ％を占めており，男性・女性ともに後期高

齢者より前期高齢者に多くなっています。

〔図表 ：趣味や生きがいがある人〕

（５）地地域域ででのの活活動動ににつついいてて

男性は，よく会う友人・知人に近所・同じ地域の人が女性より少ないことからも，リタイア

後の男性が地域に居場所を見つけられるよう支援が必要であると考えられます。

参加している地域活動として，年に数回以上「町内会・自治会」に参加する割合が約３割と

比較的高くなっている一方，「学習・教養サークル」や「介護予防のための通いの場」等は年に

数回以上参加する割合を合計しても２割を満たず，介護予防につながる場を確保すると同時に，

多くの高齢者が参加できる開催方法を検討する必要があります。

〔図表 ：よく会う友人・知人との関係 （ ）〕

〔図表 ：よく会う友人・知人との関係〕

令和４年度

（ ）

前期高齢者

（ ）

後期高齢者

（ ）

前期高齢者

（ ）

後期高齢者

（ ）

男性 女性

趣味や生きがいがある人

趣味あり 生きがいあり

近所・同じ地域の人

幼なじみ

学生時代の友人

仕事での同僚・元同僚

趣味や関心が同じ友人

ボランティア等の活動での友人

その他

いない

よく会う友人・知人との関係

（ ）

近
所
・
同
じ
地
域

の
人

幼
な
じ
み

学
生
時
代
の
友
人

仕
事
で
の
同
僚
・

元
同
僚

趣
味
や
関
心
が

同
じ
友
人

ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
等

の
活
動
で
の
友
人

そ
の
他

い
な
い

無
回
答

男性　前期高齢者（n=1,220）

男性　後期高齢者（n=1,438）

女性　前期高齢者（n=1,234）

女性　後期高齢者（n=1,813）
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男性　前期高齢者（n=1,220）

男性　後期高齢者（n=1,438）

女性　前期高齢者（n=1,234）

女性　後期高齢者（n=1,813）

◼ 月１～３回以上参加している方が多い地域活動をみると，趣味関係のグループ，スポー

ツ関係のグループやクラブ，収入のある仕事は約２割と他の地域活動に比べて多くなっ

ていますが，ボランティアのグループ，学習・教養サークル，老人クラブ，町内会・自

治会はいずれも１割未満となっています。介護予防のための通いの場については，月１

～３回以上参加している方は ％となっており，さらなる周知が必要と考えられます。
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後となっています。

〔図表 ：地域活動への参加状況〕

〔図表 ：月１～３回以上参加している方（性別・年齢別）〕

週4 回
以上

週
2 ～3 回

週1 回
月

1 ～3 回
年に
数回

参加して
いない

無回答

令和４年度（n=5,705）

令和元年度（n=5,839）

令和４年度（n=5,705）

令和元年度（n=5,839）

令和４年度（n=5,705）

令和元年度（n=5,839）

令和４年度（n=5,705）

令和元年度（n=5,839）

令和４年度（n=5,705）
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令和４年度（n=5,705）

令和元年度（n=5,839）

令和４年度（n=5,705）

令和元年度（n=5,839）

③趣味関係のグループ

④学習・教養サークル

⑤（運動クラブ、サロンなどの）
介護予防のための通いの場

①ボランティアのグループ

②スポーツ関係のグループやクラブ

⑧収入のある仕事

⑥老人クラブ

⑦町内会・自治会

（いきいき百歳体操など）

介護予防のための通いの場への参加頻度

収入のある仕事への参加頻度

月１～３回以上参加している方（性別・年齢別）

男性 前期高齢者（ ） 男性 後期高齢者（ ）

女性 前期高齢者（ ） 女性 後期高齢者（ ）
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◼ 地域づくり活動については，参加者として参加可能である人は約５割，お世話役として

参加可能である人は約３割となっています。

〔図表 ：地域づくり活動への参加意向〕

（６）たたすすけけああいいににつついいてて

家族や友人・知人以外で，何かあったときに相談する相手として，「医師・歯科医師・看護師」

が３割強と多い一方，「そのような人はいない」割合も同様に約３割と多くなっています。相談

相手がいない高齢者は，男性の前期高齢者に特に多く，自治会・町内会をはじめとした，地域

のなかで住民同士が困りごとを解決していける仕組みを検討すると同時に，地域包括支援セン

ター・役所等の公的機関における窓口の周知が必要です。

◼ 地域住民同士のたすけあいについて，全体でたすけあいの合計点が４点と高い方は約８

割を占めていますが，女性の後期高齢者は約７割となっています。

〔図表 ：たすけあいの合計点（ 点）〕
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（ ）

後期高齢者

（ ）

前期高齢者

（ ）

後期高齢者

（ ）

男性 女性

たすけあいの合計点（ 点）
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たすけあいについての判定方法

以下の設問に「配偶者」「同居の子ども」「別居の子ども」「兄弟姉妹・親戚・親・孫」「近隣」
「友人」「その他」のいずれかと回答した場合を１点として，４点満点で評価。

あなたの心配事や愚痴を聞いてくれる人

反対に，あなたが心配事や愚痴を聞いてあげる人

あなたが病気で数日間寝込んだときに，看病や世話をしてくれる人

反対に，看病や世話をしてあげる人

◼ 回答者が，家族や友人・知人以外で相談する相手は，全体では「医師・歯科医師・看護

師」が ％で最も多く，次いで「地域包括支援センター・役所」「社会福祉協議会・

民生委員」となっています。

◼ 相談相手がいないと回答した方は ％を占めており，特に男性の前期高齢者に最も多

くなっています。

〔図表 ：相談相手〕

〔図表 ：相談相手がいない方〕
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答

令和４年度（n=5,705）

一般高齢者（n=5,121）

要支援１・２（n=574）

相談相手

前期高齢者

（ ）

後期高齢者

（ ）

前期高齢者

（ ）

後期高齢者

（ ）

男性 女性

相談相手がいない方
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（７）健健康康ににつついいてて

健康状態がよい方は，高齢者全体の約８割を占めていますが，現在治療中，または後遺症の

ある病気がある方は約９割を占めています。多くの高齢者が病気等を抱えながら生活している

と言えます。

うつのリスクの該当者は，高齢者全体の約４割を占めており，高齢者が心の健康を維持でき

るような相談支援体制を充実させると同時に，社会参加の機会を増やす等，高齢者が自身の役

割を持っていきいきと暮らしていけるような地域づくりが必要です。

◼ 現在の健康状態がよい（「とてもよい」＋「まあよい」）と答えた方は全体の約８割を占

めています。男性・女性ともに，前期高齢者から後期高齢者になるにつれて健康状態が

よい方が減少しています。

〔図表 ：健康状態がよい方〕

◼ うつのリスクの該当者は，一般高齢者の ％を占めています。家族構成別にみると，

１人暮らしに最も多く，４割を超えています。

〔図表 ：うつ傾向の該当者〕

うつ傾向の判定方法

以下の設問に対して２問中いずれか１つでも該当する場合は，うつ傾向該当

この か月間，気分が沈んだり，ゆううつな気持ちになったりすること
がありましたか

はい

この１か月間，どうしても物事に対して興味がわかない，あるいは心か
ら楽しめない感じがよくありましたか

はい

令和４年度

（ ）

前期高齢者

（ ）

後期高齢者

（ ）

前期高齢者

（ ）

後期高齢者

（ ）

男性 女性

健康状態がよい方

まあよい

とてもよい

一般高齢者

（ ）

１人暮らし

（ ）

夫婦２人暮らし

（配偶者 歳以上）

（ ）

夫婦２人暮らし

（配偶者 歳以下）

（ ）

息子・娘との２世帯

（ ）

家族構成別

うつ傾向の該当者
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後期高齢者
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◼ 現在治療中，または後遺症のある病気がないと答えた方は ％となっており，高血圧

が４割を超え最も多くなっています。糖尿病や高脂血症（脂質異常症）などの生活習慣

病も上位を占めています。

〔図表 ：現在治療中，または後遺症のある病気 （ ）〕

ない

高血圧

目の病気

糖尿病

高脂血症（脂質異常症）

筋骨格の病気（骨粗しょう症、関節症等）

心臓病

腎臓・前立腺の病気

胃腸・肝臓・胆のうの病気

呼吸器の病気（肺炎や気管支炎）

耳の病気

がん（悪性新生物）

外傷（転倒・骨折等）

脳卒中（脳出血・脳梗塞等）

血液・免疫の病気

うつ病

認知症（アルツハイマー病等）

パーキンソン病

その他

現在治療中、または後遺症のある病気

令和４年度（ ）

令和元年度（ ）
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（８）認認知知症症にに係係るる相相談談窓窓口口ににつついいてて

認知症に関する相談窓口，認知症カフェ，認知症サポーターの認知度はいずれも女性・前期

高齢者で高いものの，全体としては依然として低くなっています。これらの認知症に関する取

り組みについて広く周知していくと同時に，今後も増加が見込まれる認知症高齢者を地域全体

で支えていくための連携体制を構築することが急務です。

◼ 認知症の症状があるまたは家族に認知症の症状がある人がいる方は全体の１割程度とな

っています。

◼ 認知症に関する相談窓口を知っている方は ％となっています。

◼ 認知症カフェを知っている方は全体の ％となっており，更なる周知が必要となって

います。

◼ 認知症サポーターを知っている方は ％，そのうち認知症サポーター養成講座を受け

たことのある方は ％となっています。

〔図表 ：認知症に関すること〕

認知症の症状がある又は

家族に認知症の症状がある人がいる方（ ）

認知症に関する相談窓口を知っている方（ ）

認知症カフェを知っている方（ ）

認知症サポーターを知っている方（ ）

（認知症サポーターを知っている方）

認知症サポーター養成講座を受けたことのある方（ ）
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〔図表 ：認知症に関すること〕

認知症の症状がある又は

家族に認知症の症状がある人がいる方（ ）

認知症に関する相談窓口を知っている方（ ）

認知症カフェを知っている方（ ）

認知症サポーターを知っている方（ ）

（認知症サポーターを知っている方）

認知症サポーター養成講座を受けたことのある方（ ）

（９）食食習習慣慣ににつついいてて

食事で気を付けていることとして，食事の回数や，野菜の摂取は約７割と多くなっています。

また，１日３回食事を摂る割合も約７割と多く，今後も高齢者一人一人が健康的な食習慣を意

識していけるようにさまざまな手段を活用した啓発活動が必要です。

◼ 食事で気を付けていることがある方は全体の約９割を占めています。特に，１日３回食

事を摂る，野菜を摂るに関しては約７割となっています。

〔図表 ：食事に関すること （ ）〕

食事のバランス

１日３回食事を摂る

肉・魚・卵・大豆製品などを摂る

塩分を控える

野菜を摂る

特に気をつけていない

食事で気をつけていること

（ ）
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（１０）介介護護にに対対すするる希希望望ににつついいてて

介護・介助が必要になったとき，及び終末期について，自宅で過ごしたい方が多い一方，女

性は男性より施設や病院・診療所等の自宅以外で過ごすことを希望する人が多くなっています。

また，エンディングノートなどの準備をしている方は女性に多い一方， （人生会議）に

ついては男性・女性ともに実施率・認知度が低くなっています。

◼ 身の回りのことが自分でできなくなった（介護・介助が必要となった）ときに，手助け

支援）してくれる家族・親族がいる方は全体の約８割を占めています。

〔図表 ：身の回りのことが自分でできなくなった 介護・介助が必要となった ときに，

手助け 支援 してくれる家族・親戚の有無〕

◼ 身の回りのことが自分でできなくなった（介護・介助が必要となった）ときに，どこで

生活したいかみると，自宅が過半数を占め，次いで，介護保険施設，高齢者向け住宅，

その他，別居の子供や親族の家の順となっています。自宅と答えた方は女性より男性に

多くなっています。

〔図表 ：身の回りのことが自分でできなくなった 介護・介助が必要となった ときに，生活したい場所〕

令和４年度

（ ）

身の回りのことが自分でできなくなった（介護・介助が必要となった）ときに、

手助け 支援）してくれる家族・親戚の有無

はい（いる） いいえ（いない） 無回答

令和４年度

（ ）

前期高齢者

（ ）

後期高齢者

（ ）

前期高齢者

（ ）

後期高齢者

（ ）

身の回りのことが自分でできなくなった（介護・介助が必要となった）ときに、

生活したい場所

自宅 別居の子供や親族の家 高齢者向け住宅 介護保険施設 その他 無回答

男
性

女
性



（１０）介介護護にに対対すするる希希望望ににつついいてて

介護・介助が必要になったとき，及び終末期について，自宅で過ごしたい方が多い一方，女

性は男性より施設や病院・診療所等の自宅以外で過ごすことを希望する人が多くなっています。

また，エンディングノートなどの準備をしている方は女性に多い一方， （人生会議）に

ついては男性・女性ともに実施率・認知度が低くなっています。

◼ 身の回りのことが自分でできなくなった（介護・介助が必要となった）ときに，手助け

支援）してくれる家族・親族がいる方は全体の約８割を占めています。

〔図表 ：身の回りのことが自分でできなくなった 介護・介助が必要となった ときに，

手助け 支援 してくれる家族・親戚の有無〕

◼ 身の回りのことが自分でできなくなった（介護・介助が必要となった）ときに，どこで

生活したいかみると，自宅が過半数を占め，次いで，介護保険施設，高齢者向け住宅，

その他，別居の子供や親族の家の順となっています。自宅と答えた方は女性より男性に

多くなっています。

〔図表 ：身の回りのことが自分でできなくなった 介護・介助が必要となった ときに，生活したい場所〕

令和４年度

（ ）

身の回りのことが自分でできなくなった（介護・介助が必要となった）ときに、

手助け 支援）してくれる家族・親戚の有無

はい（いる） いいえ（いない） 無回答

令和４年度

（ ）

前期高齢者

（ ）

後期高齢者

（ ）

前期高齢者

（ ）

後期高齢者

（ ）

身の回りのことが自分でできなくなった（介護・介助が必要となった）ときに、

生活したい場所

自宅 別居の子供や親族の家 高齢者向け住宅 介護保険施設 その他 無回答

男
性

女
性

◼ 人生の最後をどこで過ごしたいかをみると，自宅での看取りが６割を超えてます。施設

での看取りと答えた方は，男性・女性ともに後期高齢者より前期高齢者に多くなってい

ます。

〔図表 ：人生の最後を過ごしたい場所〕

◼ 自分自身で医療やケアに関する判断ができなくなったときの希望を，家族や信頼してい

る人と話をしている方は全体の ％を占めており，男性・女性ともに前期高齢者より

後期高齢者に多くなっています。

〔図表 ：自分自身で医療やケアに関する判断ができなくなったときの希望を，

家族や信頼している人と話をしているか〕

令和４年度

（ ）

前期高齢者

（ ）

後期高齢者

（ ）

前期高齢者

（ ）

後期高齢者

（ ）

人生の最後を過ごしたい場所

自宅での看取り 施設での看取り 病院・診療所 その他 無回答

男
性

女
性

令和４年度

（ ）

前期高齢者

（ ）

後期高齢者

（ ）

前期高齢者

（ ）

後期高齢者

（ ）

自分自身で医療やケアに関する判断が出来なくなった時の希望を、

家族や信頼している人と話をしているか

はい いいえ 無回答

男
性

女
性
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◼ 「エンディングノート」（もしくは，それに類するもの）を知っている方は全体の約７割

を占めています。既に準備している方や今後準備する予定のある方は男性より女性に多

くなっています。

〔図表 ：「エンディングノート」（もしくは，それに類するもの）の認知度〕

◼ を知っている方は全体の２割以下となっており，実施率は最も多い女性の後期高齢

者でもわずか ％となっています。

〔図表 ： アドバンス・ケア・プランニング 愛称「人生会議」の認知度〕

令和４年度

（ ）

前期高齢者

（ ）

後期高齢者

（ ）

前期高齢者

（ ）

後期高齢者

（ ）

「エンディングノート」（もしくは、それに類するもの）の認知度

知っていて、すでに準備している 知っていて、今後準備する予定

知っているが、準備するつもりはない 知らない

無回答

男
性

女
性

令和４年度

（ ）

前期高齢者

（ ）

後期高齢者

（ ）

前期高齢者

（ ）

後期高齢者

（ ）

ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング、愛称『人生会議』）の認知度

知っていて，すでに取り組んでいる 知っていて，今後取り組む予定

知っているが，取り組むつもりはない 知らない

無回答

男
性

女
性



◼ 「エンディングノート」（もしくは，それに類するもの）を知っている方は全体の約７割

を占めています。既に準備している方や今後準備する予定のある方は男性より女性に多

くなっています。

〔図表 ：「エンディングノート」（もしくは，それに類するもの）の認知度〕

◼ を知っている方は全体の２割以下となっており，実施率は最も多い女性の後期高齢

者でもわずか ％となっています。

〔図表 ： アドバンス・ケア・プランニング 愛称「人生会議」の認知度〕

令和４年度

（ ）

前期高齢者

（ ）

後期高齢者

（ ）

前期高齢者

（ ）

後期高齢者

（ ）

「エンディングノート」（もしくは、それに類するもの）の認知度

知っていて、すでに準備している 知っていて、今後準備する予定

知っているが、準備するつもりはない 知らない

無回答

男
性

女
性

令和４年度

（ ）

前期高齢者

（ ）

後期高齢者

（ ）

前期高齢者

（ ）

後期高齢者

（ ）

ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング、愛称『人生会議』）の認知度

知っていて，すでに取り組んでいる 知っていて，今後取り組む予定

知っているが，取り組むつもりはない 知らない

無回答

男
性

女
性

（１１）情情報報収収集集ににつついいてて

日常生活に関する情報の収集手段として，テレビや新聞が高い割合を占めている一方，市の

広報誌は約５割，市のホームページは約１割となっており，さまざまな媒体を活用して，広く

情報を周知していく必要があります。特にパソコンやスマートフォン等の機器は前期高齢者の

利用が多い一方，後期高齢者では約半数が「利用する予定はない」と回答しており，年齢層で

異なった手段を活用する等の工夫が必要です。

◼ 日常生活に関する情報の収集手段はテレビが９割以上を占めており，次いで，新聞，市

の広報誌の順となっています。市のホームページと答えた方は全体の約１割となってい

ます。

〔図表 ：日常生活に関する情報の収集手段 （ ）〕

◼ 情報収集手段として，パソコン，タブレット端末，スマートフォンなどを利用している

方は約半数，今後利用したい方は約１割，利用する予定はない方が約３割を占めていま

す。男性は女性に比べて利用している方が多くなっています。年齢が上がるにつれて利

用している方は減少傾向にあります。

〔図表 ：パソコン・タブレット・スマートフォンの使用状況〕

テレビ

新聞

市の広報誌

友人・知人

家族・親族

インターネット

ラジオ

雑誌

市のホームページ

その他

日常生活に関する情報の収集手段

（ ）

令和４年度

（ ）

前期高齢者

（ ）

後期高齢者

（ ）

前期高齢者

（ ）

後期高齢者

（ ）

パソコン、タブレット端末、スマートフォンなどの利用状況

利用している 今後、利用したい 利用する予定はない 無回答

全
体

男
性

女
性
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◼ 地域包括支援センターの認知度は ％となっています。圏域別では中央部が５割と認

知度が低くなっています。

〔図表 ：地域包括センターの認知度〕

◼ 「いきいき百歳体操」の認知度は約６割ですが，参加率は約１割と非常に低くなってい

ます。

〔図表 ：いきいき百歳体操の認知度〕

令和４年度

（ ）

中央部（ ）

東部（ ）

西部（ ）

北部（ ）

地域包括支援センターの認知度

はい いいえ 無回答

圏
域

令和４年度

（ ）

前期高齢者

（ ）

後期高齢者

（ ）

前期高齢者

（ ）

後期高齢者

（ ）

いきいき百歳体操の認知度

知っていて、すでに参加している 知っていて、今後参加する予定
知っているが、参加するつもりはない 知らない
参加していたが、行けなくなった その他
無回答

男
性

女
性



◼ 地域包括支援センターの認知度は ％となっています。圏域別では中央部が５割と認

知度が低くなっています。

〔図表 ：地域包括センターの認知度〕

◼ 「いきいき百歳体操」の認知度は約６割ですが，参加率は約１割と非常に低くなってい

ます。

〔図表 ：いきいき百歳体操の認知度〕

令和４年度

（ ）

中央部（ ）

東部（ ）

西部（ ）

北部（ ）

地域包括支援センターの認知度

はい いいえ 無回答

圏
域

令和４年度

（ ）

前期高齢者

（ ）

後期高齢者

（ ）

前期高齢者

（ ）

後期高齢者

（ ）

いきいき百歳体操の認知度

知っていて、すでに参加している 知っていて、今後参加する予定
知っているが、参加するつもりはない 知らない
参加していたが、行けなくなった その他
無回答

男
性

女
性

◼ 「チームオレンジ」の認知度は１割に満たない状況です。性別では女性がやや高くなっ

ています。

〔図表 ：チームオレンジの認知度〕

令和４年度

（ ）

前期高齢者

（ ）

後期高齢者

（ ）

前期高齢者

（ ）

後期高齢者

（ ）

チームオレンジの認知度

知っている 知らないが、聞いたことはある 知らない 無回答

男
性

女
性
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５．在宅介護実態調査結果

（１）在在宅宅介介護護のの状状況況ににつついいてて

要介護３以上の中重度者の主な介護者は，日中・夜間の排泄に不安を感じる割合が高くなっ

ています。サービスの利用は通所系サービスの利用割合が高いものの，軽度者に比べると通所

＋短期，訪問系を含むサービスを組み合わせて利用する割合も高くなっています。施設等の検

討・申請状況は要介護３以上で約３割となっており，要介護度が高くなるほど，在宅生活の継

続が困難になっていると言えます。排泄や食事，衣服の着脱といった介護者が不安に感じる介

護についても，適切なサービス量を確保できるようにサービスの提供体制を見直す必要があり

ます。

◼ 介護者が不安に感じる介護は，介護度が重度化するにつれ日中の排泄，夜間の排泄，食

事の介助（食べる時），衣服の着脱の割合は高くなり，要介護３以上では，日中の排泄，

夜間の排泄の割合が高くなっています。また，介護者が不安に感じる介護は，要支援

１・２では屋内の移乗・移動が ％で最も多く，要介護１・２では認知症への対応が

％で最も多く，要介護３以上の割合を上回っています。

〔図表 ：介護者が不安に感じる介護等（ ）〕
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要介護３以上の中重度者の主な介護者は，日中・夜間の排泄に不安を感じる割合が高くなっ

ています。サービスの利用は通所系サービスの利用割合が高いものの，軽度者に比べると通所

＋短期，訪問系を含むサービスを組み合わせて利用する割合も高くなっています。施設等の検

討・申請状況は要介護３以上で約３割となっており，要介護度が高くなるほど，在宅生活の継

続が困難になっていると言えます。排泄や食事，衣服の着脱といった介護者が不安に感じる介
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１・２では屋内の移乗・移動が ％で最も多く，要介護１・２では認知症への対応が
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〔図表 ：介護者が不安に感じる介護等（ ）〕

◼ サービス利用の組み合わせは，未利用を除くと，いずれの介護度も通所系・短期系のみ

の割合が最も高く，要介護３以上では訪問系を含む組み合わせが要支援１・２，要介護

１・２に比べ高くなっています。

〔図表 ：サービス利用の組み合わせ〕

◼ 施設等の検討及び申請を行っている割合は ％となっており，介護度が重度化するに

つれ割合が高くなり，要介護３以上で ％となっています。

〔図表 ：施設入居の検討希望〕

全体（

要支援１・２

要介護１・２

要介護３以上

自立＋Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ以上

サービス利用の組み合わせ

未利用 訪問系のみ 訪問系を含む組み合わせ 通所系・短期系のみ

認
定
該
当
状
況

認
知
症
自
立
度

全体（

単身世帯

夫婦のみ世帯

その他

要支援１・２

要介護１・２

要介護３以上

施設等への入所・入居の検討状況

検討していない 検討中 申請済み 無回答

世
帯
類
型

認
定
該
当
状
況
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（２）仕仕事事とと介介護護のの両両立立にに向向けけたた支支援援・・ササーービビススににつついいてて

主な介護者がフルタイム勤務またはパートタイム勤務で働いている世帯について，主な介護者

は本人の子または子の配偶者の割合が高く，介護をほぼ毎日実施している割合が６割以上となっ

ています。要介護度が上がることで就労継続が“難しい”と考えている割合も多く，日常的に介

護を行いながら就労も継続する必要がある中年層が，介護と就労を両立できる働き方を検討する

必要があります。特に勤め先からの効果的な支援として，「労働時間の柔軟な選択（フレックスタ

イム制など）」の割合が高くなっており，介護者に対する職場の理解を促す必要があります。また，

主な介護者がパートタイム勤務で働いている世帯では，就労継続が“難しい”と考えている割合

がフルタイム勤務よりも高く，正社員のみならずパートタイム勤務をはじめとした非正規雇用の

介護者に対する支援も重要です。

その一方，主な介護者が働いていない世帯では，高齢の配偶者が介護をする“老老介護”の状

態になっている場合が多く，介護者の状況に応じた適切な支援を検討する必要があります。

◼ 主な介護者がフルタイム勤務，パートタイム勤務で働いている世帯では，主な介護者と

本人の関係が子，子の配偶者の割合が高くなっています。介護の頻度は週２日以下の割

合が，働いていない世帯に比べ高くなっていますが，ほぼ毎日の割合も６割以上を占め

ています。

〔図表 ：主な介護者との関係〕

◼ 主な介護者が働いていない世帯では，主な介護者と本人の関係が配偶者である世帯が約

５割を占め，主な介護者の年齢も 歳代以上が６割以上を占めています。

〔図表 ：主な介護者の年齢〕

フルタイム勤務

パートタイム勤務

働いていない

主な介護者との関係

配偶者 子 子の配偶者 孫 兄弟・姉妹 その他

主
な
介
護
者
の

就
労
状
況

フルタイム勤務

パートタイム勤務

働いていない

主な介護者の年齢

歳未満 歳代 歳代 歳代 歳代 歳以上

主
な
介
護
者
の

就
労
状
況
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〔図表 ：主な介護者との関係〕
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◼ 就労継続が“難しい”と考えている世帯は，日中の排泄，夜間の排泄，食事の介助（食

べる時），認知症状への対応に不安を感じている割合が高くなっています。

〔図表 ：就労継続見込み別の介護者が不安に感じる介護等（ ）〕
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◼ 就労継続が“難しい”と考えている世帯では，勤め先からの効果的な支援として，労働

時間の柔軟な選択（フレックスタイム制など）の割合が“続けていける”（「問題なく続

けていける」＋「問題はあるが，何とか続けていける」）と考える世帯より高くなってい

ます。

〔図表 ：勤め先からの効果的な支援（ ）〕
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介護に関する相談窓口・相談担当者の設置
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その他
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（３）世世帯帯のの状状況況とと支支援援・・ササーービビススのの利利用用状状況況ににつついいてて

高齢者単身世帯において，介護保険外の支援・サービスの利用が多くなっています。また，

高齢者夫婦世帯をはじめとして介護者が同居している世帯にとっても，サービスを利用しては

いないものの，在宅生活の継続のために必要と感じる支援・サービスはいずれの世帯でも，割

合が高くなることから，介護保険外の支援・サービスを適切に利用できるための支援が必要で

す。

在宅生活の継続に向けて，移動支援や見守り支援に関連する介護保険サービスの利用だけで

なく，自治会・町内会や民生委員・児童委員活動と関連付けた地域住民主体の見守り活動や移

動支援も積極的に活用していく必要があります。

◼ 保険外の支援・サービスの利用状況を世帯の状況別にみると，単身世帯では利用してい

る割合が高く，配食の割合が２割を超えています。夫婦のみ世帯でも，配食の割合が

割を超えています。

〔図表 ：現在利用している介護保険サービス以外の支援・サービス（ ）〕

配食

調理

掃除・洗濯

買い物（宅配は含まない）

ゴミ出し

外出同行（通院、買い物など）

移送サービス（介護・福祉    等）

見守り、声かけ

サロンなどの定期的な通いの場

その他

利用していない

現在利用している介護保険サービス以外の支援・サービス（ ）

単身世帯

夫婦のみ世帯

その他
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◼ 在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービスを世帯の状況別にみると，単身世帯，夫

婦のみ世帯ともに利用率が低い外出同行（通院，買い物など），移送サービス（介護・福

祉タクシー等），見守り，声かけの割合が高くなっています。その他の世帯においても利

用状況に比べ全体的に割合が高くなっています。

〔図表 ：在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス（ ）〕
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（４）医医療療ニニーーズズのの高高いい在在宅宅療療養養者者をを支支ええるる支支援援・・ササーービビススのの提提供供

主な介護者が行っている介護の多くは介護度が重度化するにつれ割合が高くなっています。

また，外出時の支援はいずれの介護度でも６割を超えており，在宅生活の継続に必要と感じる

支援・サービスにもあったとおり，高齢者の移動支援を地域全体でどのように実施していくか

検討することが必要です。

訪問診療については要介護度が上がるほど利用率も大幅に増加しています。今後，要介護３

以上の中重度の要介護者の増加が見込まれることから，「介護と医療の両方のニーズを持つ在宅

療養者」に，適切なサービス提供体制をどのように確保していくかが重要な課題になると考え

られます。

◼ 主な介護者が行っている介護は，外出の付き添い・送迎等，その他の家事（掃除，洗濯，

買い物等）以外は介護度が重度化するにつれ高くなっています。外出の付き添い・送迎

等，食事の準備（調理等），その他の家事（掃除，洗濯，買い物等），金銭管理や生活面

に必要な諸手続きは介護度に関係なく高くなっています。

〔図表 ：主な介護者が行っている主な介護サービス（ ）〕

日中の排泄

夜間の排泄

食事の介助（食べる時）
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身だしなみ（洗顔・歯磨き等）
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屋内の移乗・移動
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服薬

認知症状への対応

医療面での対応（経管栄養、ストーマ等）

食事の準備（調理等）

その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他

認定該当状況別の主な介護者が行っている介護等（ ）
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◼ 訪問診療の利用状況を要介護度別にみると，要介護４以上では利用者が１割を超え，要

介護５では約４割を占めています。

〔図表 ：現在の訪問診療利用の有無〕

全体（

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３
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６．介護人材実態調査結果

全サービス系統のうち，特に訪問系は 歳以上が３割以上を占めていることから，訪問系サ

ービスを担う介護人材の高齢化が懸念されます。

（１）性性別別・・年年齢齢別別のの雇雇用用形形態態のの構構成成比比ににつついいてて

◼ 全サービス系統の性別・年齢別の雇用形態の構成比をみると，男性に比べ女性の割合

が高くなっています。男女ともに から 歳代の占める割合が高く，いずれも正規

職員が非正規職員を上回っています。

〔図表 ：全サービス系統〕
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歳代

歳代

歳未満

男性 正規職員 男性 非正規職員 女性 正規職員 女性 非正規職員
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◼ 訪問系の性別・年齢別の雇用形態の構成比をみると，男性に比べ女性の割合が高くな

っています。特に，女性の 歳代から 歳以上では，非正規職員が正規職員を大き

く上回っています。

〔図表 ：訪問系〕

◼ 通所系の性別・年齢別の雇用形態の構成比をみると，男性に比べ女性の割合が高くな

っています。特に，女性の 歳代から 歳代の占める割合が高く，いずれも正規職

員が非正規職員を上回っています。

〔図表 ：通所系〕
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◼ 施設・居住系の性別・年齢別の雇用形態の構成比をみると，男性に比べ女性の割合が

高くなっています。特に，女性の 歳代から 歳代の占める割合が高く，いずれも

正規職員が非正規職員を上回っています。

〔図表 ：施設・居住系〕

歳未満

歳代

歳代

歳代

歳代

歳代

歳以上

【女性】

歳未満

歳代

歳代

歳代

歳代

歳代

歳以上
【男性】

歳以上

歳代

歳代

歳代

歳代

歳代

歳未満

男性 正規職員 男性 非正規職員 女性 正規職員 女性 非正規職員



◼ 施設・居住系の性別・年齢別の雇用形態の構成比をみると，男性に比べ女性の割合が

高くなっています。特に，女性の 歳代から 歳代の占める割合が高く，いずれも

正規職員が非正規職員を上回っています。

〔図表 ：施設・居住系〕

歳未満

歳代

歳代

歳代

歳代

歳代

歳以上

【女性】

歳未満

歳代

歳代

歳代

歳代

歳代

歳以上
【男性】

歳以上

歳代

歳代

歳代

歳代

歳代

歳未満

男性 正規職員 男性 非正規職員 女性 正規職員 女性 非正規職員
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※資料：昨年比の上段は「採用者数 離職者数」，下段は「職員総数÷昨年の職員総数」で算出

※令和５年６月１日現在の状況について回答

正規職員 非正規職員 小計 正規職員 非正規職員 小計

全サービス系統
102人 84人 186人 75人 66人 141人

訪問系(n=13) 7人 16人 23人 8人 11人 19人

通所系(n=29) 19人 15人 34人 8人 14人 22人

施設・居住系
76人 53人 129人 59人 41人 100人

正規職員 非正規職員 小計 正規職員 非正規職員 小計

-１人 +5人 +4人

+11人 +1人 +12人

+17人 +12人 +29人

サービス系統
（該当事業所数）

採用者数 離職者数

サービス系統
（該当事業所数）

職員総数 昨年比

885人314人571人
全サービス系統

158人89人69人訪問系(n=13)

508人148人360人
施設・居住系

219人77人142人通所系(n=29)
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７．第８期計画の取り組みと評価

第 期計画の評価指標の達成状況は以下のとおりです。

基本目標 施策の方向性 重点事業

住み慣れた

地域でいき

いきと暮ら

せるまちづ

くり

地域包括支援センターの

機能の充実と強化

介護支援専門員への支援実施

地域ケア個別会議の定期的な開催

地域ケア個別会議のアセスメント機能強化

地域ケア個別会議のアセスメント機能強化

地域力を生かした高齢者

を支える仕組みづくり

そうじゃ台帳の整備

そうじゃみんなで見守るネットワークの充実

生活支援サポーターの養成と活動の多様化による充実強化

そうじゃ 歳からの人生設計所の機能強化

地域のつながりを通じた

健康づくりと介護予防の

推進

いきいき百歳体操・かみかみ百歳体操・しゃきしゃき百歳体操の普及

いきいき百歳体操・かみかみ百歳体操・しゃきしゃき百歳体操の普及

いきいき百歳体操・かみかみ百歳体操・しゃきしゃき百歳体操の普及

いきいき講座の実施

“歩得”による認知症予防

生活習慣病発症予防と重症化予防の推進

高齢者給食サービス事業の充実と栄養改善に向けた取り組みの強化

いつまでも

安心して暮

らせるまち

づくり

切れ目のない医療と介護

の連携

医療・介護関係者の情報共有の支援

医療・介護関係者の情報共有の支援

医療・介護関係者の情報共有の支援

医療・介護関係者の研修

地域住民への普及啓発

自分らしさ

を大切に暮

らせるまち

づくり

認知症を支える施策の推

進

認知症初期集中支援チームの充実

認知症に対する地域での理解の促進

認知症に対する地域での理解の促進

認知症に対する地域での理解の促進

ＳＯＳ（そうじゃ・おかえり・サポート）システムの推進

ＳＯＳ（そうじゃ・おかえり・サポート）システムの推進

認知症支援ボランティアの養成

認知症カフェの拡大

認知症の人の就労支援に向けた取り組み

認知症の人の就労支援に向けた取り組み

効果的な介

護サービス

等が安定し

て受けられ

るまちづく

り

介護給付適正化

要介護認定の適正化

要介護認定の適正化

ケアプランの点検

住宅改修等の点検

住宅改修等の点検

縦覧点検・医療情報との突合

介護給付費通知

事業者への指定・

指導・助言及び資質の向上

集団指導

実地指導

地域密着型サービス運営委員会の開催

介護サービス・制度等の普

及啓発及び相談体制の充実

介護サービス相談員の派遣

介護サービス相談員連絡会議の実施
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指標
第８期策定時

現況（実績）

各年度の

目標・実績

掲載ページ

達成状況

（ ・ ・ ）

備考

（達成状況の理由等）

介護支援専門員から受けた相談件数 件 ページ

開催回数 回 ページ 臨時で開催を行った

専門職派遣回数 回 ページ

派遣職種数 職種 ページ

そうじゃ台帳登録者実態把握率 ％ ページ

見守りネットワーク参画事業所数 カ所 ページ 事業所の減少（廃業）

生活支援サポーター数 人 ページ サポーター登録につながらない

そうじゃ６０歳からの人生設計所を通じた

就職・創業・ボランティア数
人 ページ

いきいき百歳体操に取り組む高齢者数 人 ページ コロナ禍，高齢化のため

いきいき百歳体操会場数 カ所 ページ コロナ禍，高齢化のため

かみかみ百歳体操会場数 カ所 ページ コロナ禍，高齢化のため

いきいき講座参加人数 人 ページ コロナ禍のため

“歩得”健康商品券事業参加者全員の歩数の増加 歩 ページ

高血圧の有病率（アンケート結果） ％ ページ

高齢者給食配食数 食／月 ページ

ケアキャビネット加入施設数 カ所 ページ

ケアキャビネット登録者数 人 ページ

ケアキャビネット患者同意数 人 ページ

医療・介護従事者研修開催回数 回 ページ コロナ禍のため

市民向け講座実施回数 回 ページ コロナ禍のため

認知症初期集中支援チーム対応数 人 ページ 相談件数が少ない

認知症サポーター養成数 人 ページ コロナ禍のため

認知症サポーター養成講座開催数 回 ページ コロナ禍のため

小学校での認知症サポーター養成講座開催校数 校 ページ コロナ禍のため

ＳＯＳメール受信登録者数 人 ページ

ＳＯＳメール本人登録者数 人 ページ

認知症支援ボランティア数 人 ページ Ｂ

認知症カフェ設置数 カ所 ページ

本人ミーティング開催数 回 ページ 対象者を把握しづらいことが課題

若年性認知症患者の就労数 人 ページ 対象者把握が不十分

認定調査員の研修実施回数 回 ページ

判定調整会議の実施回数 回 ページ

ケアプラン点検件数 件 ページ

住宅改修点検件数 件 ページ

福祉用具貸与・購入点検件数 件 ページ

縦覧点検・医療情報との突合件数 件 ページ

介護給付費通知送付回数 ページ

集団指導の実施回数 回 ページ オンライン等の集団指導の実施

実地指導の実施事業所数 事業所 ページ

地域密着型サービス運営委員会の開催回数 回 ページ

介護サービス相談員の派遣事業所数 ０事業所 ページ コロナ禍のため

介護サービス相談員連絡会議の開催回数 回 ページ
※ は福祉王国プログラム掲載事業

※達成状況：「 ＝成果あり，計画策定時より大きく改善」「 ＝成果はどちらともいえない，変化なし」

「 ＝成果なし，取り組みが不十分・未実施」
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第第３３章章 計計画画のの基基本本的的なな考考ええ方方

１．基本理念と基本目標

（１）基基本本理理念念

総社市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画では，「住み慣れた地域で安心していきいき

と暮らせるまち」を基本理念に取り組みを推進してきました。

この基本理念は，令和７（ ）年を見据え設定し，本市の地域包括ケアシステムの目指

す姿を表していたものですが，さらに，その先の令和 （ ）年も見据え，引き続き，地

域包括ケアシステムを深化・推進していく必要があることから，第９期計画では，第８期計画

の基本理念を継承した上で，一層の「そうじゃ」らしさを表すため，基本理念を「やさしさで

つながる地域で自分らしく安心・笑顔で暮らせるまち そうじゃ」とします。

（２）基基本本目目標標

基本理念の実現を目指すに当たり，４つの基本目標を設定しました。なお，具体的な取り組

み内容については，第４章で示します。

基本目標１．ひとりにしない・誰もが笑顔でいられるまち総社

高齢者が住み慣れた地域で生きがいをもち，孤独を感じることなく，自立した生活が送れる

よう，要介護状態にならないための介護予防の取り組み，介護が必要になっても尊厳をもって

自立した生活を送れるよう支援する取り組み，要介護状態の重度化防止の取り組みが重要とな

っています。地域包括支援センターを中心に，介護予防や健康づくりの取り組みの充実や，高

齢者自身が地域の担い手となり，活動に積極的に参画できる仕組みづくりを推進するとともに，

地域の多様な主体が参画し，世代を超えてつながる地域共生社会の実現を意識した地域包括ケ

アシステムを深化・推進していきます。

基本目標２．災害とコロナを乗り越え安心をつなぐまち総社

本市は，平成 年７月豪雨災害や新型コロナウイルス禍等の困難な局面を乗り越えてきまし

た。これから，高齢になっても，障がいがあっても，また，さまざまな困難を抱えていても，

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう，医療と介護の連携体制や在宅での生

活を支援する取り組みを推進します。

また，多様化する高齢者のニーズに対応する住まいの確保や生活環境の整備を推進するとと

もに，災害や感染症対策などの防災体制等の充実を図ります。

やさしさでつながる地域で

自分らしく安心・笑顔で暮らせるまち そうじゃ
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基本目標３．自分らしさを大切に暮らせるまち総社

「認知症施策推進大綱」及び令和５年に成立した「共生社会の実現を推進するための認知症

基本法」の内容を踏まえ，認知症の発症予防や認知症になっても希望を持って日常生活を過ご

せる社会を目指し，認知症の人や家族の視点を重視しながら「共生」と「予防」を軸とした施

策を推進していきます。

また，高齢者の虐待防止に関する啓発や高齢者の権利を守る取り組みについては，地域包括

支援センター・権利擁護センターを中心に問題の早期発見，早期対応に努め，必要に応じ権利

擁護事業の活用を推進します。

基本目標４．安定した介護サービスが受けられるまち総社

高齢化が進行し，介護や支援を必要とする高齢者が増加していくなかで，介護保険制度の持

続可能性を維持し，要介護状態となっても適切な介護保険サービスを受けながら住み慣れた地

域で自立した生活を送れるよう，介護給付の適正化，介護保険サービス事業者の育成・支援，

介護人材の確保や生産性の向上，介護サービス情報公開の推進，相談体制の充実などを推進し

ます。
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２．施策の体系

本計画は，次の体系で施策を展開していきます。

基本的施策

地域包括支援センターの機能の
充実と強化

（１）地域包括支援センターの機能強化
（２）地域包括支援センターにおける相談体制の充実
（３）地域ケア会議の推進
（４）自立支援に向けたケアマネジメントの推進

地域力を生かした高齢者を支える
仕組みづくり

（１）地域における見守りネットワークの構築
（２）生活支援サービス提供体制整備
（３）地域を支える担い手の確保と育成

地域のつながりを通じた
健康づくりと介護予防の推進

（１）住民主体の介護予防活動の推進と普及啓発
（２）高齢者の生きがいづくりと社会参加
（３）生活習慣病発症予防と重症化予防の推進
　　　（健康そうじゃ21　重点施策）
（４）高齢者保健事業と介護予防の一体的な実施
　　　（フレイル予防・口腔ケア）

切れ目のない医療と介護の連携 （１）医療・介護連携の推進

在宅生活の支援と生活環境の整備
（１）食生活の安定と見守りによる孤独感の解消
（２）福祉サービスの充実と家族介護の支援
（3）高齢者の生活環境の整備

災害・感染症対策 （１）災害・感染症発生時に向けた連携体制の構築

認知症高齢者等を支える施策の推進

（１）適切な医療・介護サービスの提供
（２）認知症に関する理解の促進と見守り体制の構築
（３）認知症高齢者を介護する家族等への支援
（４）若年性認知症の人への支援

高齢者の権利擁護，虐待防止の推進
（１）権利擁護事業の推進
（２）高齢者虐待防止の推進

介護給付適正化
(総社市第6期介護給付適正化計画)

（１）要介護認定の適正化
（２）ケアプランの点検，住宅改修等の点検
（３）縦覧点検・医療情報との突合
（４）給付実績の活用

事業者への指定・指導・助言
及び資質の向上

（１）居宅介護支援事業者等の育成
（２）サービス提供事業者への支援
（３）介護人材の確保，育成，定着
（４）介護保険サービス事業者の指導・監査

介護サービス・制度等の
普及啓発及び相談体制の充実

（１）情報提供の充実
（２）相談体制の充実

自分らしさを大切に
暮らせるまちづくり

効果的な介護サービス
等が安定して受けられる

まちづくり

基本理念　　住み慣れた地域で安心していきいきと暮らせるまち

基本目標
施策の方向性　　

住み慣れた地域で
いきいきと暮らせる
まちづくり

いつまでも
安心して暮らせる
まちづくり

３． 年・ 年を見据えた総社市の地域包括ケアシステム

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で，その有する能力に応じ，自立した生活を営んでいく

ためには，介護保険制度の持続可能性を維持しながら，いわゆる団塊の世代全てが 歳以上と

なる 年はもちろんのこと，団塊ジュニア世代が 歳以上となる 年を見据えた，

医療・介護・介護予防・住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される「地域包括

ケアシステム」を深化・推進していくことが求められています。

第９期計画においては，基本理念を「やさしさでつながる地域で自分らしく安心・笑顔で暮

らせるまち そうじゃ」とし，地域共生社会の実現を目指し，地域包括ケアシステムのさらなる

深化・推進に取り組みます。

（１）本本市市のの目目指指すす地地域域包包括括ケケアアシシスステテムム

本市では，「①医療，②介護，③介護予防，④住まい，⑤生活支援」という５つの視点からの

取り組みが，「①早期発見機能，②早期対応機能，③連携強化機能，④専門的支援機能，⑤施策

化・社会資源開発機能，⑥社会教育・地域づくり機能」という６つの機能を果たし，包括的

（利用者のニーズに応じた適切な組み合わせによるサービスの提供）かつ継続的（切れ目のな

いサービスの提供）に行われるよう，地域包括ケアシステムを構築してきました。

今後，さらに多様化する世代や分野を越えたニーズに対応できるよう，６つの機能をさらに

強化していくとともに，その活動内容を評価・分析し，改善につなげていく「⑦活動評価機能」

や，これらの機能を果たしていくなかでそれぞれが専門性を高めていくことができる「⑧専門

力（性）育成・向上機能」の２つの機能も重視し，８つの機能を推進していきます。そして，

これらの機能が一環したものとして包括的・体系化され，それぞれの生活圏において統合され

て機能するようなシステムを目指し，深化・推進していきます。

【５つの視点】

①①医医療療（（医医療療・・介介護護連連携携））

「住まい」と「生活支援」によって自立した生活を確保するとともに，一層の安心，いざと

いうときの備えとして，専門的サービスを必要とする市民にしっかりと提供できる環境を整備

します。

「医療」と「介護」については，医療機関や訪問看護ステーション，ケアマネジャー，地域

包括支援センターなどが協働して連携を図る関係を構築します。

②②介介護護

高齢者が要介護状態等になっても，自分の意思で自分らしい生活を営むことができる「高齢

者の自立と尊厳を支えるケア」を実現することが重要です。重度の要介護者，単身または夫婦

のみの高齢者世帯，認知症の人の増加，働きながら要介護者等を在宅で介護している家族等の

就労継続や負担軽減に対応するための継続的な支援体制の整備を進めます。
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③③介介護護予予防防

地域全体への自立支援・介護予防に関する普及啓発，介護予防の通いの場の充実，保健事業

及びリハビリテーション専門職等との連携，地域ケア個別会議の多職種連携による取り組みの

推進，地域包括支援センターの機能強化等により，高齢者が生きがいを持って生活できる地域

の実現を目指します。

④④住住ままいい

まず何よりも「住まい」が確保されていることが前提です。保健福祉施策と住宅施策を連携

させ，住み慣れた住居のほか，有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅等，一人一人の

身体や財産の状況にふさわしい「住まい」が用意され，「なじみの関係」のなかで自分らしく生

活できる環境や望めば最後まで住み続けることができる環境の実現を目指します。

⑤⑤生生活活支支援援（（自自立立ししたた日日常常生生活活のの支支援援））

「生活支援」は，専門事業者によるサービスだけでなく，見守りや交流の機会，出かける場

の確保，地域住民同士のちょっとした手助けなどさまざまです。互助・共助を基本とした多様

な生活支援がどこの地域でも行われ，必要とする方がその支援を受けられるように，生活支援

コーディネーターや協議体による地域のニーズや資源の把握，関係者のネットワーク化，担い

手の養成，資源の創出等を通じ，生活支援を担う事業主体の支援，協働体制の充実・強化を図

ります。

〔図表：地域包括ケアの仕組み〕
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【８つの機能】

①①ニニーーズズのの早早期期発発見見機機能能

地域住民や関係機関により発見された高齢者や家族のニーズが，早期に専門職や行政のワン

ストップの窓口等に届けられる機能です。ニーズが早期に発見できるよう地域の多様な主体に

よる連携体制を構築するとともに，その情報が早期に支援機関に届けられる仕組みづくりを推

進します。

②②ニニーーズズへへのの早早期期対対応応機機能能

早期に専門職が訪問，問題把握，解決に向けて支援する機能です。専門職が積極的に地域に

出ていき，地域住民との信頼関係を築いていくことが重要です。

③③ネネッットトワワーークク機機能能（（連連携携強強化化機機能能））

地域住民や専門職，地域の企業や事業者等が連携・協働し支援する機能です。地域住民間，

専門職間，またそれらを結びづけたものなど，多様なネットワークがつながっていくことが重

要です。

④④困困難難ケケーーススへへのの対対応応（（ココンンササルルテテーーシショョンン））機機能能（（専専門門的的支支援援機機能能））

専門的な職種や機関に的確かつ技術的な指導・助言を得る機能です。専門職に必要なときに

気軽に相談できる体制づくりが求められます。

⑤⑤社社会会資資源源のの改改善善・・改改良良・・開開発発機機能能（（施施策策化化・・社社会会資資源源開開発発機機能能））

地域課題の解決のため，既存サービスを活用するとともに，利用しにくいものは改善，不足

しているものはインフォーマルな取り組みや制度・サービス等の開発につなげていく機能です。

三層構造の会議体（「小地域ケア会議」「圏域地域包括ケア会議」「地域包括ケア会議」）を有機

的につなげ，必要な社会資源の開発・発掘を進めることが重要です。

⑥⑥福福祉祉教教育育機機能能（（社社会会教教育育・・地地域域づづくくりり機機能能））

高齢者や家族が早期に必要な情報を得て適切な対応ができる機能と，地域での見守りや生活

支援体制を構築する機能です。地域住民が共に支え合う地域づくりを進める上では，地域の課

題を他人事ではなくわが事として捉え，「お互いさま」と考える地域住民の意識を醸成していく

ことが重要であり，地域福祉の基盤となります。

⑦⑦活活動動評評価価機機能能

活動内容が的確な支援となっているかを継続的に評価する機能です。漠然と活動を進めるだ

けではなく，地域住民の参加を基本としたＰＤＣＡサイクルによる評価により，活動を見直し，

新たな活動につなげていくことが重要です。

⑧⑧専専門門力力（（性性））育育成成・・向向上上機機能能

各主体がそれぞれの専門性を高め，地域の福祉人材を育成していく機能です。①～⑦の機能

に基づく取り組みを経験するなかで，専門性を向上していくことが期待されます。
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【多様な主体ごとの役割】

■■地地域域包包括括支支援援セセンンタターー

地域包括支援センターは，高齢者に関わる問題の総合相談窓口としての機能を果たすとと

もに，高齢者の状態に応じて，包括的・継続的なケアマネジメントを適切に実施することで，

地域における介護予防の拠点としての役割を担います。

また，高齢者が適切な保健福祉サービスを受けることができるよう，関係機関との調整を

図るコーディネーターとして，地域包括ケアシステムの中核的役割を担います。

■■社社会会福福祉祉協協議議会会

市から委託し総社市社会福祉協議会に設置した各相談窓口において，高齢者が抱える複雑

かつ多様な問題に対応するため，専門職が早期に対応し，必要な相談・援助につなげます。

また，総社市社会福祉協議会は，地域社会における多様な住民活動の橋渡し役となり，住

民主体による支え合いの地域社会の実現，地域の福祉力の向上を支援し，住民が自らの持て

る力を発揮できるよう，協働を基調としながら地域福祉を推進します。

■■地地区区社社会会福福祉祉協協議議会会

地域内のさまざまな組織・団体の代表者を中心に構成され，地域住民主体の互助団体の一

つとして活動しており，地域の課題を自分たち自身の問題と受け止め，関係機関と連携しな

がら解決に向けて協議しています。「地域づくり」を応援し互助活動を活性化します。

■■地地域域のの企企業業・・団団体体等等

「そうじゃみんなで見守るネットワーク」を活用し，一人暮らしの高齢者や高齢者のみの

世帯等，身近な地域のなかで支援を必要としている高齢者に，地域の団体や事業者等が連携

して日常生活のなかで見守りや声かけ，生活援助などを行う仕組みづくりを推進します。

■■地地域域住住民民（（地地域域組組織織・・ボボラランンテティィアア団団体体・・ＮＮＰＰＯＯ等等））

本計画に掲げる基本理念を実現するためには，地域組織やボランティア団体，ＮＰＯ等，

多様な主体がそれぞれの特徴を生かして役割を果たすことが重要です。生きがいづくりや健

康づくり，ネットワークづくり，仲間づくり，支え合い・支援活動等，それぞれの取り組み

や活動を通じて「地域力」を高め，他の主体と連携しながら地域を支えます。
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つとして活動しており，地域の課題を自分たち自身の問題と受け止め，関係機関と連携しな

がら解決に向けて協議しています。「地域づくり」を応援し互助活動を活性化します。

■■地地域域のの企企業業・・団団体体等等

「そうじゃみんなで見守るネットワーク」を活用し，一人暮らしの高齢者や高齢者のみの

世帯等，身近な地域のなかで支援を必要としている高齢者に，地域の団体や事業者等が連携

して日常生活のなかで見守りや声かけ，生活援助などを行う仕組みづくりを推進します。

■■地地域域住住民民（（地地域域組組織織・・ボボラランンテティィアア団団体体・・ＮＮＰＰＯＯ等等））

本計画に掲げる基本理念を実現するためには，地域組織やボランティア団体，ＮＰＯ等，

多様な主体がそれぞれの特徴を生かして役割を果たすことが重要です。生きがいづくりや健

康づくり，ネットワークづくり，仲間づくり，支え合い・支援活動等，それぞれの取り組み

や活動を通じて「地域力」を高め，他の主体と連携しながら地域を支えます。
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第第４４章章 施施策策のの展展開開

基本目標１ ひとりにしない・誰もが笑顔でいられるまち総社

高齢者が住み慣れた地域で生きがいをもち，孤独を感じることなく，自立した生活が送れる

よう，要介護状態にならないための介護予防の取り組み，介護が必要になっても尊厳をもって

自立した生活を送れるよう支援する取り組み，要介護状態の重度化防止の取り組みが重要とな

っています。

地域包括支援センターを中心に，介護予防や健康づくりの取り組みの充実や，高齢者自身が

地域の担い手となり，活動に積極的に参画できる仕組みづくりを推進するとともに，地域の多

様な主体が参画し，世代を超えてつながる地域共生社会の実現を意識した地域包括ケアシステ

ムを深化・推進していきます。

施策の方向性

１ 地域包括支援センターの機能の充実と強化

２ 地域力を生かした高齢者を支える仕組みづくり

３ 地域のつながりを通じた健康づくりと介護予防の推進

課題

・高齢者数が増加傾向にあることから高齢化率は緩やかに上昇しており，１人暮らし高齢者

や高齢者のみの世帯も増加しています。

・要支援・要介護認定を初めて受ける方は 歳以上に多く，本市の 歳以上人口は増減を

繰り返しつつも令和 年まで増加傾向にあることから，要支援・要介護認定者数も増加傾

向にあります。

・介護・介助が必要になった原因として，「骨折・転倒」，「心臓病」「糖尿病」等の生活習慣

病が多くなっています。日頃からの運動習慣を身につけることで「骨折・転倒」等を防ぐ

と同時に，食や睡眠，歯の健康等も含めた生活習慣全般を見直すことで，「心臓病」「糖尿

病」をはじめとした生活習慣病にならないような意識づけが必要です。

・女性・後期高齢者に外出を控えている人が多く，外出を控えている理由である「足腰など

の痛み」を解消できるように，年齢を重ねても無理なく継続できる運動等を積極的に周知

していく必要があります。

・口腔機能が低下している方は後期高齢者で特に多く，口腔衛生を維持することで，生活習

慣病をはじめとした他の病気のリスクを下げると言われており，歯の健康が私たちの健康

にとっていかに重要なことなのか，広く周知していくことが必要です。

・認知機能の低下リスク，手段的自立度（ ）が３点以下（低い）の割合は後期高齢者に

多く，日常生活に支援を必要とする高齢者ほど，趣味や生きがいを「思いつかない」割合

が多くなっていることから，身体機能の衰えが日常生活に支障を来すだけでなく，高齢者

自身の生きがいにも影響を与えていると言えます。

・男性は，よく会う友人・知人に近所・同じ地域の人が女性より少ないことからも，リタイ

ア後の男性が地域に居場所を見つけられるよう支援が必要であると考えられます。

・「学習・教養サークル」や「介護予防のための通いの場」等の参加者は約 ％です（厚生
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・口腔機能が低下している方は後期高齢者で特に多く，口腔衛生を維持することで，生活習

慣病をはじめとした他の病気のリスクを下げると言われており，歯の健康が私たちの健康

にとっていかに重要なことなのか，広く周知していくことが必要です。

・認知機能の低下リスク，手段的自立度（ ）が３点以下（低い）の割合は後期高齢者に

多く，日常生活に支援を必要とする高齢者ほど，趣味や生きがいを「思いつかない」割合

が多くなっていることから，身体機能の衰えが日常生活に支障を来すだけでなく，高齢者

自身の生きがいにも影響を与えていると言えます。

・男性は，よく会う友人・知人に近所・同じ地域の人が女性より少ないことからも，リタイ

ア後の男性が地域に居場所を見つけられるよう支援が必要であると考えられます。

・「学習・教養サークル」や「介護予防のための通いの場」等の参加者は約 ％です（厚生

労働省は「 （令和 ）年度までに通いの場の参加率を ％まで高める」ことを目標と

して掲げている）。引き続き，介護予防につながる場を確保すると同時に，さらに多くの高

齢者が参加できるよう促していきます。

・家族や友人・知人以外で，何かあったときに相談する相手として，「そのような人はいない」

人は約３割と多くなっています。特に男性の前期高齢者に多く，自治会・町内会をはじめ

とした，地域のなかで住民同士が困りごとを解決していける仕組みを検討すると同時に，

地域包括支援センター・役所等の公的機関における窓口の周知が必要です。

・現在治療中，または後遺症のある病気がある方は約９割を占めており，多くの高齢者が病

気等を抱えながら生活していると言えます。

・うつのリスクの該当者は，高齢者全体の約４割を占めており，高齢者が心の健康を維持で

きるような相談支援体制を充実させると同時に，社会参加の機会を増やす等，高齢者が自

身の役割を持っていきいきと暮らしていけるような地域づくりが必要です。

・食事で気を付けていることとして，食事の回数や，野菜の摂取は約７割と多くなっていま

す。また，１日３回食事を摂る割合も約７割と多く，今後も高齢者一人一人が健康的な食

習慣を意識していけるようにさまざまな手段を活用した啓発活動が必要です。

・通いの場の介護予防の効果を高めるために，運動・栄養・社会参加の３つの実践を意識し

た働きかけが必要です。

１．地域包括支援センターの機能の充実と強化

（１）地地域域包包括括支支援援セセンンタターーのの機機能能強強化化

職種別連絡会議・３職種合同連絡会議の開催

【【現現状状とと課課題題】】

地域包括支援センターの職種ごとの連絡会議（主任ケアマネジャー・保健師・社会福祉士）

を定期的に実施し，それぞれが果たすべき専門的役割の共有及び質の向上を図っています。コ

ロナ禍でも対面とＷＥＢ会議の併用開催で会議を実施し，密に連携を図ることができました。

【【今今後後のの方方向向性性】】

今後は，専門職ごとに課題と感じていることを明確にし，より地域包括支援センターの専門

性を高め，機能強化を図っていきます。

また，定期的に職種ごとの連絡会議を実施し，職種ごとでの研修会実施を進めるとともに，

職員の異動等があることも踏まえ，専門性の維持を図っていきます。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度令和 年度令和 年度令和 年度令和 年度令和 年度

職種別連絡
会議開催
回数（回）

主任ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ ６ ６ ６ ６ ６ ６

保健師

社会福祉士 ９ ６ ６ ６

３職種合同連絡会議開催回

数（回）
６ ６ ６ ６ ６ ６
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事業評価の実施

【【現現状状とと課課題題】】

地域包括支援センター業務が円滑に効果的に進むよう，地域包括支援センターとの対話を重

視した事業評価を継続し，連携と機能強化に努めています。

平成３０年度から加わった全国基準と独自基準を合わせて評価を実施し，評価結果及び包括

支援センターから提出の事業実績を基にヒアリングを行っています。包括支援センターの状況

把握・課題・悩み，工夫している点等も把握し，コミュニケーションを図るとともに，機能強

化を推進しています。

また，課題があれば地域包括支援センターの連絡会議やセンター長会議において共有し，意

見交換することで質の向上に役立てています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

地域包括支援センターと対話を重視した事業評価を継続します。

国及び市が作成の調査結果を活用し，求められている地域包括支援センターの機能について

具体的な改善を図ります。また，課題についてはタイムリーに検討・協議を行うなど，柔軟な

対応で改善に努めます。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度令和 年度令和 年度令和 年度令和 年度令和 年度

ヒアリングの実施 １ １ １ １ １ １

包括連絡会議の開催 ６ ６ ６ ６ ６ ６

地域包括支援センター運営委員会の開催

【【現現状状とと課課題題】】

総社市介護保険運営協議会内に設置した地域包括支援センター運営委員会を定期的に開催

し，地域包括支援センターの運営方針，支援・指導の内容を検討・改善し，事業の公正・中立

な運営の確保，円滑な運営と機能強化に努めています。

また，報告が多岐にわたるので，委員が理解しやすい資料作成に努めています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

定期的な開催を続けるとともに，検討資料作成の際には地域包括支援センターの成果と課題

が十分に伝わるよう努めます。市の施策を反映した内容になるよう，評価から結果までをしっ

かりと具体的に示します。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度令和 年度令和 年度令和 年度令和 年度令和 年度

地域包括支援センター運営

委員会開催回数（回）★
２ ２ ２ ２ ２ ２

★第８期計画では設定していない項目
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また，報告が多岐にわたるので，委員が理解しやすい資料作成に努めています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

定期的な開催を続けるとともに，検討資料作成の際には地域包括支援センターの成果と課題
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かりと具体的に示します。
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★第８期計画では設定していない項目

介護支援専門員への支援実施

【【現現状状とと課課題題】】

地域包括支援センターの機能の一つとして，地域の介護支援専門員に対する相談窓口を設置

し個別指導・相談に対応しています。

虐待や認知症等の支援困難事例について，連携・支援を行っています。地域の介護支援専門

員が相談しやすくするために，ケアマネカフェを開催する地域包括支援センターもあり，参加

者からは好評を得ています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

地域の介護支援専門員に対する総合窓口として周知を図っていくとともに，ケアマネカフェ

等の開催や研修会の機会を活用して，お互いの情報交換を促進し，相談しやすい関係性の構築

を目指します。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

介護支援専門員から

受けた相談件数

（件）

研修会・

ケアマネカフェの開

催数（回）★

０ ３ １ ６ ６ ６

（２）地地域域包包括括支支援援セセンンタターーににおおけけるる相相談談体体制制のの充充実実

職種の専門性を生かした相談体制の強化

【【現現状状とと課課題題】】

地域包括支援センターが地域で気軽に相談できる高齢者の身近な総合相談窓口であるという

ことの周知を図っています。事例によっては３職種で相談・対応を行っていますが，対応～経

過～終結の流れの条件の共有が課題となっています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

引き続き，地域包括支援センターの周知に努め，受けた相談事例の対応を整理します。必要

に応じて，解決に向けて適切な機関へつなぐことができるよう，終結の条件を共有し，体制の

強化に努めます。また，連絡会議等を活用し，各地域包括支援センターで対応に差がないよう

スキルアップに努めます。

【評価指標】

実績 目標

令和 年度 令和 年度
令和 年度
（ 月末現在）

令和 年度 令和 年度 令和 年度

総合相談件数（件）

★
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家族介護者に対する相談体制の充実

【【現現状状とと課課題題】】

地域包括支援センターにおいて，関係機関の連携の下，地域における適切なサービスや制度

の利用につなげるなど，家族介護者の不安を解消するための総合相談や支援を行っています。

地域包括支援センターが受けた相談の半数近くが介護に関する相談となっています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

今後も，相談しやすい体制づくり・広報等を工夫しながら相談体制の充実を図ります。ま

た，子どもが介護等を行うヤングケアラーの問題については，ヤングケアラーは支援機関等に

自ら支援を求めることが難しく，発見が困難と考えられますが，本市では，学校や関係機関等

と連携し，早期発見・適切な支援につながる仕組みづくりを構築しています。今後も連携が必

要なケースの対応に当たっては，速やかに情報共有等を進め，早期対応を図っていきます。

【評価指標】

実績 目標

令和 年度 令和 年度
令和 年度
（ 月末現在）

令和 年度 令和 年度 令和 年度

介護に関する相

談件数（件）

重層的支援体制整備事業による包括的相談支援体制の整備

【【現現状状とと課課題題】】

令和３年度から総社市社会福祉協議会に委託し，重層的支援体制整備移行準備事業を市と社

会福祉協議会の協働で進めてきました。令和６年度の事業開始を目標に委員会の開催・研修

会・模擬会議の開催をし，関係者の理解を深めるとともに，周知・啓発を図っています。

さまざまな部署が関係する事業であり，子どもから高齢者までの専門職団体・機関の〈横の

連携〉の構築が課題となっています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

令和６年度から事業を開始します。各事業について理解を促進するとともに，課題が複雑

化・複合化した事例について，関係者や関係機関が機能的・効果的に連携し対応できる体制整

備を目指します。



家族介護者に対する相談体制の充実

【【現現状状とと課課題題】】

地域包括支援センターにおいて，関係機関の連携の下，地域における適切なサービスや制度

の利用につなげるなど，家族介護者の不安を解消するための総合相談や支援を行っています。

地域包括支援センターが受けた相談の半数近くが介護に関する相談となっています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

今後も，相談しやすい体制づくり・広報等を工夫しながら相談体制の充実を図ります。ま

た，子どもが介護等を行うヤングケアラーの問題については，ヤングケアラーは支援機関等に

自ら支援を求めることが難しく，発見が困難と考えられますが，本市では，学校や関係機関等

と連携し，早期発見・適切な支援につながる仕組みづくりを構築しています。今後も連携が必

要なケースの対応に当たっては，速やかに情報共有等を進め，早期対応を図っていきます。

【評価指標】

実績 目標

令和 年度 令和 年度
令和 年度
（ 月末現在）

令和 年度 令和 年度 令和 年度

介護に関する相

談件数（件）

重層的支援体制整備事業による包括的相談支援体制の整備

【【現現状状とと課課題題】】

令和３年度から総社市社会福祉協議会に委託し，重層的支援体制整備移行準備事業を市と社

会福祉協議会の協働で進めてきました。令和６年度の事業開始を目標に委員会の開催・研修

会・模擬会議の開催をし，関係者の理解を深めるとともに，周知・啓発を図っています。

さまざまな部署が関係する事業であり，子どもから高齢者までの専門職団体・機関の〈横の

連携〉の構築が課題となっています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

令和６年度から事業を開始します。各事業について理解を促進するとともに，課題が複雑

化・複合化した事例について，関係者や関係機関が機能的・効果的に連携し対応できる体制整

備を目指します。

（３）地地域域ケケアア会会議議のの推推進進

小地域ケア会議の開催

【【現現状状とと課課題題】】

地域包括支援センターが中心となり，市内を 地区に分けて，各地区が抱える地域課題の

抽出・解決策の検討，社会資源の把握等を行っています。

令和３年度からは，下記３点の問題・視点を踏まえ，全ての世代に対応できるような仕組み

として，「全世代型地域包括ケアシステム」の深化・推進に取り組んでいます。

①一つの世帯に子どもから高齢者・障がいのある人の問題全てを抱えているケースが増加

②世帯全体の問題を捉えて，制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関

係を超えて，地域住民や地域の多様な主体が『丸ごと』つながる地域を創っていく＝「地

域共生社会」の実現を目指す

③少子高齢化などにより人口減少，担い手不足が顕在化

【【今今後後のの方方向向性性】】

引き続き，各地区の課題の抽出・解決策の検討，社会資源の把握等を行うとともに，重層的

な支援が必要なケースが増加しているため，全ての世代を意識した取り組みも継続します。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

小地域ケア会議の開催

（回）

圏域地域包括ケア会議の開催

【【現現状状とと課課題題】】

社会福祉協議会が中心となり，各小地域ケア会議から抽出された地域の問題・課題の解決策

を市内５圏域（中央部南・中央部北・東部・西部・北部）で検討し，圏域内の支援体制の整備

を図っています。また，圏域の生活課題を共有することにより，総社市が抱える問題・課題を

明らかにしています。令和４年度は新型コロナウイルス感染症の影響により， 回中 回は

書面で開催しました。

各圏域の課題を出し合いながら，自分たちで取り組めることは何かを考えながら，移動・買

い物・災害・見守り等について話し合いを実施しています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

話し合いを継続していくとともに，対象を高齢者だけではなく，幅広い世代を意識した取り

組みを検討していきます。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

圏域地域包括ケア会議

の開催（回）
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地域包括ケア会議の開催

【【現現状状とと課課題題】】

市が中心となり，全国屈指福祉文化先駆都市を目指し，保健・医療及び福祉サービスの代表

者，学識経験者，関係行政機関の職員等の参加により，医療・介護・福祉の連携や，地域課題

の明確化，施策反映を図っています。

令和 年度からは，地域共生社会を意識した「全世代型地域包括ケアシステム」の構築につ

いて検討を行い，各小地域ケア会議でも高齢者だけではなく，全世代を対象とした会議を開催

しています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

今後も小地域ケア会議，圏域ケア会議での課題を中心に検討していく体制づくりの構築に努

めます。

また，高齢者のみではなく，複合的な多世代に渡る課題が多くあるなかで，各組織での連携

を図れるよう，多世代・多職種を意識した全世代型地域包括ケアシステムの構築を目指しま

す。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

地域包括ケア会議の開催 ３ ３ ３ ３ ３ ３

（４）自自立立支支援援にに向向けけたたケケアアママネネジジメメンントトのの推推進進

地域ケア個別会議の定期的な開催

【【現現状状とと課課題題】】

各地域包括支援センターを拠点に，医療・介護の専門職などの多職種とケアマネジャー等が

協働し，要支援認定者及び事業対象者に対するケアマネジメントについて意見交換をし，その

状態や置かれている環境等に応じて本人が自立した生活を送ることができるよう，定期的（月

１回以上）に地域ケア個別会議を開催し，必要に応じて臨時開催も行っています。

ケアプランは定期的にアセスメントを行い，明らかになった地域課題については小地域ケア

会議での検討につなげています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

地域課題の発見や社会資源の開発という視点も意識して会議を開催します。

また，“本人が自立した生活を送るために”という目標を意識しながら会議を継続します。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度
令和 年度
（ 月末現在）

令和 年度 令和 年度 令和 年度

地域ケア個別会議

の開催回数（回）



地域包括ケア会議の開催

【【現現状状とと課課題題】】

市が中心となり，全国屈指福祉文化先駆都市を目指し，保健・医療及び福祉サービスの代表

者，学識経験者，関係行政機関の職員等の参加により，医療・介護・福祉の連携や，地域課題

の明確化，施策反映を図っています。

令和 年度からは，地域共生社会を意識した「全世代型地域包括ケアシステム」の構築につ

いて検討を行い，各小地域ケア会議でも高齢者だけではなく，全世代を対象とした会議を開催

しています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

今後も小地域ケア会議，圏域ケア会議での課題を中心に検討していく体制づくりの構築に努

めます。

また，高齢者のみではなく，複合的な多世代に渡る課題が多くあるなかで，各組織での連携

を図れるよう，多世代・多職種を意識した全世代型地域包括ケアシステムの構築を目指しま

す。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

地域包括ケア会議の開催 ３ ３ ３ ３ ３ ３

（４）自自立立支支援援にに向向けけたたケケアアママネネジジメメンントトのの推推進進

地域ケア個別会議の定期的な開催

【【現現状状とと課課題題】】

各地域包括支援センターを拠点に，医療・介護の専門職などの多職種とケアマネジャー等が

協働し，要支援認定者及び事業対象者に対するケアマネジメントについて意見交換をし，その

状態や置かれている環境等に応じて本人が自立した生活を送ることができるよう，定期的（月

１回以上）に地域ケア個別会議を開催し，必要に応じて臨時開催も行っています。

ケアプランは定期的にアセスメントを行い，明らかになった地域課題については小地域ケア

会議での検討につなげています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

地域課題の発見や社会資源の開発という視点も意識して会議を開催します。

また，“本人が自立した生活を送るために”という目標を意識しながら会議を継続します。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度
令和 年度
（ 月末現在）

令和 年度 令和 年度 令和 年度

地域ケア個別会議

の開催回数（回）

地域ケア個別会議のアセスメント機能強化

【【現現状状とと課課題題】】

地域ケア個別会議にリハビリテーション専門職等を派遣し，個別事例の評価，事業所スタッ

フやケアマネジャーへの助言を専門職の視点から行う体制の強化を図っています。岡山県リハ

ビリテーション専門職団体連絡会の協力を得ながら会議を開催しており，多職種の視点からア

セスメントができ，本人の自立を促すような計画を立てることができています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

引き続き，リハビリテーション専門職等の協力を得ながらアセスメント機能強化を図りま

す。また，自立支援を理解するための研修会を開催し，共通理解を促進します。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度
令和 年度
（ 月末現在）

令和 年度 令和 年度 令和 年度

専門職派遣回数

（回）

派遣職種数（職

種）
２ ２ ２ ２ ２ ２

介護予防ケアマネジメントに関する研修会の開催

【【現現状状とと課課題題】】

地域包括支援センター職員やケアマネジャーが高齢者の自立支援に向けた適切なケアマネジ

メントを実施するため，自立支援の理念・目的の共有，研修会で得た知識を実務に生かせるよ

うな地域ケア個別会議のスキルアップ等に関する研修会を実施しています。

令和３年度は，個別ケア会議において，対象者への具体的な目標設定や，状況に合わせてで

きそうな生活行為を検討することに対して苦手意識を持っている地域包括支援センター職員や

ケアマネジャーが多いことが分かったため，ケアマネジャー等のスキルアップを目的に研修会

を実施しました。また，コロナ禍であったことから， ツールを活用して開催しました。

令和４年度は，２回研修会を開催し，１回は権利擁護をテーマとし，虐待の早期発見及び適

切な対応について学び，成年後見制度についても理解を深めました。もう１回では，認知症を

テーマとし，関わりのなかでの困り感を多職種で共有することで，アセスメント能力の向上や

多職種連携の推進を図ることを目的に実施しました。

【【今今後後のの方方向向性性】】

地域包括支援センター職員やケアマネジャーから課題として上がっていることについて聴取

し，住民の住み慣れた地域での安心した暮らしにつながることを意識した研修の計画に努めま

す。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

研修会開催回数（回） １ ２ １ １ １ １
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２．地域力を生かした高齢者を支える仕組みづくり

（１）地地域域ににおおけけるる見見守守りりネネッットトワワーーククのの構構築築

そうじゃ台帳の整備

【【現現状状とと課課題題】】

公的サービスを利用せず，制度の狭間等で社会的に孤立している高齢者等の個々のニーズを

把握し，手を差し伸べられるように，制度の狭間者台帳「そうじゃ台帳」を整備する事業に取

り組んでいます。対象を検討しながら広げたことで，細やかな制度の狭間者の把握に役立って

います。

【【今今後後のの方方向向性性】】

制度の狭間等で社会的に孤立し，孤独を抱えている高齢者等を見逃すことがないよう，対象

者を見直しながら，効果的な把握を進めていきます。特に認知症の人，認知症等が心配な人，

介護保険認定者のうちサービス未利用者などを対象に，見守りと実態把握につなげていきま

す。孤独を抱える人を見逃さないため，見守りの際の視点として，評価の視点を改めて周知し

ます。（特に高齢者世帯で配偶者を亡くされた場合等）

【評価の視点】

① 週３回以上外出無し ②週４日以上家でひとり ③誰とも話さない日がある

④ 家に食べ物が無い日がある ⑤過去１年間病院へ行っていない

そうじゃみんなで見守るネットワークの充実

【【現現状状とと課課題題】】

地域の企業や事業者・団体等と市が連携し，地域ぐるみで高齢者等を見守る事業です。体調

不良，虐待，行方不明，消費者被害等の早期発見に向けて，地域包括支援センターをはじめ，

市の関係部署や権利擁護センターが連携し，迅速・適切な対応に努めています。

廃業となった事業所もありますが，新たな事業所からの申し出もあります。 メルマガ

配信・ＳＮＳの活用とともに事業所への捜索協力依頼を随時実施しています。令和 年度の行

方不明者については，事業所からも情報が得られました。協力事業者への認知症サポーター養

成講座の開催についても働きかけ，理解を促進しています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

今後さらに，新たに協定が締結できる事業所を検討していきます。また，引き続き，認知症

について理解が深まるよう啓発していきます。

【評価指標】

実績 目標

令和 年度 令和 年度
令和 年度
（ 月末現在）

令和 年度 令和 年度 令和 年度

見守りネットワーク

参画事業所数（カ

所）



２．地域力を生かした高齢者を支える仕組みづくり

（１）地地域域ににおおけけるる見見守守りりネネッットトワワーーククのの構構築築

そうじゃ台帳の整備

【【現現状状とと課課題題】】

公的サービスを利用せず，制度の狭間等で社会的に孤立している高齢者等の個々のニーズを

把握し，手を差し伸べられるように，制度の狭間者台帳「そうじゃ台帳」を整備する事業に取

り組んでいます。対象を検討しながら広げたことで，細やかな制度の狭間者の把握に役立って

います。

【【今今後後のの方方向向性性】】

制度の狭間等で社会的に孤立し，孤独を抱えている高齢者等を見逃すことがないよう，対象

者を見直しながら，効果的な把握を進めていきます。特に認知症の人，認知症等が心配な人，

介護保険認定者のうちサービス未利用者などを対象に，見守りと実態把握につなげていきま

す。孤独を抱える人を見逃さないため，見守りの際の視点として，評価の視点を改めて周知し

ます。（特に高齢者世帯で配偶者を亡くされた場合等）

【評価の視点】

① 週３回以上外出無し ②週４日以上家でひとり ③誰とも話さない日がある

④ 家に食べ物が無い日がある ⑤過去１年間病院へ行っていない

そうじゃみんなで見守るネットワークの充実

【【現現状状とと課課題題】】

地域の企業や事業者・団体等と市が連携し，地域ぐるみで高齢者等を見守る事業です。体調

不良，虐待，行方不明，消費者被害等の早期発見に向けて，地域包括支援センターをはじめ，

市の関係部署や権利擁護センターが連携し，迅速・適切な対応に努めています。

廃業となった事業所もありますが，新たな事業所からの申し出もあります。 メルマガ

配信・ＳＮＳの活用とともに事業所への捜索協力依頼を随時実施しています。令和 年度の行

方不明者については，事業所からも情報が得られました。協力事業者への認知症サポーター養

成講座の開催についても働きかけ，理解を促進しています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

今後さらに，新たに協定が締結できる事業所を検討していきます。また，引き続き，認知症

について理解が深まるよう啓発していきます。

【評価指標】

実績 目標

令和 年度 令和 年度
令和 年度
（ 月末現在）

令和 年度 令和 年度 令和 年度

見守りネットワーク

参画事業所数（カ

所）

（２）生生活活支支援援ササーービビスス提提供供体体制制整整備備

協議体の機能強化

【【現現状状とと課課題題】】

生活支援等サービスの体制整備に向けて，第２層協議体である日常生活圏域ごとに設置する

「圏域地域包括ケア会議」（市内５カ所）で生活課題や地域性のある生活支援サービスのニー

ズを集約しています。

第１層協議体である「生活支援サービス検討委員会」（市内全域で１カ所）では，第２層協

議体で明らかになった生活課題の解決と資源開発などの具体的な取り組みについて，課題ごと

に検討部会（２カ所）・情報交換会（２カ所）を設置して協議を行っています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

会議を開催しているものの，住民の声や事業者の意見・取り組みから住民主体の生活支援サ

ービス事業の検討・開発にはつながりにくい状況であることから，各協議体の役割の見直しを

行います。また課題ごとの検討部会等で協議し，「生活支援サービス検討委員会」の場におい

て生活課題の解決につながる住民主体の取り組みについて，引き続き検討します。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

一層協議体の開催回数

（回）
２ ２ ２ ２ ２ ２

住民主体の活動が

うまれた場（カ所）
１ １ １ １ １

生活支援サポーターの養成と活動の多様化による充実強化

【【現現状状とと課課題題】】

軽度な生活支援を必要とする高齢者の需要に対応するため，地域の実情に合わせた多様な生

活支援サービスを供給する生活支援サポーターの増員を目指し，サポーター養成講座を開催し

ています。

若い人の参加を促進するため，県立大学で開催しましたが，活動できるサポーターの登録に

つながりにくいことが課題となっています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

若い世代を含む幅広い世代の人が参加できるよう，開催方法・内容の見直しを行います。

また，活動の多様化に対応できるよう，現任のサポーターに対する研修を行い，活動できる

サポーターの掘り起こし，ニーズを把握するとともに，幅を持たせた活躍の場を検討し，活動

の充実強化に努めます。

評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度
令和 年度
（ 月末現在）

令和 年度 令和 年度 令和 年度

生活支援サポーター数

（人）
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生活支援コーディネーターの役割強化

【【現現状状とと課課題題】】

生活支援コーディネーターを中心に，地域の住民組織や関係団体と連携・協議しながら，ボ

ランティアなどの担い手の確保，地域課題・ニーズの見える化による地域資源の発信及び社会

資源の開発，住民主体の支え合い活動等との連携を図り，生活支援を充実させています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

生活支援コーディネーターの役割を意識し，地域課題・ニーズに対応するため，住民主体の

支え合い活動等のネットワーク化等を働きかけ，生活支援の充実につなげます。

また，就労的活動支援コーディネーターを配置し，役割を意識した多彩な形での高齢者の社

会参加等を促進します。

介護予防・日常生活総合支援事業の周知

【【現現状状とと課課題題】】

地域包括支援センターで実施している講座や地域ケア個別会議等で介護予防・日常生活総合

支援事業について周知・共有します。

コロナ禍で事業所研修会や情報交換会議等が開催できない時期もありましたが，令和 年度

は国の事業を活用し，事業所や地域包括支援センター職員が介護予防・日常生活総合支援事業

について意見交換し，互いに理解を深めました。

【【今今後後のの方方向向性性】】

引き続き，介護予防・日常生活総合支援事業の事業所研修や情報交換会等を開催し，周知を

図ります。また，サービスの質の向上につながるよう，互いの情報交換を図ります。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

情報交換会・研修会開

催回数（回）
３ ０ １ １ １

（３）地地域域をを支支ええるる担担いい手手のの確確保保とと育育成成

そうじゃ 歳からの人生設計所との連携

【【現現状状とと課課題題】】

シルバー人材センターやハローワークと連携し，高年齢者の就労，創業，社会参加等の希望

を気軽に相談できる窓口「そうじゃ 歳からの人生設計所」を高年齢者や市内企業へ広く周

知し，高年齢者の就労ニーズと企業のマッチングが図られるよう連携に努めています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

引き続き，「そうじゃ６０歳からの人生設計所」との連携強化に取り組むとともに，高年齢

者の就労，社会参加につなげていきます。



生活支援コーディネーターの役割強化

【【現現状状とと課課題題】】

生活支援コーディネーターを中心に，地域の住民組織や関係団体と連携・協議しながら，ボ

ランティアなどの担い手の確保，地域課題・ニーズの見える化による地域資源の発信及び社会

資源の開発，住民主体の支え合い活動等との連携を図り，生活支援を充実させています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

生活支援コーディネーターの役割を意識し，地域課題・ニーズに対応するため，住民主体の

支え合い活動等のネットワーク化等を働きかけ，生活支援の充実につなげます。

また，就労的活動支援コーディネーターを配置し，役割を意識した多彩な形での高齢者の社

会参加等を促進します。

介護予防・日常生活総合支援事業の周知

【【現現状状とと課課題題】】

地域包括支援センターで実施している講座や地域ケア個別会議等で介護予防・日常生活総合

支援事業について周知・共有します。

コロナ禍で事業所研修会や情報交換会議等が開催できない時期もありましたが，令和 年度

は国の事業を活用し，事業所や地域包括支援センター職員が介護予防・日常生活総合支援事業

について意見交換し，互いに理解を深めました。

【【今今後後のの方方向向性性】】

引き続き，介護予防・日常生活総合支援事業の事業所研修や情報交換会等を開催し，周知を

図ります。また，サービスの質の向上につながるよう，互いの情報交換を図ります。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

情報交換会・研修会開

催回数（回）
３ ０ １ １ １

（３）地地域域をを支支ええるる担担いい手手のの確確保保とと育育成成

そうじゃ 歳からの人生設計所との連携

【【現現状状とと課課題題】】

シルバー人材センターやハローワークと連携し，高年齢者の就労，創業，社会参加等の希望

を気軽に相談できる窓口「そうじゃ 歳からの人生設計所」を高年齢者や市内企業へ広く周

知し，高年齢者の就労ニーズと企業のマッチングが図られるよう連携に努めています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

引き続き，「そうじゃ６０歳からの人生設計所」との連携強化に取り組むとともに，高年齢

者の就労，社会参加につなげていきます。

３．地域のつながりを通じた健康づくりと介護予防の推進

（１）住住民民主主体体のの介介護護予予防防活活動動のの推推進進とと普普及及啓啓発発

高齢者把握事業の強化

【【現現状状とと課課題題】】

地域の見守り活動等，住民からの情報も活用しながら，閉じこもり等の何らかの支援を要す

る可能性のある人を早期に把握し，重点的に介入する仕組みづくりに努めるとともに住民主体

の介護予防活動へつなげています。

コロナ禍においては，実態把握事業に取り組みにくい時期がありました。

【【今今後後のの方方向向性性】】

活動の低下した高齢者を早急に把握する必要があることから，地域の状況や施策での取り組

み等を考慮しながら，積極的に，支援を要する人の早期発見及び適切な支援につなげていきま

す。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度
令和 年度
（ 月末現在）

令和 年度 令和 年度 令和 年度

高齢者実態把握数

（人）
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いきいき百歳体操・かみかみ百歳体操・しゃきしゃき百歳体操の普及

【【現現状状とと課課題題】】

地域包括支援センターの職員が要支援認定者や事業対象者を訪問して，住民主体の身近な通

いの場として実施している「いきいき百歳体操」の参加を促しています。また，「いきいき百

歳体操」の活動立ち上げ時に地域で主体的に継続して取り組めるよう，実施に関する情報の提

供や支援を行っています。

「いきいき百歳体操」を１年以上継続している会場に対しては「かみかみ百歳体操」，認知

症予防を取り入れたい会場に対しては「しゃきしゃき百歳体操」の普及啓発も行っており，備

中保健所主催のオーラルフレイル予防として，愛育委員も「かみかみ百歳体操」の普及啓発に

取り組んでいます。

新型コロナウイルス感染症の影響及び参加者の高齢化により，会場数及び参加者数が減少し

ました。参加者に対しては，コロナ禍であっても運動をすることの有効性（フレイル予防）に

ついて，チラシを定期的に送付し，可能な範囲での運動の継続を促しました。

令和 年度からは，地域包括支援センター保健職の協力を得ながら，各会場を訪問して運動

の有用性を再度周知，またいきいき百歳体操による効果について伝えてきました。

【【今今後後のの方方向向性性】】

引き続き，地域包括支援センター保健職の協力を得ながら，各種いきいき体操による効果を

周知し，参加を促進していきます。

住民主体の通いの場へのリハビリ専門職等の派遣や，通いの場で活動するリーダー等に対し

ての研修会の開催などを通じて取組の重要性について周知し，人材の育成支援を行っていきま

す。

【評価指標】

実績 目標

令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

いきいき百歳体操に

取り組む高齢者数

（人）

いきいき百歳体操会

場数（カ所）

かみかみ百歳体操会

場数（カ所）



いきいき百歳体操・かみかみ百歳体操・しゃきしゃき百歳体操の普及

【【現現状状とと課課題題】】

地域包括支援センターの職員が要支援認定者や事業対象者を訪問して，住民主体の身近な通

いの場として実施している「いきいき百歳体操」の参加を促しています。また，「いきいき百

歳体操」の活動立ち上げ時に地域で主体的に継続して取り組めるよう，実施に関する情報の提

供や支援を行っています。

「いきいき百歳体操」を１年以上継続している会場に対しては「かみかみ百歳体操」，認知

症予防を取り入れたい会場に対しては「しゃきしゃき百歳体操」の普及啓発も行っており，備

中保健所主催のオーラルフレイル予防として，愛育委員も「かみかみ百歳体操」の普及啓発に

取り組んでいます。

新型コロナウイルス感染症の影響及び参加者の高齢化により，会場数及び参加者数が減少し

ました。参加者に対しては，コロナ禍であっても運動をすることの有効性（フレイル予防）に

ついて，チラシを定期的に送付し，可能な範囲での運動の継続を促しました。

令和 年度からは，地域包括支援センター保健職の協力を得ながら，各会場を訪問して運動

の有用性を再度周知，またいきいき百歳体操による効果について伝えてきました。

【【今今後後のの方方向向性性】】

引き続き，地域包括支援センター保健職の協力を得ながら，各種いきいき体操による効果を

周知し，参加を促進していきます。

住民主体の通いの場へのリハビリ専門職等の派遣や，通いの場で活動するリーダー等に対し

ての研修会の開催などを通じて取組の重要性について周知し，人材の育成支援を行っていきま

す。

【評価指標】

実績 目標

令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

いきいき百歳体操に

取り組む高齢者数

（人）

いきいき百歳体操会

場数（カ所）

かみかみ百歳体操会

場数（カ所）

地域で自主的に活動できる人材の育成支援の実施

【【現現状状とと課課題題】】

住民主体の通いの場へのリハビリ専門職等の派遣や，通いの場で活動するリーダー等に対し

ての研修会の開催などを通じて人材の育成支援を行っています。保健事業と介護予防事業の一

体的取り組みを活用し，令和 年度はオーラルフレイルについて周知啓発を実施しました。ポ

ピュレーションアプローチとして，いきいき百歳体操リーダー向けの研修会（歯科医師）やい

きいき百歳体操会場を巡回し，オーラルフレイルについての講話を実施しました。

【【今今後後のの方方向向性性】】

健康医療課によるデータ分析により，総社市は筋骨格系の疾患が多いことが判明したため，

今後は骨折・骨粗鬆症，転倒予防等をテーマにした研修会を計画します。また，整形外科医・

理学療法士・薬剤師・歯科医師・管理栄養士と多職種での研修会を実施します。

いきいき講座の実施

【【現現状状とと課課題題】】

生活習慣病予防や口腔機能の向上などをテーマに，地域のサロンや「いきいき百歳体操」の

会場等に出向き，介護予防に関する講座（いきいき講座）を実施し，自ら介護予防に取り組め

るよう正しい知識の普及啓発を行っています。

新型コロナウイルス感染症の影響により，会場数及び参加者数が減少しました。

参加者に対しては，コロナ禍であっても運動をすることの有効性（フレイル予防）や新型コ

ロナウイルス等感染症に関する普及啓発をしながらの開催となりました。

【【今今後後のの方方向向性性】】

今後もさらに介護予防を推進していく必要があることから，地域包括支援センター保健職の

協力を得ながら，いきいき百歳体操による効果等，フレイル予防に関する知識の普及に努めま

す。

【評価指標】

実績 目標

令和 年度 令和 年度
令和 年度
（ 月末現在）

令和 年度 令和 年度 令和 年度

いきいき講座の実

施回数（回）
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体力づくりの促進

【【現現状状とと課課題題】】

グラウンド・ゴルフ大会，ペタンク大会等の支援等を行い，健康，体力維持・増進等を図る

取り組みを推進しています。毎年多くの参加者があり，健康増進だけでなく高齢者同士の交流

を深めることにもつながっています。

競技人口増加等を考慮し，令和２年度までは年１回開催していたグラウンド・ゴルフ大会

を，令和 年度からは年２回開催しています。新型コロナウイルス感染症の影響により，実施

を見送った大会や，参加者数の減少がみられました。

【【今今後後のの方方向向性性】】

今後もスポーツイベントを通じて，高齢者の健康づくりと介護予防を行っていきます。

イベント開催情報を広報誌等の紙媒体だけではなく， 等も利用し広く周知できるよう発

信していきます。また，高齢者のニーズを把握しながら，多くの人に参加してもらえるような

大会づくりに取り組みます。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

大会参加者数（人）★

要介護（支援）者に対するリハビリテーション

【【現現状状とと課課題題】】

利用者の自立支援に向けて，個々の利用者に適したリハビリテーションが提供できるよう，

介護予防に資するケアマネジメントの強化に努めています。

居宅サービスのみならず，通いの場への参加等，介護予防への取り組み，必要に応じてリハ

ビリテーション専門職の派遣を行い，介護予防を推進しています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

引き続き，リハビリテーション専門職の派遣等により，地域ケア個別会議での介護予防に資

するケアマネジメントの検討や通いの場の活性化等，在宅においても，また，居宅サービスを

利用される場合においても介護予防の取り組みを推進していきます。



体力づくりの促進

【【現現状状とと課課題題】】

グラウンド・ゴルフ大会，ペタンク大会等の支援等を行い，健康，体力維持・増進等を図る

取り組みを推進しています。毎年多くの参加者があり，健康増進だけでなく高齢者同士の交流

を深めることにもつながっています。

競技人口増加等を考慮し，令和２年度までは年１回開催していたグラウンド・ゴルフ大会

を，令和 年度からは年２回開催しています。新型コロナウイルス感染症の影響により，実施

を見送った大会や，参加者数の減少がみられました。

【【今今後後のの方方向向性性】】

今後もスポーツイベントを通じて，高齢者の健康づくりと介護予防を行っていきます。

イベント開催情報を広報誌等の紙媒体だけではなく， 等も利用し広く周知できるよう発

信していきます。また，高齢者のニーズを把握しながら，多くの人に参加してもらえるような

大会づくりに取り組みます。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

大会参加者数（人）★

要介護（支援）者に対するリハビリテーション

【【現現状状とと課課題題】】

利用者の自立支援に向けて，個々の利用者に適したリハビリテーションが提供できるよう，

介護予防に資するケアマネジメントの強化に努めています。

居宅サービスのみならず，通いの場への参加等，介護予防への取り組み，必要に応じてリハ

ビリテーション専門職の派遣を行い，介護予防を推進しています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

引き続き，リハビリテーション専門職の派遣等により，地域ケア個別会議での介護予防に資

するケアマネジメントの検討や通いの場の活性化等，在宅においても，また，居宅サービスを

利用される場合においても介護予防の取り組みを推進していきます。

（２）高高齢齢者者のの生生ききががいいづづくくりりとと社社会会参参加加

介護予防拠点施設の活用（さんあいの家・やすらぎの家・ひだまりの家）

【【現現状状とと課課題題】】

高齢者が要介護状態に陥らないよう，地域とのふれあいのなかでいきいきとした生活を送る

場を確保するために，介護予防拠点施設の有効活用を推進しています。

コロナ禍の影響はあるものの，地域の高齢者が集い，ふれあうことができる場として介護予

防拠点施設の利用者数は回復してきました。

【【今今後後のの方方向向性性】】

今後も，介護予防に資するさまざまな取り組みの拠点となるよう，関係機関等への周知を行

い，積極的な利用促進に努めます。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

利用者数（人）

社会参加の促進

【【現現状状とと課課題題】】

地域のサロンや公民館講座，老人クラブ活動等を通じて，高齢者自身が役割や目標を持てる

場への参加を促進しています。

投稿者減少のため令和 年度末で文集「かえで」を廃止しました。また，新型コロナウイル

ス感染症の拡大により，囲碁大会など屋内イベントについては廃止となりました。

【【今今後後のの方方向向性性】】

引き続き，事業を継続することで高齢者の生きがいづくりと社会参加促進に努めます。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

サロン会場数（カ所）

老人クラブ登録者数

（人）
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（３）生生活活習習慣慣病病発発症症予予防防とと重重症症化化予予防防のの推推進進（（健健康康そそううじじゃゃ 重重点点施施策策））

“歩
ある

得
とく

”による認知症予防

【【現現状状とと課課題題】】

生活習慣病及びフレイルの予防として，「歩く」ことを中心とした健康づくりを推進してい

ます。継続して歩数に応じてポイントが貯まり，貯まったポイントに応じて市内で使える商品

券と交換できる“歩得”健康商品券事業を実施しています。「いきいき百歳体操」や講演会，

健診受診等の介護予防活動もポイント対象となることから，正しい知識の普及啓発につながっ

ています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

今後は，健康づくりに加え，認知症予防の一つの指標とされる１日 歩以上歩くこと

で，運動不足を解消する参加者を増やし，認知症対策にも努めます。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度
令和 年度
（ 月末現在）

令和 年度 令和 年度 令和 年度

“歩得”健康商

品券事業参加者

数（人）

“歩得”健康商

品券事業平均歩

数（歩）

（４）高高齢齢者者保保健健事事業業とと介介護護予予防防のの一一体体的的なな実実施施（（フフレレイイルル予予防防・・口口腔腔ケケアア））

【【現現状状とと課課題題】】

高齢者がいきいきと健康で長生きできるまちの実現のため，健康医療課と長寿介護課が連携

することにより保健事業から介護予防事業までを一体的に実施し，後期高齢者のフレイル予防

対策を推進します。これにより，後期高齢者の医療費及び介護給付費の増加を抑制すると同時

に，地域の活性化を目指します。

保健事業と介護予防事業の一体的取り組みを活用し，令和 年度はオーラルフレイルについ

て周知啓発を実施しました。

ポピュレーションアプローチとして，いきいき百歳体操リーダー向けの研修会（歯科医師）

やいきいき百歳体操会場を巡回し，オーラルフレイルについての講話を実施しました。

【【今今後後のの方方向向性性】】

健康医療課によるデータ分析により，本市は筋骨格系の疾患が多いことが判明したため，今

後は骨折・骨粗鬆症，転倒予防等をテーマにした研修会を計画します。また，整形外科医・理

学療法士・薬剤師・歯科医師・管理栄養士と多職種での研修会を実施，いきいき百歳体操参加

者に対しては，動機付け支援を実施していきます。



（３）生生活活習習慣慣病病発発症症予予防防とと重重症症化化予予防防のの推推進進（（健健康康そそううじじゃゃ 重重点点施施策策））

“歩
ある

得
とく

”による認知症予防

【【現現状状とと課課題題】】

生活習慣病及びフレイルの予防として，「歩く」ことを中心とした健康づくりを推進してい

ます。継続して歩数に応じてポイントが貯まり，貯まったポイントに応じて市内で使える商品

券と交換できる“歩得”健康商品券事業を実施しています。「いきいき百歳体操」や講演会，

健診受診等の介護予防活動もポイント対象となることから，正しい知識の普及啓発につながっ

ています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

今後は，健康づくりに加え，認知症予防の一つの指標とされる１日 歩以上歩くこと

で，運動不足を解消する参加者を増やし，認知症対策にも努めます。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度
令和 年度
（ 月末現在）

令和 年度 令和 年度 令和 年度

“歩得”健康商

品券事業参加者

数（人）

“歩得”健康商

品券事業平均歩

数（歩）

（４）高高齢齢者者保保健健事事業業とと介介護護予予防防のの一一体体的的なな実実施施（（フフレレイイルル予予防防・・口口腔腔ケケアア））

【【現現状状とと課課題題】】

高齢者がいきいきと健康で長生きできるまちの実現のため，健康医療課と長寿介護課が連携

することにより保健事業から介護予防事業までを一体的に実施し，後期高齢者のフレイル予防

対策を推進します。これにより，後期高齢者の医療費及び介護給付費の増加を抑制すると同時

に，地域の活性化を目指します。

保健事業と介護予防事業の一体的取り組みを活用し，令和 年度はオーラルフレイルについ

て周知啓発を実施しました。

ポピュレーションアプローチとして，いきいき百歳体操リーダー向けの研修会（歯科医師）

やいきいき百歳体操会場を巡回し，オーラルフレイルについての講話を実施しました。

【【今今後後のの方方向向性性】】

健康医療課によるデータ分析により，本市は筋骨格系の疾患が多いことが判明したため，今

後は骨折・骨粗鬆症，転倒予防等をテーマにした研修会を計画します。また，整形外科医・理

学療法士・薬剤師・歯科医師・管理栄養士と多職種での研修会を実施，いきいき百歳体操参加

者に対しては，動機付け支援を実施していきます。

基本目標２ 災害とコロナを乗り越え安心をつなぐまち総社

本市は，平成３０年７月豪雨災害や新型コロナウイルス禍等の困難な局面を乗り越えてきま

した。これから，高齢になっても，障がいがあっても，また，さまざまな困難を抱えていても，

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう，医療と介護の連携体制や在宅での生

活を支援する取り組みを推進します。

また，多様化する高齢者のニーズに対応する住まいの確保や生活環境の整備を推進するとと

もに，災害や感染症対策などの防災体制等の充実を図ります。

施策の方向性

１ 切れ目のない医療と介護の連携

２ 在宅生活の支援と生活環境の整備

３ 災害・感染症対策

課題

・主な介護者がフルタイム勤務またはパートタイム勤務で働いている世帯について，主な介

護者は本人の子または子の配偶者の割合が高く，介護をほぼ毎日実施している割合が６割

以上となっています。

・要介護度が上がることで就労継続が“難しい”と考えている割合も多く，日常的に介護を

行いながら就労も継続する必要がある中年層が，介護と就労を両立できる働き方を検討す

る必要があります。特に勤め先からの効果的な支援として，「労働時間の柔軟な選択（フレ

ックスタイム制など）」の割合が高くなっており，介護者に対する職場の理解を促す必要が

あります。

・主な介護者がパートタイム勤務で働いている世帯では，就労継続が“難しい”と考えてい

る割合がフルタイム勤務よりも高く，正社員のみならずパートタイム勤務をはじめとした

非正規雇用の介護者に対する支援も重要です。

・主な介護者が働いていない世帯では，高齢の配偶者が介護をする“老老介護”の状態にな

っている場合が多く，介護者の状況に応じた適切な支援を検討する必要があります。

・高齢者単身世帯において，介護保険外の支援・サービスの利用が多くなっています。また，

高齢者夫婦世帯をはじめとして介護者が同居している世帯でも，サービスを利用してはい

ないものの，在宅生活の継続のために必要と感じる支援・サービスはいずれの世帯でも多

いことから，介護保険外の支援・サービスを適切に利用できるための支援が必要です。

・在宅生活の継続に向けて，移動支援や見守り支援に関連する介護保険サービスの利用だけ

でなく，自治会・町内会や民生委員・児童委員活動と関連付けた地域住民主体の見守り活

動や移動支援も積極的に活用していく必要があります。

・訪問診療については要介護度が上がるほど利用率も大幅に増加しています。今後，要介護

３以上の中重度の要介護者の増加が見込まれることから，「介護と医療の両方のニーズを持

つ在宅療養者」に，適切なサービス提供体制をどのように確保していくかが課題となりま

す。
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１．切れ目のない医療と介護の連携

（１）医医療療・・介介護護連連携携のの推推進進

総社市地域医療介護連携推進委員会を活用した

切れ目のない医療と介護の提供体制の構築推進

【【現現状状とと課課題題】】

医療関係者や訪問看護・福祉施設代表者，ケアマネジャー，地域包括支援センター，学識経

験者等の参加による総社市地域医療介護連携推進委員会を開催し，本市の現状や課題などの共

通認識を図り，医療・介護連携の課題の抽出と対応策を検討しています。

総社市地域医療介護連携推進委員会については，年 回実施し，令和 年度からはコロナ禍

ということもありハイブリッド（ＷＥＢと対面）にて会議を継続しています。市外医療関係者

も参加し，本市の現状や課題を共有しながら，医療・介護連携の課題の抽出と対応策を検討し

ています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

今後も顔の見える関係性を維持しながら連携を図ります。

また，高齢者数が増えていくなかで，医療・介護サービスの不足も考えられるため社会資源

等についても検討していきます。

医療・介護関係者の情報共有の支援

【【現現状状とと課課題題】】

平成２９年度に立ち上げた総社市地域医療介護連携推進委員会 部会を中心に，医療・介

護関係機関の効率的な情報共有のツールである，ケアキャビネット「きびきび」の利用促進を

図ってきましたが，令和４年度に，晴れやかネットを運営する一般社団法人医療ネットワーク

岡山協議会において，晴れやかネットの収支が著しく悪化している現状を踏まえ，晴れやかネ

ット事務局は解散し，晴れやかネットについては終了することとなりました。

【【今今後後のの方方向向性性】】

ケアキャビネット「きびきび」自体の利用は継続しますが，随時運用方法等を見直しなが

ら，効果的な活用についての議論を続けます。

ケアキャビネットの運用方法等については，自治体間でも共有が必要であることから検討を

継続します。また，利用意義を高めるために， を活用した会議や業務のオンライン化を推

進し，利便性の向上や活用の多様性について今後も検討を継続していきます。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度
令和 年度
（ 月末現在）

令和 年度 令和 年度 令和 年度

ケアキャビネット加入

施設数（カ所）



１．切れ目のない医療と介護の連携

（１）医医療療・・介介護護連連携携のの推推進進

総社市地域医療介護連携推進委員会を活用した

切れ目のない医療と介護の提供体制の構築推進

【【現現状状とと課課題題】】

医療関係者や訪問看護・福祉施設代表者，ケアマネジャー，地域包括支援センター，学識経

験者等の参加による総社市地域医療介護連携推進委員会を開催し，本市の現状や課題などの共

通認識を図り，医療・介護連携の課題の抽出と対応策を検討しています。

総社市地域医療介護連携推進委員会については，年 回実施し，令和 年度からはコロナ禍

ということもありハイブリッド（ＷＥＢと対面）にて会議を継続しています。市外医療関係者

も参加し，本市の現状や課題を共有しながら，医療・介護連携の課題の抽出と対応策を検討し

ています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

今後も顔の見える関係性を維持しながら連携を図ります。

また，高齢者数が増えていくなかで，医療・介護サービスの不足も考えられるため社会資源

等についても検討していきます。

医療・介護関係者の情報共有の支援

【【現現状状とと課課題題】】

平成２９年度に立ち上げた総社市地域医療介護連携推進委員会 部会を中心に，医療・介

護関係機関の効率的な情報共有のツールである，ケアキャビネット「きびきび」の利用促進を

図ってきましたが，令和４年度に，晴れやかネットを運営する一般社団法人医療ネットワーク

岡山協議会において，晴れやかネットの収支が著しく悪化している現状を踏まえ，晴れやかネ

ット事務局は解散し，晴れやかネットについては終了することとなりました。

【【今今後後のの方方向向性性】】

ケアキャビネット「きびきび」自体の利用は継続しますが，随時運用方法等を見直しなが

ら，効果的な活用についての議論を続けます。

ケアキャビネットの運用方法等については，自治体間でも共有が必要であることから検討を

継続します。また，利用意義を高めるために， を活用した会議や業務のオンライン化を推

進し，利便性の向上や活用の多様性について今後も検討を継続していきます。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度
令和 年度
（ 月末現在）

令和 年度 令和 年度 令和 年度

ケアキャビネット加入

施設数（カ所）

医療・介護連携に関する相談支援

【【現現状状とと課課題題】】

医療・介護連携を支援する相談窓口を長寿介護課内に設置し，地域の医療・介護関係者など

からの医療・介護連携に関する相談に対応し，連携調整や情報提供などを行っています。

適宜連携及び情報共有を行い，各団体からの研修会等についての情報も関係機関に周知する

等の連携を実施しています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

今後も，医療・介護連携に関しての相談等については，情報共有及び連携調整を行うととも

に，取り組みを継続します。

医療・介護関係者の研修

【【現現状状とと課課題題】】

医療介護連携推進委員会等で協議し，介護事業所等と連携し防災や感染症対策についての周

知啓発，研修，訓練を実施しています。

令和 年度は，医療・介護サービスを必要とする地域住民が，適切なサービスを利用しなが

ら，住み慣れた地域で安心して生活し最期を迎えることができるまちをつくるため， の効

率的な活用について学び，一層の利用促進に向け研修を実施しました。また自立支援に向けた

ケアプランの立案の仕方というテーマでも実施しました。（ケアキャビネットの 機能の

活用）令和 年度は，認知症をテーマとして，市の施策や初期集中支援チームについての研修

を実施しました。（現地での開催）

【【今今後後のの方方向向性性】】

今後も，専門職のニーズを把握しながら，研修を実施します。コロナ禍で研修会の回数も減

少しているため，基本的な内容も含めながら，顔の見える関係を築けるよう，現地での開催を

実施していきます。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

医療・介護従事者研修

開催回数（回）
２ １ １ ２ ２ ２
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地域住民への普及啓発

【【現現状状とと課課題題】】

市民向け公開講座の開催，エンディングノートや パンフレットの活用推進等により，

かかりつけ医の重要性や在宅での看取りなど医療・介護連携に関する取り組みの普及啓発を推

進しています。

新型コロナウイルス感染症の拡大により，市民を集めての講座が実施できない状況でした

が，令和５年度からは再開し， や基本的な介護予防等の普及啓発に取り組んでいます。

【【今今後後のの方方向向性性】】

引き続き， についての普及啓発に取り組むとともに，コロナ禍にてフレイル傾向とな

っている住民も多いと考えられるため，介護予防に関する講座を検討します。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

市民向け講座実施回数

（回）
０ ０ ２ ５ ５ ５

医療・介護連携に関する関係市区町村との連携

【【現現状状とと課課題題】】

高梁川流域の市町と合同での保健所主催の会議や研修会へ参加し，他市との連携，情報交換

を実施しています。県，市，関係団体が連携した災害・感染症発生時の地域課題を検討し，支

援・応援体制を構築してきました。

令和 年度には在宅医療・介護連携における備中県民局管内行政連絡会議に参加し，コロナ

禍での各自治体の取り組みについて共有し，ケアキャビネットについても意見交換をしまし

た。

【【今今後後のの方方向向性性】】

今後も他自治体の状況を参考にしながら，本市の取り組みについて検討していきます。



地域住民への普及啓発

【【現現状状とと課課題題】】

市民向け公開講座の開催，エンディングノートや パンフレットの活用推進等により，

かかりつけ医の重要性や在宅での看取りなど医療・介護連携に関する取り組みの普及啓発を推

進しています。

新型コロナウイルス感染症の拡大により，市民を集めての講座が実施できない状況でした

が，令和５年度からは再開し， や基本的な介護予防等の普及啓発に取り組んでいます。

【【今今後後のの方方向向性性】】

引き続き， についての普及啓発に取り組むとともに，コロナ禍にてフレイル傾向とな

っている住民も多いと考えられるため，介護予防に関する講座を検討します。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

市民向け講座実施回数

（回）
０ ０ ２ ５ ５ ５

医療・介護連携に関する関係市区町村との連携

【【現現状状とと課課題題】】

高梁川流域の市町と合同での保健所主催の会議や研修会へ参加し，他市との連携，情報交換

を実施しています。県，市，関係団体が連携した災害・感染症発生時の地域課題を検討し，支

援・応援体制を構築してきました。

令和 年度には在宅医療・介護連携における備中県民局管内行政連絡会議に参加し，コロナ

禍での各自治体の取り組みについて共有し，ケアキャビネットについても意見交換をしまし

た。

【【今今後後のの方方向向性性】】

今後も他自治体の状況を参考にしながら，本市の取り組みについて検討していきます。

２．在宅生活の支援と生活環境の整備

（１）食食生生活活のの安安定定とと見見守守りりにによよるる孤孤独独感感のの解解消消

高齢者給食サービス事業の充実と栄養改善に向けた取り組みの強化

【【現現状状とと課課題題】】

一人暮らし高齢者または高齢者のみの世帯に対し，配食と見守りのサービスを週数回行い，

地域包括支援センターやケアマネジャーと相談しながら，高齢者の食生活の安定及び改善，安

否確認による孤独感の解消を図っています。

利用者数・食数ともに増加傾向にありますが，低栄養及び見守りに対応する事業という目的

の認識が薄く，食費の補助と捉えられていることが懸念されています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

独居高齢者数の更なる増加が見込まれるなか，給食サービス事業が高齢者の食生活の安定・

改善や孤独感の解消といった目的に，より沿ったものとなるよう，対象者等について再度見直

しを検討し，効果的な事業を推進します。

【評価指標】
実績 見込み

令和 年度 令和 年度
令和 年度
（ 月末現在）

令和 年度 令和 年度 令和 年度

高齢者給食

配食数（食 月）

緊急通報装置事業

【【現現状状とと課課題題】】

歳以上の一人暮らし高齢者等に対し，緊急通報装置を貸与し，急病や災害などの緊急時

に迅速かつ適切な対応を図っています。安否確認，孤独感の解消及び近隣の協力員を登録して

いることから，地域での見守り強化にも役立っています。

令和４年度には，プロポーザルによる委託業者の選定を行いました。

固定電話が自宅にない高齢者等に対しては携帯型の端末をレンタルして対応していますが，

電波が入らない場合は利用できないという事例や，認知症が進んでいる高齢者等については端

末を正しく操作できず撤去するという事例がありました。

【【今今後後のの方方向向性性】】

安否確認や孤独感の解消，見守りのため，今後も普及啓発します。

【評価指標】
実績 見込み

令和 年度 令和 年度
令和 年度
（ 月末現在）

令和 年度 令和 年度 令和 年度

緊急通報装置貸与数

（カ所）
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そうじゃみんなで見守るネットワークの充実（再掲）

【【現現状状とと課課題題】】

地域の企業や事業者・団体等と市が連携し，地域ぐるみで高齢者等を見守る事業です。ま

た，体調不良，虐待，行方不明，消費者被害等の早期発見に向けて，地域包括支援センターを

はじめ，市の関係部署や権利擁護センターが連携し，迅速・適切な対応に努めています。

廃業となった事業所もありますが，新たな事業所からの申し出もあります。 メルマガ

配信・ＳＮＳの活用とともに事業所への捜索協力依頼を随時実施しています。令和 年度の行

方不明者については，事業所からも情報が得られました。協力事業者への認知症サポーター養

成講座の開催についても働きかけ，理解を促進しています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

今後さらに，新たに協定が締結できる事業所を検討していきます。また，引き続き，認知症

について理解が深まるよう啓発していきます。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

見守りネットワーク参

画事業所数（カ所）



そうじゃみんなで見守るネットワークの充実（再掲）

【【現現状状とと課課題題】】

地域の企業や事業者・団体等と市が連携し，地域ぐるみで高齢者等を見守る事業です。ま

た，体調不良，虐待，行方不明，消費者被害等の早期発見に向けて，地域包括支援センターを

はじめ，市の関係部署や権利擁護センターが連携し，迅速・適切な対応に努めています。

廃業となった事業所もありますが，新たな事業所からの申し出もあります。 メルマガ

配信・ＳＮＳの活用とともに事業所への捜索協力依頼を随時実施しています。令和 年度の行

方不明者については，事業所からも情報が得られました。協力事業者への認知症サポーター養

成講座の開催についても働きかけ，理解を促進しています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

今後さらに，新たに協定が締結できる事業所を検討していきます。また，引き続き，認知症

について理解が深まるよう啓発していきます。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

見守りネットワーク参

画事業所数（カ所）

（２）福福祉祉ササーービビススのの充充実実とと家家族族介介護護のの支支援援

高齢者支援ガイドの作成と普及

【【現現状状とと課課題題】】

高齢者福祉に関する制度やサービス，各種相談窓口等を紹介した「高齢者支援ガイド」を作

成し，制度の普及・啓発等に活用しています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

給食サービス等の説明内容の見直し等を行いながら，今後も「高齢者支援ガイド」を作成・

活用することで制度の普及・啓発に活用していきます。

重度要介護者介護用品等引換クーポン券交付事業

【【現現状状とと課課題題】】

在宅介護者の経済的負担を軽減するため，令和 年３月末で①重度要介護者介護用品引換ク

ーポン券交付事業，②介護用品購入助成事業，③在宅介護激励金支給事業，④在宅高齢者訪問

理容サービス事業を廃止して一本化し，令和 年４月１日から重度要介護者介護用品等引換ク

ーポン券交付事業を開始しました。対象商品や重度要介護者介護用品等引換クーポン券を利用

できる事業所の拡大など，内容を見直していきながら，利用者のニーズに合った事業となるよ

うに努めています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

在宅で重度要介護者を介護する場合は経済的負担も大きく，今後も継続が必要な事業である

ことから，引き続き利用者のニーズを把握しつつ，在宅介護者の経済的負担を軽減していきま

す。

【評価指標】
実績 見込み

令和 年度 令和 年度
令和 年度
（ 月末現在）

令和 年度 令和 年度 令和 年度

クーポン利用率

（％）

いきいきチケット事業

【【現現状状とと課課題題】】

身体的条件等により総社市新生活交通（雪舟くん）の利用ができない高齢者等が，介護タク

シー等の利用時にいきいきチケットを活用しています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

雪舟くんを利用できない高齢者等の移動の課題に対する助成として，今後も継続します。

【評価指標】
実績 見込み

令和 年度 令和 年度
令和 年度
（ 月末現在）

令和 年度 令和 年度 令和 年度

チケット利用率

（％）
０ ０ ０
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家族介護者に対する相談体制の充実（再掲）

【【現現状状とと課課題題】】

地域包括支援センターにおいて，関係機関の連携の下，地域における適切なサービスや制度

の利用につなげるなど，家族介護者の不安を解消するための総合相談や支援を行っています。

地域包括支援センターが受けた相談の半数近くが介護に関する相談となっています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

今後も，相談しやすい体制づくり・広報等を工夫しながら相談体制の充実を図ります。ま

た，子どもが介護等を行うヤングケアラーの問題については，ヤングケアラーは支援機関等に

自ら支援を求めることが難しく，発見が困難と考えられますが，本市では，学校や関係機関等

と連携し，早期発見・適切な支援につながる仕組みづくりを構築しています。今後も連携が必

要なケースの対応に当たっては，速やかに情報共有等を進め，早期対応を図っていきます。

【評価指標】
実績 見込み

令和 年度 令和 年度
令和 年度
（ 月末現在）

令和 年度 令和 年度 令和 年度

介護に関する相談件数

（件）

老人短期入所運営事業

【【現現状状とと課課題題】】

歳以上の高齢者が自宅での生活が困難となった場合に，一時的に入所し，生活習慣の改

善または体調の改善を図っています。

虐待や火事等により自宅での生活が困難となった場合は速やかに短期入所ができるよう対応

しています。入所の期間については連続７日以内という定めがありますが，場合によっては延

長できるような制度設計をしています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

引き続き，適正利用に努めます。

【評価指標】
実績 見込み

令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

利用者数（人）★ ２ １ １ ２ ２ ２



家族介護者に対する相談体制の充実（再掲）

【【現現状状とと課課題題】】

地域包括支援センターにおいて，関係機関の連携の下，地域における適切なサービスや制度

の利用につなげるなど，家族介護者の不安を解消するための総合相談や支援を行っています。

地域包括支援センターが受けた相談の半数近くが介護に関する相談となっています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

今後も，相談しやすい体制づくり・広報等を工夫しながら相談体制の充実を図ります。ま

た，子どもが介護等を行うヤングケアラーの問題については，ヤングケアラーは支援機関等に

自ら支援を求めることが難しく，発見が困難と考えられますが，本市では，学校や関係機関等

と連携し，早期発見・適切な支援につながる仕組みづくりを構築しています。今後も連携が必

要なケースの対応に当たっては，速やかに情報共有等を進め，早期対応を図っていきます。

【評価指標】
実績 見込み

令和 年度 令和 年度
令和 年度
（ 月末現在）

令和 年度 令和 年度 令和 年度

介護に関する相談件数

（件）

老人短期入所運営事業

【【現現状状とと課課題題】】

歳以上の高齢者が自宅での生活が困難となった場合に，一時的に入所し，生活習慣の改

善または体調の改善を図っています。

虐待や火事等により自宅での生活が困難となった場合は速やかに短期入所ができるよう対応

しています。入所の期間については連続７日以内という定めがありますが，場合によっては延

長できるような制度設計をしています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

引き続き，適正利用に努めます。

【評価指標】
実績 見込み

令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

利用者数（人）★ ２ １ １ ２ ２ ２

老人保護措置事業

【【現現状状とと課課題題】】

在宅での生活に支障があり，かつ経済的に困窮している 歳以上の人を養護老人ホームへ

入所措置し，生活の場を確保しています。入所者の高齢化が進み，介護度の高い人が増えてい

ます。

【【今今後後のの方方向向性性】】

引き続き，支援が必要な高齢者の適正な利用に努めます。

【評価指標】
実績 見込み

令和 年度 令和 年度
令和 年度
（ 月末現在）

令和 年度 令和 年度 令和 年度

入所措置者数（人）★

養護老人ホーム及び軽費老人ホーム等の整備

【【現現状状とと課課題題】】

要介護認定の該当にならない高齢者のうち，経済的理由等で在宅での生活が困難な高齢者の

住まいについては，養護老人ホームや軽費老人ホーム（ケアハウス）の活用を図っています。

身体的な状況が重度化，環境上及び経済的理由により自宅で生活できない 歳以上の人が

増えています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

今後も環境上及び経済的理由により自宅で生活できない 歳以上の人の住まいについて，

ニーズが高まると考えられることから，適正な利用に努めます。

実績 見込み

令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

養護老人ホーム施設数

（カ所）
１ １ １ １ １ １

定員（人）

軽費老人ホーム（カ所） ３ ３ ３ ３ ３ ３

定員（人）

老人福祉センター

（カ所）
１ １ １ １ １ １
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特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームと

サービス付き高齢者住宅の入居定員総数の適切な把握

【【現現状状とと課課題題】】

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう，自宅や介護施設のほかに，その状態や

ニーズに応じた多様な住まいが必要です。

こうした状況をまえ，都道府県・市町村間の情報連携を強化しながら，有料老人ホームとサ

ービス付き高齢者向け住宅の入居定員数について，高齢者やその家族への情報提供を行うな

ど，高齢者が安心して生活できるための支援を行っています。

令和３年に有料老人ホームが１カ所新設され，高齢者が安心して生活できる場が増えまし

た。

【【今今後後のの方方向向性性】】

引き続き，情報提供に努め，高齢者やその家族が安心して生活できるように支援を行いま

す。

令和 年度

（ 月末現在）

特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム

の入居定員総数（人）

サービス付き高齢者向け住宅の入居定員総数（人）

総社介護者の会への参加

【【現現状状とと課課題題】】

介護者が孤立しないよう，在宅での介護者が集い，気軽に話し合い相談し合える場，情報交

換ができる場である「総社介護者の会」への参加を促し，孤立しやすい男性介護者の参加拡大

を図っています。

孤立しやすい男性介護者等を把握した場合には「男性料理教室」や「公民館講座」等へのお

誘いを増やし，孤立しないよう見守っていますが，男性が前向きに参加しやすい取り組みが少

ない状況となっています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

集い・体操等のみでない，男性も参加しやすい社会活動の場の提供について検討していきま

す。



特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームと

サービス付き高齢者住宅の入居定員総数の適切な把握

【【現現状状とと課課題題】】

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう，自宅や介護施設のほかに，その状態や

ニーズに応じた多様な住まいが必要です。

こうした状況をまえ，都道府県・市町村間の情報連携を強化しながら，有料老人ホームとサ

ービス付き高齢者向け住宅の入居定員数について，高齢者やその家族への情報提供を行うな

ど，高齢者が安心して生活できるための支援を行っています。

令和３年に有料老人ホームが１カ所新設され，高齢者が安心して生活できる場が増えまし

た。

【【今今後後のの方方向向性性】】

引き続き，情報提供に努め，高齢者やその家族が安心して生活できるように支援を行いま

す。

令和 年度

（ 月末現在）

特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム

の入居定員総数（人）

サービス付き高齢者向け住宅の入居定員総数（人）

総社介護者の会への参加

【【現現状状とと課課題題】】

介護者が孤立しないよう，在宅での介護者が集い，気軽に話し合い相談し合える場，情報交

換ができる場である「総社介護者の会」への参加を促し，孤立しやすい男性介護者の参加拡大

を図っています。

孤立しやすい男性介護者等を把握した場合には「男性料理教室」や「公民館講座」等へのお

誘いを増やし，孤立しないよう見守っていますが，男性が前向きに参加しやすい取り組みが少

ない状況となっています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

集い・体操等のみでない，男性も参加しやすい社会活動の場の提供について検討していきま

す。

（（３３））高高齢齢者者のの生生活活環環境境のの整整備備

福祉用具・住宅改修支援事業

【【現現状状とと課課題題】】

高齢者向けに居室などの住宅改修を希望する住民に対し，住宅改修指導専門員（住環境コー

ディネーター）を派遣し，住宅改修に関する相談・助言を行っています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

引き続き，適正な住宅改修ができるよう相談・助言を行います。

【評価指標】
実績 見込み

令和 年度 令和 年度
令和 年度
（ 月末現在）

令和 年度 令和 年度 令和 年度

住宅改修指導専門員

派遣回数（回）
３ ２ ７ ３ ３ ３

高齢者住宅改造助成事業

【【現現状状とと課課題題】】

在宅の高齢者がいる世帯に対し，住宅改造に必要な経費を助成することにより，高齢者の自

立促進，寝たきり防止及び介護者の負担軽減を図っています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

高齢者の自立促進や介護者の負担軽減をし，在宅生活の延長を図るのため，引き続き，事業

を継続していきます。

高齢者等住宅手すり，段差解消支援事業

【【現現状状とと課課題題】】

要介護状態等でない高齢者が，手すりの設置や段差解消などの簡易な改修により，要介護状

態を予防し，自宅で安心して長く元気に暮らせるよう居住環境の整備を推進しています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

高齢者ができる限り自宅での生活を続けられるよう，引き続き，事業を継続していきます。

【評価指標】
実績 見込み

令和 年度 令和 年度
令和 年度
（ 月末現在）

令和 年度 令和 年度 令和 年度

改修件数（件）
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３．災害・感染症対策

（１）災災害害・・感感染染症症発発生生時時にに向向けけたた連連携携体体制制のの構構築築

介護保険関係施設事業所ネットワークを活用した情報共有

【【現現状状とと課課題題】】

コロナ禍においては「介護保険関係施設事業所ネットワーク」を活用し，介護保険事業所と

連携し，物資の配分，情報共有を行いました。

【【今今後後のの方方向向性性】】

ＢＣＰの共有等の現場の課題解決について検討し，感染症や災害が発生した場合において

も，速やかに情報を発信，共有できるネットワークを維持・継続していきます。

災害時避難行動要支援者名簿の整備・活用

【【現現状状とと課課題題】】

危機管理室が「避難行動要支援者名簿」を作成し，地元の自主防災組織と共有し，登録者の

安否確認や避難支援を行っています。

また，平時の見守り支援の同意が得られた人については，地域の民生委員など，支援関係者

で情報を共有し，日頃の見守り活動に活用しています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

引き続き，「避難行動要支援者名簿」を作成し，平時の見守り支援の同意が得られた人につ

いては，地域の支援関係者で情報を共有し，日頃の見守りに活用しながら，有事の際に適切に

対応できるよう，顔の見える関係づくりを進めます。

医療・介護連携に関する関係市区町村との連携（再掲）

【【現現状状とと課課題題】】

高梁川流域の市町と合同での保健所主催の会議や研修会へ参加し，他市との連携，情報交換

を実施しています。県，市，関係団体が連携した災害・感染症発生時の地域課題を検討し，支

援・応援体制を構築してきました。

令和 年度には在宅医療・介護連携における備中県民局管内行政連絡会議に参加し，コロナ

禍での各自治体の取り組みについて共有し，ケアキャビネットについても意見交換をしまし

た。

【【今今後後のの方方向向性性】】

今後も他自治体の状況を参考にしながら，本市の取り組みについて検討していきます。



３．災害・感染症対策

（１）災災害害・・感感染染症症発発生生時時にに向向けけたた連連携携体体制制のの構構築築

介護保険関係施設事業所ネットワークを活用した情報共有

【【現現状状とと課課題題】】

コロナ禍においては「介護保険関係施設事業所ネットワーク」を活用し，介護保険事業所と

連携し，物資の配分，情報共有を行いました。

【【今今後後のの方方向向性性】】

ＢＣＰの共有等の現場の課題解決について検討し，感染症や災害が発生した場合において

も，速やかに情報を発信，共有できるネットワークを維持・継続していきます。

災害時避難行動要支援者名簿の整備・活用

【【現現状状とと課課題題】】

危機管理室が「避難行動要支援者名簿」を作成し，地元の自主防災組織と共有し，登録者の

安否確認や避難支援を行っています。

また，平時の見守り支援の同意が得られた人については，地域の民生委員など，支援関係者

で情報を共有し，日頃の見守り活動に活用しています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

引き続き，「避難行動要支援者名簿」を作成し，平時の見守り支援の同意が得られた人につ

いては，地域の支援関係者で情報を共有し，日頃の見守りに活用しながら，有事の際に適切に

対応できるよう，顔の見える関係づくりを進めます。

医療・介護連携に関する関係市区町村との連携（再掲）

【【現現状状とと課課題題】】

高梁川流域の市町と合同での保健所主催の会議や研修会へ参加し，他市との連携，情報交換

を実施しています。県，市，関係団体が連携した災害・感染症発生時の地域課題を検討し，支

援・応援体制を構築してきました。

令和 年度には在宅医療・介護連携における備中県民局管内行政連絡会議に参加し，コロナ

禍での各自治体の取り組みについて共有し，ケアキャビネットについても意見交換をしまし

た。

【【今今後後のの方方向向性性】】

今後も他自治体の状況を参考にしながら，本市の取り組みについて検討していきます。

地域の医療・介護サービス資源の把握

【【現現状状とと課課題題】】

災害時の情報共有という視点からも医療機関・介護サービス事業所が情報共有できるような

体制を目指し，晴れやかネット「ケアキャビネットきびきび」の活用・普及啓発を推進してき

ましたが，令和４年度に晴れやかネットについては，晴れやかネットを運営する一般社団法人

医療ネットワーク岡山協議会において，晴れやかネットの収支が著しく悪化している現状を踏

まえ，晴れやかネット事務局は解散することとなりました。

【【今今後後のの方方向向性性】】

今後もケアキャビネット自体の利用は継続するため， ツールを有効に活用した医療・介

護の連携について検討していきます。

また，ケアキャビネットを利用した広域連携について自治体間で検討を継続し，総社市医療

介護連携推進委員会 部会では， ツールの活用方法についての検討を継続していきま

す。
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基本目標３ 自分らしさを大切に暮らせるまち総社

「認知症施策推進大綱」及び令和５年に成立した「共生社会の実現を推進するための認知症

基本法」の内容を踏まえ，認知症の発症予防や認知症になっても希望を持って日常生活を過ご

せる社会を目指し，認知症の人や家族の視点を重視しながら「共生」と「予防」を軸とした施

策を推進していきます。

また，高齢者の虐待防止に関する啓発や高齢者の権利を守る取り組みについては，地域包括

支援センター・権利擁護センターを中心に問題の早期発見，早期対応に努め，必要に応じ権利

擁護事業の活用を推進します。

施策の方向性

１ 認知症高齢者等を支える施策の推進

２ 高齢者の権利擁護，虐待防止の推進

課題

・認知症高齢者数は増加傾向にあります。

・認知症に関する相談窓口，認知症カフェ，認知症サポーターの認知度はいずれも女性・前

期高齢者で高いものの，全体としては依然として低くなっています。これらの認知症に関

する取り組みについて広く周知していくと同時に，今後も増加が見込まれる認知症高齢者

を地域全体で支えていくための連携体制を構築することが急務です。



基本目標３ 自分らしさを大切に暮らせるまち総社

「認知症施策推進大綱」及び令和５年に成立した「共生社会の実現を推進するための認知症

基本法」の内容を踏まえ，認知症の発症予防や認知症になっても希望を持って日常生活を過ご

せる社会を目指し，認知症の人や家族の視点を重視しながら「共生」と「予防」を軸とした施

策を推進していきます。

また，高齢者の虐待防止に関する啓発や高齢者の権利を守る取り組みについては，地域包括

支援センター・権利擁護センターを中心に問題の早期発見，早期対応に努め，必要に応じ権利

擁護事業の活用を推進します。

施策の方向性

１ 認知症高齢者等を支える施策の推進

２ 高齢者の権利擁護，虐待防止の推進

課題

・認知症高齢者数は増加傾向にあります。

・認知症に関する相談窓口，認知症カフェ，認知症サポーターの認知度はいずれも女性・前

期高齢者で高いものの，全体としては依然として低くなっています。これらの認知症に関

する取り組みについて広く周知していくと同時に，今後も増加が見込まれる認知症高齢者

を地域全体で支えていくための連携体制を構築することが急務です。

１．認知症高齢者等を支える施策の推進

（１）適適切切なな医医療療・・介介護護ササーービビススのの提提供供

認知症初期集中支援チームの充実

【【現現状状とと課課題題】】

地域包括支援センターと複数の専門職がチームを組んで，認知症が疑われる人や認知症高齢

者，その家族に対応することで，包括的，集中的に支援する体制の強化を図っています。

令和元年度からチーム利用の同意が得られない困難事例についても相談ができる仕組みを創

設しており，令和３年度以降，初期集中支援チームへの相談件数は３件となっています。令和

４年度は認知症に関する研修会を専門職向けに開催し，そこで改めて周知を図ったため，普及

啓発効果についても評価しました。

【【今今後後のの方方向向性性】】

研修会の開催等を行いながら，専門職への普及啓発を図ります。また，相談件数が少ないこ

とについての評価を内部で実施し，検討会にて協議していきます。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度
令和 年度
（ 月末現在）

令和 年度 令和 年度 令和 年度

認知症初期集中支援

チーム対応数（人）
３ ０ ０ ２ ２ ２

認知症疾患医療センターとの連携

【【現現状状とと課課題題】】

認知症疾患医療センター等の参画により「認知症初期集中支援チーム検討委員会」を開催

し，認知症初期集中支援チームの活動をサポートする体制を整備しています。検討会を年に２

回開催していますが，令和４年度は相談件数が 件であったこともあり，２回目の開催につい

ては中止となりました。検討会では，相談件数が延 件と少ない状況についての評価を内部

で実施する必要があると指摘を受けているため，原因について検討し，検討会にて協議しまし

た。

【【今今後後のの方方向向性性】】

継続して検討会を実施します。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度
令和 年度
（ 月末現在）

令和 年度 令和 年度 令和 年度

認知症初期集中支援チ

ーム検討委員会（回）
２ １ ０ ２ ２ ２

章
４
第

開
展
の
策
施



認知症ケアパスの普及・活用

【【現現状状とと課課題題】】

認知症の状態に応じて受けられるサービスや相談機関など適切なケアの流れを明らかにした

「認知症ケアパス」を作成し，普及啓発を図るとともに，有効に活用し，認知症の人が能力を

生かしながら地域で暮らせる基盤づくりを推進しています。

令和 年４月には改訂版を作成し，居宅介護支援事業所，地域包括支援センター，認知症カ

フェ設置者，民生委員，福祉委員にケアパスを配布しました。

【【今今後後のの方方向向性性】】

引き続き，利用者の意見も取り入れながら，支援者だけでなく本人も活用できるケアパスを

目指します。

（２）認認知知症症にに関関すするる理理解解のの促促進進とと見見守守りり体体制制のの構構築築

認知症地域支援推進員を中心とした啓発活動の推進

【【現現状状とと課課題題】】

認知症地域支援推進員を中心に認知症相談や認知症サポーター養成講座を実施し，チームオ

レンジと連携をとり，認知症に関する正しい知識の普及啓発や家族支援の取り組みの充実を図

っています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

認知症相談や認知症サポーター養成講座の実施など，今後も引き続き，活動を継続していき

ます。

認知症に対する地域での理解の促進

【【現現状状とと課課題題】】

地域住民や企業社員を対象とし，認知症の人やその家族をあたたかく見守り支援する「認知

症サポーター」の増加に努めています。

地域包括支援センター職員と連携し，小学校や地域のサロンなどで認知症サポーター養成講

座を実施しています。令和３年度については，新型コロナウイルス感染症の影響もあり開催数

が減少しましたが，その後は改善傾向にあります。令和４年度には養成者数が１万人を超えま

した。

【【今今後後のの方方向向性性】】

引き続き，活動を継続するとともに，周知方法について検討していきます。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度
令和 年度
（ 月末現在）

令和 年度 令和 年度 令和 年度

認知症サポーター養成

講座受講者数（累積延

べ人数）

認知症サポーター養成

講座開催数（回）

小学校及び義務教育学

校での開催校数（校）



認知症ケアパスの普及・活用

【【現現状状とと課課題題】】

認知症の状態に応じて受けられるサービスや相談機関など適切なケアの流れを明らかにした

「認知症ケアパス」を作成し，普及啓発を図るとともに，有効に活用し，認知症の人が能力を

生かしながら地域で暮らせる基盤づくりを推進しています。

令和 年４月には改訂版を作成し，居宅介護支援事業所，地域包括支援センター，認知症カ

フェ設置者，民生委員，福祉委員にケアパスを配布しました。

【【今今後後のの方方向向性性】】

引き続き，利用者の意見も取り入れながら，支援者だけでなく本人も活用できるケアパスを

目指します。

（２）認認知知症症にに関関すするる理理解解のの促促進進とと見見守守りり体体制制のの構構築築

認知症地域支援推進員を中心とした啓発活動の推進

【【現現状状とと課課題題】】

認知症地域支援推進員を中心に認知症相談や認知症サポーター養成講座を実施し，チームオ

レンジと連携をとり，認知症に関する正しい知識の普及啓発や家族支援の取り組みの充実を図

っています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

認知症相談や認知症サポーター養成講座の実施など，今後も引き続き，活動を継続していき

ます。

認知症に対する地域での理解の促進

【【現現状状とと課課題題】】

地域住民や企業社員を対象とし，認知症の人やその家族をあたたかく見守り支援する「認知

症サポーター」の増加に努めています。

地域包括支援センター職員と連携し，小学校や地域のサロンなどで認知症サポーター養成講

座を実施しています。令和３年度については，新型コロナウイルス感染症の影響もあり開催数

が減少しましたが，その後は改善傾向にあります。令和４年度には養成者数が１万人を超えま

した。

【【今今後後のの方方向向性性】】

引き続き，活動を継続するとともに，周知方法について検討していきます。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度
令和 年度
（ 月末現在）

令和 年度 令和 年度 令和 年度

認知症サポーター養成

講座受講者数（累積延

べ人数）

認知症サポーター養成

講座開催数（回）

小学校及び義務教育学

校での開催校数（校）

（そうじゃ・おかえり・サポート）システムの推進

【【現現状状とと課課題題】】

そうじゃみんなで見守るネットワークと併せ，認知症を含む高齢者にやさしい地域づくりを

推進する取り組みを「 （そうじゃ・おかえり・サポート）システム」とし，住民，地域団

体や企業等に高齢者の見守り，行方不明高齢者の早期発見・支援のためのネットワークづくり

を推進しています。

ケアマネジャーや地域包括支援センター職員のすすめによって，外出し自宅に戻れなくなる

可能性のある対象者を早期に本人登録につなげることができています。小地域ケア会議や他団

体の集まり等でも周知を実施し，登録数の増加につながっています。

また，警察署とも連携を行っているため，自宅に戻れなくなっている方を保護した際に登録

がない方に対しては警察署でも声かけを実施するよう依頼をしています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

ケアマネジャーや地域包括支援センター職員により対象者の早期発見・支援のため，認知症

高齢者の本人登録へつなげていきます。また，警察署に対しても継続して依頼を行い，連携を

図っていきます。 メール登録については，登録者数の伸び悩みがあるため，周知を強化

していきます。

【評価指標】

実績 目標

令和 年度 令和 年度
令和 年度
（ 月末現在）

令和 年度 令和 年度 令和 年度

メール

受信登録者数

（人）

メール

本人登録者数

（人）

そうじゃ認知症 声かけ訓練の実施

【【現現状状とと課課題題】】

認知症に対する理解と協力を住民に広げていくため，地域のなかで困った様子の認知症の人

を発見した際に声をかける「そうじゃ認知症 声かけ訓練」を実施しています。新型コロ

ナウイルス感染症の影響により，令和３年度及び令和４年度は実施を見送りましたが，令和５

年度に再開し，チームオレンジメンバーが圏域ごとに工夫をして実施しました。

【【今今後後のの方方向向性性】】

チームオレンジメンバーが主体的に包括ごと，地域ごとに実施できるよう，支援を行いま

す。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度
令和 年度
（ 月末現在）

令和 年度 令和 年度 令和 年度

訓練開催数（回） ０ ０ ４ ５ ７ ９

訓練参加人数（人） ０ ０
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認知症サポーターの活動促進

【【現現状状とと課課題題】】

認知症の人や家族が暮らしやすい総社市を共につくる認知症支援ボランティアを平成 年

度から養成し，地域のなかで認知症の理解を深める活動を行っています。

令和３年度から，チームオレンジの整備を行っています。ステップアップ養成講座からチー

ムオレンジメンバーを募り，定期的にチームオレンジ連絡会を実施しました。また，圏域ごと

の集まりも行っています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

北部圏域のみチームオレンジメンバー不在のため，サポーター養成講座及びステップアップ

講座の普及啓発を図ります。

また，認知症サポーター養成講座及びステップアップ養成講座の広報の仕方を工夫すること

で周知に努めます。

チームオレンジメンバーと意識統一を図りながら，圏域ごとの特性を生かした活動を支援し

ます。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

チームオレンジメンバ

ー数（人）

キャラバン・メイトの拡大

【【現現状状とと課課題題】】

「認知症サポーター養成講座」の講師役となる「キャラバン・メイト」の拡大を図っていま

す。養成は県で実施しているため，市職員や地域包括支援センター職員，小地域ケア会議委員

などに周知し，受講を勧めています。「チームオレンジ」の整備のため，フォローアップの体

制づくりを進めています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

キャラバン・メイト拡大のため，今後も引き続き，養成講座への参加等，活動を継続しま

す。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

キャラバン・メイト数

（人）



認知症サポーターの活動促進

【【現現状状とと課課題題】】

認知症の人や家族が暮らしやすい総社市を共につくる認知症支援ボランティアを平成 年

度から養成し，地域のなかで認知症の理解を深める活動を行っています。

令和３年度から，チームオレンジの整備を行っています。ステップアップ養成講座からチー

ムオレンジメンバーを募り，定期的にチームオレンジ連絡会を実施しました。また，圏域ごと

の集まりも行っています。
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北部圏域のみチームオレンジメンバー不在のため，サポーター養成講座及びステップアップ

講座の普及啓発を図ります。

また，認知症サポーター養成講座及びステップアップ養成講座の広報の仕方を工夫すること

で周知に努めます。

チームオレンジメンバーと意識統一を図りながら，圏域ごとの特性を生かした活動を支援し

ます。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

チームオレンジメンバ

ー数（人）

キャラバン・メイトの拡大

【【現現状状とと課課題題】】

「認知症サポーター養成講座」の講師役となる「キャラバン・メイト」の拡大を図っていま

す。養成は県で実施しているため，市職員や地域包括支援センター職員，小地域ケア会議委員

などに周知し，受講を勧めています。「チームオレンジ」の整備のため，フォローアップの体

制づくりを進めています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

キャラバン・メイト拡大のため，今後も引き続き，養成講座への参加等，活動を継続しま

す。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

キャラバン・メイト数

（人）

（３）認認知知症症高高齢齢者者をを介介護護すするる家家族族等等へへのの支支援援

認知症カフェの拡大

【【現現状状とと課課題題】】

認知症支援ボランティアや店舗等への「認知症カフェ」の開催の呼びかけなどにより設置数

を増やすとともに，学生の参加を促すなど広く住民へ周知し利用者の拡大を図っています。特

に，認知症の本人が役割を持つカフェの開設を支援し，認知症に対する地域での理解を促進し

ています。

また，カフェ主催者間で情報交換や勉強会を行う機会を作り，内容の充実した認知症カフェ

を作ることに努めています

【【今今後後のの方方向向性性】】

認知症当事者が役割を持てるカフェの開催を検討します。今後もカフェ主催者による情報交

換会を継続し，地域での認知症の理解を促進します。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度
令和 年度
（ 月末現在）

令和 年度 令和 年度 令和 年度

認知症カフェ

設置数（カ所）

認知症本人が役割を持

っているカフェ

設置数（カ所）

０ ０ １ ２ ３ ４

認知症事故救済制度事業

【【現現状状とと課課題題】】

システム登録者及びその家族が地域で安心して生活できる環境を整備するため，

システムの登録者が，日常生活における偶然の事故によって，法律上の損害賠償責任を負った

場合に，これを補償する個人賠償責任保険について，市が契約者となり加入する制度です。

ケアマネジャーや地域包括支援センター職員によって，対象者を早期に本人登録につなげる

ことができています。登録すると認知症事故救済制度に自動加入できるため，その内容につい

ても広報しています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

引き続き，継続して取り組んでいきます。

【評価指標】

実績 目標

令和 年度 令和 年度
令和 年度
（ 月末現在）

令和 年度 令和 年度 令和 年度

事故救済制度事業対象

者人数（人）
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認知症見守り 購入費等助成事業

【【現現状状とと課課題題】】

認知症高齢者の事故を未然に防止し，安全を確保するために 購入に係る初期費用を助

成しています。令和４年度からは助成対象に専用ケアシューズなどの付属機器及び契約に必要

な手数料を含めることとし，事業の利用促進を図っています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

今後も認知症高齢者の安全のため，また，重度介護者を在宅で介護している人の身体的・精

神的及び経済的負担を軽減するために， 専用端末の購入等に係る初期費用を助成しま

す。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度
令和 年度
（ 月末現在）

令和 年度 令和 年度 令和 年度

助成件数（件） ０ ４ ３

総社介護者の会への参加（再掲）

【【現現状状とと課課題題】】

介護者が孤立しないよう，在宅での介護者が集い，気軽に話し合い相談し合える場，情報交

換ができる場である「総社介護者の会」への参加を促し，孤立しやすい男性介護者の参加拡大

を図っています。

孤立しやすい男性介護者等を把握した場合には「男性料理教室」や「公民館講座」等へのお

誘いを増やし，孤立しないよう見守っていますが，男性が前向きに参加しやすい取り組みが少

ない状況となっています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

集い・体操等のみでない，男性も参加しやすい社会活動の場の提供について検討していきま

す。

（４）若若年年性性認認知知症症のの人人へへのの支支援援

認知症の人の就労支援に向けた取り組み

【【現現状状とと課課題題】】

「若年性認知症支援コーディネーター」や地域包括支援センターと連携し，早期にサポート

対象者を把握し，可能な範囲で面談するよう努め，認知症についての理解を一般市民へ啓発し

ています。

市内の若年性認知症の対象者については，早期の把握が難しいことから，若年性認知症支援

コーディネーターと連携を図っていきます。

【【今今後後のの方方向向性性】】

引き続き，研修会や講演会等を通して，若年性認知症に関する理解を促進していくととも

に，市内の若年性認知症当事者が思いを表出することができる本人ミーティングの場の創設を

検討していきます。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

本人ミーティングの

開催数（回）
２ ３ ２ ２ ２ ２



認知症見守り 購入費等助成事業

【【現現状状とと課課題題】】

認知症高齢者の事故を未然に防止し，安全を確保するために 購入に係る初期費用を助

成しています。令和４年度からは助成対象に専用ケアシューズなどの付属機器及び契約に必要

な手数料を含めることとし，事業の利用促進を図っています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

今後も認知症高齢者の安全のため，また，重度介護者を在宅で介護している人の身体的・精

神的及び経済的負担を軽減するために， 専用端末の購入等に係る初期費用を助成しま

す。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度
令和 年度
（ 月末現在）

令和 年度 令和 年度 令和 年度

助成件数（件） ０ ４ ３

総社介護者の会への参加（再掲）

【【現現状状とと課課題題】】

介護者が孤立しないよう，在宅での介護者が集い，気軽に話し合い相談し合える場，情報交

換ができる場である「総社介護者の会」への参加を促し，孤立しやすい男性介護者の参加拡大

を図っています。

孤立しやすい男性介護者等を把握した場合には「男性料理教室」や「公民館講座」等へのお

誘いを増やし，孤立しないよう見守っていますが，男性が前向きに参加しやすい取り組みが少

ない状況となっています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

集い・体操等のみでない，男性も参加しやすい社会活動の場の提供について検討していきま

す。

（４）若若年年性性認認知知症症のの人人へへのの支支援援

認知症の人の就労支援に向けた取り組み

【【現現状状とと課課題題】】

「若年性認知症支援コーディネーター」や地域包括支援センターと連携し，早期にサポート

対象者を把握し，可能な範囲で面談するよう努め，認知症についての理解を一般市民へ啓発し

ています。

市内の若年性認知症の対象者については，早期の把握が難しいことから，若年性認知症支援

コーディネーターと連携を図っていきます。

【【今今後後のの方方向向性性】】

引き続き，研修会や講演会等を通して，若年性認知症に関する理解を促進していくととも

に，市内の若年性認知症当事者が思いを表出することができる本人ミーティングの場の創設を

検討していきます。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

本人ミーティングの

開催数（回）
２ ３ ２ ２ ２ ２

２．高齢者の権利擁護，虐待防止の推進

（１）権権利利擁擁護護事事業業のの推推進進

市長申し立て

【【現現状状とと課課題題】】

成年後見制度の利用が必要な状況で本人や家族ともに申し立てを行うことが難しく，特に必

要がある場合に成年後見制度の市長申し立てを行っています。

関係機関で議論を重ね，適切に市長による申し立てを行うことができています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

真に申し立てが必要な人に対し，市長による申し立てを行います。

【評価指標】
実績 見込み

令和 年度 令和 年度
令和 年度
（ 月末現在）

令和 年度 令和 年度 令和 年度

申し立て件数（件）★ ４ ８ ５ ７ ７ ７

成年後見制度利用支援事業

【【現現状状とと課課題題】】

成年後見制度の利用を支援するため，一定の要件の下で家庭裁判所への申し立て費用や後見

人などに支払う報酬について助成を行っています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

要保護者の基準を明確化し，見える化したことで，事業に関する相談が増加することが予測

されることから，適切な利用に努めます。

【評価指標】
実績 見込み

令和 年度 令和 年度
令和 年度
（ 月末現在）

令和 年度 令和 年度 令和 年度

助成件数（件）★ ９ ８
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日常生活自立支援事業の周知

【【現現状状とと課課題題】】

認知症高齢者など判断能力が十分でない人を対象として，福祉サービス利用援助や日常的な

金銭管理，重要書類の預かりなどの支援を行う「日常生活自立支援事業」（社会福祉協議会が

実施）について周知を図っています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

成年後見制度の利用につながるケースが多いものの，引き続き，日常生活自立支援事業につ

いても周知を継続し，適切な制度の利用につながるよう支援します。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度
令和 年度
（ 月末現在）

令和 年度 令和 年度 令和 年度

事業利用者数（人）

市民後見人推進事業

【【現現状状とと課課題題】】

認知症高齢者や一人暮らし高齢者の増加に伴い，成年後見制度の必要性が一層高まってお

り，その需要は，さらに増大することが見込まれるなか，弁護士等の専門職だけが後見人にな

るのではなく，市民後見人を養成し，支援体制を構築しています。

毎年度市民後見人を養成していますが，登録者数は伸び悩んでいる状況です。

【【今今後後のの方方向向性性】】

成年後見制度の利用が促進されていくなかで，今後，市民後見人の需要はさらに高まること

が想定されるため，引き続き養成を続けるとともに，登録につながるような支援を検討しま

す。また，養成するだけでなく，定期的なフォローアップを行い，市民後見人の専門性も向上

させていきます。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度
令和 年度
（ 月末現在）

令和 年度 令和 年度 令和 年度

市民後見人数（人）



日常生活自立支援事業の周知

【【現現状状とと課課題題】】

認知症高齢者など判断能力が十分でない人を対象として，福祉サービス利用援助や日常的な

金銭管理，重要書類の預かりなどの支援を行う「日常生活自立支援事業」（社会福祉協議会が

実施）について周知を図っています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

成年後見制度の利用につながるケースが多いものの，引き続き，日常生活自立支援事業につ

いても周知を継続し，適切な制度の利用につながるよう支援します。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度
令和 年度
（ 月末現在）

令和 年度 令和 年度 令和 年度

事業利用者数（人）

市民後見人推進事業

【【現現状状とと課課題題】】

認知症高齢者や一人暮らし高齢者の増加に伴い，成年後見制度の必要性が一層高まってお

り，その需要は，さらに増大することが見込まれるなか，弁護士等の専門職だけが後見人にな

るのではなく，市民後見人を養成し，支援体制を構築しています。

毎年度市民後見人を養成していますが，登録者数は伸び悩んでいる状況です。

【【今今後後のの方方向向性性】】

成年後見制度の利用が促進されていくなかで，今後，市民後見人の需要はさらに高まること

が想定されるため，引き続き養成を続けるとともに，登録につながるような支援を検討しま

す。また，養成するだけでなく，定期的なフォローアップを行い，市民後見人の専門性も向上

させていきます。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度
令和 年度
（ 月末現在）

令和 年度 令和 年度 令和 年度

市民後見人数（人）

（２）高高齢齢者者虐虐待待防防止止のの推推進進

高齢者虐待防止に関する啓発の一層の推進

【【現現状状とと課課題題】】

住民一人一人の高齢者虐待防止に対する関心を高めるための啓発を行うとともに，地域で見

守り，虐待が発生しにくい地域づくりに取り組んでいます。

年々，虐待の通報件数は増加しています。住民のなかに，疑わしくても通報するという意識

が生まれてきたためと思われます。

【【今今後後のの方方向向性性】】

行政，地域包括支援センター，権利擁護センターとでチームを組み，迅速な対応を行ってい

きます。また，そうじゃ台帳整備事業や高齢者実態把握事業を推進することで，要支援世帯の

孤立を防ぎ，虐待の防止に努めます。

【評価指標】

実績 見込み

令和 年度 令和 年度
令和 年度
（ 月末現在）

令和 年度 令和 年度 令和 年度

高齢者虐待に関する相

談件数（件）

そうじゃみんなで見守るネットワークの充実（再掲）

【【現現状状とと課課題題】】

地域の企業や事業者・団体等と市が連携し，地域ぐるみで高齢者等を見守る事業です。ま

た，体調不良，虐待，行方不明，消費者被害等の早期発見に向けて，地域包括支援センターを

はじめ，市の関係部署や権利擁護センターが連携し，迅速・適切な対応に努めています。

廃業となった事業所もありますが，新たな事業所からの申し出もあります。 メルマガ

配信・ＳＮＳの活用とともに事業所への捜索協力依頼を随時実施しています。令和 年度の行

方不明者については，事業所からも情報が得られました。協力事業者への認知症サポーター養

成講座の開催についても働きかけ，理解を促進しています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

今後さらに，新たに協定が締結できる事業所を検討していきます。また，引き続き，認知症

について理解が深まるよう啓発していきます。

【評価指標】

実績 目標

令和 年度 令和 年度
令和 年度
（ 月末現在）

令和 年度 令和 年度 令和 年度

見守りネットワーク参

画事業所数（カ所）
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高齢者虐待防止に関する関係機関の連携の推進

【【現現状状とと課課題題】】

権利擁護センターと連携し，情報を共有するとともに早期発見，的確な対応のための連携強

化を図っています。

コアメンバー会議等を招集，開催し，対応について協議しています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

虐待対応のフロー図に従い，受理会議，コアメンバー会議等を開催します。

介護支援専門員及びサービス提供事業者への支援

【【現現状状とと課課題題】】

高齢者虐待などの困難事例を抱える介護支援専門員やサービス提供事業者に対する相談対

応，研修を行っています。また，必要に応じて，虐待対応のコアメンバー会議に出席を依頼

し，対応を検討しています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

高齢者虐待に関する相談があれば，行政，地域包括支援センター，権利擁護センターで対応

します。



高齢者虐待防止に関する関係機関の連携の推進

【【現現状状とと課課題題】】

権利擁護センターと連携し，情報を共有するとともに早期発見，的確な対応のための連携強

化を図っています。

コアメンバー会議等を招集，開催し，対応について協議しています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

虐待対応のフロー図に従い，受理会議，コアメンバー会議等を開催します。

介護支援専門員及びサービス提供事業者への支援

【【現現状状とと課課題題】】

高齢者虐待などの困難事例を抱える介護支援専門員やサービス提供事業者に対する相談対

応，研修を行っています。また，必要に応じて，虐待対応のコアメンバー会議に出席を依頼

し，対応を検討しています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

高齢者虐待に関する相談があれば，行政，地域包括支援センター，権利擁護センターで対応

します。

基本目標４ 安定した介護サービスが受けられるまち総社

高齢化が進行し，介護や支援を必要とする高齢者が増加していくなかで，介護保険制度の持

続可能性を維持し，要介護状態となっても適切な介護保険サービスを受けながら住み慣れた地

域で自立した生活を送れるよう，介護給付の適正化，介護保険サービス事業者の育成・支援，

介護人材の確保や生産性の向上，介護サービス情報公開の推進，相談体制の充実などを推進し

ます。

施策の方向性

１ 介護給付適正化（総社市第６期介護給付適正化計画）

２ 事業者への指定・指導・助言及び資質の向上

３ 介護サービス・制度等の普及啓発及び相談体制の充実

課題

・介護保険制度の持続可能性を維持し，高齢者が要介護状態となっても，安定的に介護保険

サービスを受けながら住み慣れた地域で自立した生活を送れるよう，介護給付の適正化を

図る必要があります。

・日常生活に関する情報の収集手段として，テレビや新聞が高い割合を占めている一方，市

の広報誌は約５割，市のホームページは約１割となっており，さまざまな媒体を活用して，

広く情報を周知していく必要があります。特にパソコンやスマートフォン等の機器は前期

高齢者の利用が多い一方，後期高齢者では約半数が「利用する予定はない」と回答してお

り，年齢層で異なった手段を活用する等の工夫が必要です。

・要介護３以上の中重度者の主な介護者は，日中・夜間の排泄に不安を感じる割合が高くな

っています。施設等の検討・申請状況は要介護３以上で約３割となっており，要介護度が

高くなるほど，在宅生活の継続が困難になっています。排泄や食事，衣服の着脱といった

介護者が不安に感じる介護についても，適切なサービス量を確保できるようにサービスの

提供体制を検討する必要があります。

・訪問系サービスでは 歳代以上の職員が３割以上を占めており，担い手の高齢化によるサ

ービス提供不足への対応や人材の確保等について検討する必要があります。

章
４
第

開
展
の
策
施



１．介護給付適正化（総社市第６期介護給付適正化計画）

国の指針や「岡山県第６期介護給付適正化計画」に基づき，「総社市第６期介護給付適正化計

画」を定め，利用者に対する適切な介護サービスの提供と費用の効率化，不適切な給付の削減

を通じて，介護給付の適正化を図ります。

国の介護給付適正化主要５事業の再編を受け，総社市第６期介護給付適正化計画においては，

主要３事業「要介護認定の適正化」「ケアプラン点検事業（住宅改修等の点検，福祉用具購入・

貸与調査含む）」「縦覧点検・医療情報との突合」を実施します。

（１）要要介介護護認認定定のの適適正正化化

認定調査員の研修の実施

【【現現状状とと課課題題】】

認定調査員に対して毎月１回適正化研修を実施し，調査票を記入する上での疑問点を話し合

ったり，審査会委員からの意見等の共有を行い，客観性，公平性を確保しています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

引き続き，調査員適正化研修を継続し，客観性，公平性の確保に努めます。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

認定調査員の研修の

実施回数（回）

判定結果の平準化

【【現現状状とと課課題題】】

介護認定審査会の三合議体による判定調整会議を年１回以上開催し，一次判定から二次判定

の軽重度変更率の地域差や合議体間の差等の分析を行い，判定結果の平準化を図っています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

申請に対する関係機関との連携及び合議体ごとの調査・主治医意見書・介護認定などの必要

なデータの比較や事例検討を実施することで，均質化を図るとともに適正な認定に努めます。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

判定調整会議の実施

回数（回）
１ １ １ １ １ １



１．介護給付適正化（総社市第６期介護給付適正化計画）

国の指針や「岡山県第６期介護給付適正化計画」に基づき，「総社市第６期介護給付適正化計

画」を定め，利用者に対する適切な介護サービスの提供と費用の効率化，不適切な給付の削減

を通じて，介護給付の適正化を図ります。

国の介護給付適正化主要５事業の再編を受け，総社市第６期介護給付適正化計画においては，

主要３事業「要介護認定の適正化」「ケアプラン点検事業（住宅改修等の点検，福祉用具購入・

貸与調査含む）」「縦覧点検・医療情報との突合」を実施します。

（１）要要介介護護認認定定のの適適正正化化

認定調査員の研修の実施

【【現現状状とと課課題題】】

認定調査員に対して毎月１回適正化研修を実施し，調査票を記入する上での疑問点を話し合

ったり，審査会委員からの意見等の共有を行い，客観性，公平性を確保しています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

引き続き，調査員適正化研修を継続し，客観性，公平性の確保に努めます。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

認定調査員の研修の

実施回数（回）

判定結果の平準化

【【現現状状とと課課題題】】

介護認定審査会の三合議体による判定調整会議を年１回以上開催し，一次判定から二次判定

の軽重度変更率の地域差や合議体間の差等の分析を行い，判定結果の平準化を図っています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

申請に対する関係機関との連携及び合議体ごとの調査・主治医意見書・介護認定などの必要

なデータの比較や事例検討を実施することで，均質化を図るとともに適正な認定に努めます。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

判定調整会議の実施

回数（回）
１ １ １ １ １ １

（２）ケケアアププラランンのの点点検検，，住住宅宅改改修修等等のの点点検検

ケアプランの点検

【【現現状状とと課課題題】】

個々の受給者が真に必要とするサービスを確保するとともに，その状態に適合していないサ

ービスを改善するため，本市独自のケアプラン点検の実施を行うとともに，県の支援事業の活

用により派遣されたケアプラン点検専門員と連携し，介護支援専門員が作成した居宅介護サー

ビス計画，介護予防サービス計画の記載内容について，点検及び支援を行っています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

引き続き，サービス計画の点検及び支援を行うとともに，必要に応じてケアプラン点検専門

員の派遣を受け，点検や支援の強化を図ります。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度
令和 年度
（ 月末現在）

令和 年度 令和 年度 令和 年度

ケアプラン点検件数

（件）

住宅改修等の点検，福祉用具購入・貸与調査

【【現現状状とと課課題題】】

住宅改修，福祉用具の点検については，不適切または不要な住宅改修工事や福祉用具購入・

貸与を排除し，受給者の状態に応じた住宅改修や，身体の状態に応じた福祉用具の利用を進め

るため，行っています。住宅改修の点検では，改修工事を行う前に理由書や工事見積書などに

より改修内容を確認するとともに，疑義のある場合には現地確認などにより施工状況を調査し

ています。

福祉用具貸与・購入の点検では，福祉用具の必要性や使用頻度，利用状況を調査していま

す。

【【今今後後のの方方向向性性】】

住宅改修の点検については，今後も，改修工事を行う前に理由書や工事見積書などにより改

修内容を確認し，場合によっては現地確認などにより施工状況を調査するなど，受給者の状態

に応じた住宅改修になるよう点検を実施していきます。

福祉用具購入・貸与調査についても，引き続き，福祉用具の必要性や使用頻度，利用状況な

どを調査点検し，受給者の状態に応じた適正な利用につなげます。

【評価指標】

実績 目標

令和 年度 令和 年度
令和 年度
（ 月末現在）

令和 年度 令和 年度 令和 年度

住宅改修点検件数

（件）

福祉用具貸与・購入

点検件数（件）
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（３）縦縦覧覧点点検検・・医医療療情情報報ととのの突突合合

【【現現状状とと課課題題】】

国民健康保険団体連合会への委託や活用頻度の高い帳票の点検により，受給者の後期高齢者

医療・国民保険の入院情報と介護保険の給付状況を突合し，給付日数や提供されたサービスの

整合性の点検を行い，医療と介護の重複請求の排除などを図っています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

縦覧点検や医療情報との突合は，費用対効果が大きいことから，今後も国民健康保険団体連

合会への委託や活用頻度の高い帳票の点検により，効率的な作業に努めます。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度
令和 年度
（ 月末現在）

令和 年度 令和 年度 令和 年度

縦覧点検・医療情報と

の突合件数（件）

（４）給給付付実実績績のの活活用用

【【現現状状とと課課題題】】

国保連合会の実施する審査支払い結果から得られる給付実績から点検を実施しています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

今後も不適切な給付を発見し，適正なサービス提供と介護費用効率化の指導を行います。



（３）縦縦覧覧点点検検・・医医療療情情報報ととのの突突合合

【【現現状状とと課課題題】】

国民健康保険団体連合会への委託や活用頻度の高い帳票の点検により，受給者の後期高齢者

医療・国民保険の入院情報と介護保険の給付状況を突合し，給付日数や提供されたサービスの

整合性の点検を行い，医療と介護の重複請求の排除などを図っています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

縦覧点検や医療情報との突合は，費用対効果が大きいことから，今後も国民健康保険団体連

合会への委託や活用頻度の高い帳票の点検により，効率的な作業に努めます。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度
令和 年度
（ 月末現在）

令和 年度 令和 年度 令和 年度

縦覧点検・医療情報と

の突合件数（件）

（４）給給付付実実績績のの活活用用

【【現現状状とと課課題題】】

国保連合会の実施する審査支払い結果から得られる給付実績から点検を実施しています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

今後も不適切な給付を発見し，適正なサービス提供と介護費用効率化の指導を行います。

２．事業者への指定・指導・助言及び資質の向上

（１）居居宅宅介介護護支支援援事事業業者者等等のの育育成成

ケアマネジメントに関する研修会の開催

【【現現状状とと課課題題】】

高齢者の自立支援に向けた適切なケアマネジメントを実施するため，自立支援の理念・目的

の共有，ケアプラン作成支援等に関する取り組みとして，県の事業である介護給付適正化研修

会の構成の１つであるアドバイザー派遣において指導を実施しています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

引き続き，県の事業である介護給付適正化研修会の構成の１つであるアドバイザー派遣にお

いて指導を実施していき，併せてケアプラン作成に関する研修等を実施していきます。

ケアプランの自己点検の支援

【【現現状状とと課課題題】】

ケアマネジャーによるケアプランについて，運営指導や個別の相談にて自己点検を支援して

います。

【【今今後後のの方方向向性性】】

引き続き，相談に応じて支援していきます。

ケアマネジャーの情報共有の場の設定

【【現現状状とと課課題題】】

ケアマネジャー相互の情報の共有化を図るため，「総社市介護保険関係事業者連絡協議会」

等での情報の共有を行っています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

引き続き，「総社市介護保険関係事業者連絡協議会」での情報共有が行えるよう支援してい

きます。

（２）ササーービビスス提提供供事事業業者者へへのの支支援援

サービス提供事業者対象研修会への参加促進

【【現現状状とと課課題題】】

各種介護サービス提供事業者あるいは全体に向け，介護保険の理念や目的，適正な給付につ

いて国や県等が案内する各種研修の情報を提供しています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

本来の自立支援のためのサービス提供を促すとともに，サービスの質の確保・向上にむけ，

研修会等への参加を促進していきます。
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介護現場の職員の負担軽減とサービスの質向上に関する取り組みへの支援

【【現現状状とと課課題題】】

介護人材の不足等に対する対策の一つとして，介護現場における働きやすい環境整備，介護

の仕事の魅力向上，介護ロボットや 導入等（生産性向上の取り組み）を進めることが求め

られています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

県介護保険事業支援計画における介護サービス事業所等の生産性向上に資する事業の情報提

供や連携を図り，事業所に必要な情報提供及び支援を行っていきます。また，介護分野の文書

負担軽減を図るため，電子申請の推進を行っていきます。

（３）介介護護人人材材のの確確保保，，育育成成，，定定着着

各種団体等が行う研修会，セミナー等の周知・受講支援

【【現現状状とと課課題題】】

介護従事者の資質向上を図るための研修会やセミナー等の情報提供に努めています。

また，市内事業所においても介護人材の高齢化や人材不足の声があがっています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

引き続き，介護従事者の資質向上のための情報提供に努めるとともに，市などが開催する就

職面接会等の情報提供を行い，事業所の介護従事者の採用活動に資するよう努めます。

ハラスメント対策を含めた働きやすい職場づくりに向けた取り組みの推進支援

【【現現状状とと課課題題】】

事業所内でのセクシャルハラスメントまたはパワーハラスメントを防止するための方針の明

確化等が求められています。また，利用者からの過度な要求等に対する対策が必要となってい

ます。

【【今今後後のの方方向向性性】】

各事業所でのハラスメント対策を含めた働きやすい環境づくりが実現されるよう，運営指導

や介護サービス事業者職員等が集まる各種研修会において，職場におけるセクシャルハラスメ

ントまたはパワーハラスメント防止に関する周知啓発を行うとともに，情報提供や支援を行っ

ていくよう努めます。利用者からの過度な要求等への対応については，必要に応じて双方の意

見を聴取していくよう努めます。



介護現場の職員の負担軽減とサービスの質向上に関する取り組みへの支援

【【現現状状とと課課題題】】

介護人材の不足等に対する対策の一つとして，介護現場における働きやすい環境整備，介護

の仕事の魅力向上，介護ロボットや 導入等（生産性向上の取り組み）を進めることが求め

られています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

県介護保険事業支援計画における介護サービス事業所等の生産性向上に資する事業の情報提

供や連携を図り，事業所に必要な情報提供及び支援を行っていきます。また，介護分野の文書

負担軽減を図るため，電子申請の推進を行っていきます。

（３）介介護護人人材材のの確確保保，，育育成成，，定定着着

各種団体等が行う研修会，セミナー等の周知・受講支援

【【現現状状とと課課題題】】

介護従事者の資質向上を図るための研修会やセミナー等の情報提供に努めています。

また，市内事業所においても介護人材の高齢化や人材不足の声があがっています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

引き続き，介護従事者の資質向上のための情報提供に努めるとともに，市などが開催する就

職面接会等の情報提供を行い，事業所の介護従事者の採用活動に資するよう努めます。

ハラスメント対策を含めた働きやすい職場づくりに向けた取り組みの推進支援

【【現現状状とと課課題題】】

事業所内でのセクシャルハラスメントまたはパワーハラスメントを防止するための方針の明

確化等が求められています。また，利用者からの過度な要求等に対する対策が必要となってい

ます。

【【今今後後のの方方向向性性】】

各事業所でのハラスメント対策を含めた働きやすい環境づくりが実現されるよう，運営指導

や介護サービス事業者職員等が集まる各種研修会において，職場におけるセクシャルハラスメ

ントまたはパワーハラスメント防止に関する周知啓発を行うとともに，情報提供や支援を行っ

ていくよう努めます。利用者からの過度な要求等への対応については，必要に応じて双方の意

見を聴取していくよう努めます。

医療・介護関係者の情報共有の支援（再掲）

【【現現状状とと課課題題】】

平成２９年度に立ち上げた総社市地域医療介護連携推進委員会 部会を中心に，医療・介

護関係機関の効率的な情報共有のツールである，ケアキャビネット「きびきび」の利用促進を

図ってきましたが，令和４年度に晴れやかネットについては，晴れやかネットを運営する一般

社団法人医療ネットワーク岡山協議会において，晴れやかネットの収支が著しく悪化している

現状を踏まえ，晴れやかネット事務局は解散し，晴れやかネットについては終了することとな

りました。

【【今今後後のの方方向向性性】】

ケアキャビネット「きびきび」自体の利用は継続しますが，随時運用方法等を見直しなが

ら，効果的な活用についての議論を続けます。

ケアキャビネットの運用方法等については，自治体間でも共有が必要であることから検討を

継続します。また，利用意義を高めるために， を活用した会議や業務のオンライン化を推

進し，利便性の向上や活用の多様性について今後も検討を継続していきます。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度
令和 年度
（ 月末現在）

令和 年度 令和 年度 令和 年度

ケアキャビネット加入

施設数（カ所）

介護サービスの質の向上支援

【【現現状状とと課課題題】】

介護サービスの質の確保・向上のため，「総社市介護保険関係事業者連絡協議会」等による

活動と連携し，継続支援を行っています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

引き続き，必要な支援を行っていきます。
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（４）介介護護保保険険ササーービビスス事事業業者者のの指指導導・・監監査査

集団指導

【【現現状状とと課課題題】】

地域密着型サービス提供事業者や居宅介護支援事業所等に対して，原則，１年に１回，集団

指導を実施しています。指定事務の制度説明や介護保険法の趣旨，目的の周知及び理解の促

進，報酬請求に係る過誤，不正防止の観点から適正な運営・請求指導など制度管理の適正化を

図っています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

集団指導の内容を充実させることで，引き続き制度管理の適正化を図ります。

また，事業所の負担軽減等も図るため，オンライン等を活用した方法による集団指導も行っ

ていきます。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

集団指導の実施回数

（回）
１ １ １ １ １ １

運営指導

【【現現状状とと課課題題】】

市内全ての地域密着型サービス事業所を対象に，直接事業所に赴き，書類確認やヒアリング

等を行い，高齢者虐待防止・身体拘束廃止などについての理解の促進，防止の取り組み等の運

営に関する事項や報酬基準等に基づく体制の確保，個別ケアプランに基づくサービス提供の実

施等の介護報酬請求に関する事項について指導・助言を行っています。

事業所においては運営指導のための書類作成等事務負担が課題となっていることや，市の指

導対象事業所が年々増加しており，十分な実施頻度の確保が困難となっています。さらに，新

型コロナウイルス感染症の流行等により実施を延期もしくは中止したことで，計画どおりに実

施することが難しい状況にありました。

これらの状況を踏まえ，国においても，運営指導に係る所要時間や文書の削減等事業所と自

治体双方の負担軽減を図るよう指針を示しています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

今後は，事業所の指定有効期間内に１回以上の実施を基本としつつ，事業運営に特に問題が

ないと認められる事業所の頻度を緩和し，集団指導のみとすることも検討するなど，事業者の

資質の向上と事務負担軽減のバランスを図りながら実施していきます。

【評価指標】

実績 目標

令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

運営指導の実施事業所

数（事業所）
７



（４）介介護護保保険険ササーービビスス事事業業者者のの指指導導・・監監査査

集団指導

【【現現状状とと課課題題】】

地域密着型サービス提供事業者や居宅介護支援事業所等に対して，原則，１年に１回，集団

指導を実施しています。指定事務の制度説明や介護保険法の趣旨，目的の周知及び理解の促

進，報酬請求に係る過誤，不正防止の観点から適正な運営・請求指導など制度管理の適正化を

図っています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

集団指導の内容を充実させることで，引き続き制度管理の適正化を図ります。

また，事業所の負担軽減等も図るため，オンライン等を活用した方法による集団指導も行っ

ていきます。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

集団指導の実施回数

（回）
１ １ １ １ １ １

運営指導

【【現現状状とと課課題題】】

市内全ての地域密着型サービス事業所を対象に，直接事業所に赴き，書類確認やヒアリング

等を行い，高齢者虐待防止・身体拘束廃止などについての理解の促進，防止の取り組み等の運

営に関する事項や報酬基準等に基づく体制の確保，個別ケアプランに基づくサービス提供の実

施等の介護報酬請求に関する事項について指導・助言を行っています。

事業所においては運営指導のための書類作成等事務負担が課題となっていることや，市の指

導対象事業所が年々増加しており，十分な実施頻度の確保が困難となっています。さらに，新

型コロナウイルス感染症の流行等により実施を延期もしくは中止したことで，計画どおりに実

施することが難しい状況にありました。

これらの状況を踏まえ，国においても，運営指導に係る所要時間や文書の削減等事業所と自

治体双方の負担軽減を図るよう指針を示しています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

今後は，事業所の指定有効期間内に１回以上の実施を基本としつつ，事業運営に特に問題が

ないと認められる事業所の頻度を緩和し，集団指導のみとすることも検討するなど，事業者の

資質の向上と事務負担軽減のバランスを図りながら実施していきます。

【評価指標】

実績 目標

令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

運営指導の実施事業所

数（事業所）
７

地域密着型サービス運営委員会の開催

【【現現状状とと課課題題】】

地域密着型サービスの新規指定や更新指定に際して，「地域密着型サービス運営委員会」の

意見を聴取し，地域の状況の変化に応じた対応を推進しています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

事業所の指定の際に委員会の意見を聴取することが重要であることから，引き続き「地域密

着型サービス運営委員会」を開催していきます。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

地域密着型サービス運

営委員会開催回数

（回）

１ ２ ３ ２ ２ ２
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３．介護サービス・制度等の普及啓発及び相談体制の充実

（１）情情報報提提供供のの充充実実

介護保険総合案内パンフレットの配布

【【現現状状とと課課題題】】

３年に１回の制度改正などの情報を掲載したパンフレットを作成し，市の窓口や地域包括支

援センターの窓口で配布することで，住民への介護保険制度の啓発に努めています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

総合的に制度情報を俯瞰できる紙媒体のパンフレットは非常に重要であることから，引き続

き，作成及び情報提供に努めます。

介護サービス等の評価の公表

【【現現状状とと課課題題】】

事業所選択の一助となるよう，地域密着型サービスである認知症高齢者グループホーム及び

小規模多機能型居宅介護事業所が受けた外部評価及び自己評価結果について，市の窓口で公表

し情報提供を行っています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

引き続き評価等の結果について情報提供し，適切な事業所が選択されるように努めます。

介護サービス情報公表システムの登録及び利用促進

【【現現状状とと課課題題】】

介護保険サービス事業者に対し，介護サービス情報公表システムへの登録を促し，利用者及

び家族のサービスの選択に役立つよう支援しています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

情報は掲載されているものの，高齢者の利用は限定的になっていると考えられることから，

引き続き，介護サービスの事業者選択の際に，有益な情報提供に努められるようシステムの登

録及び利用促進に努めます。

地域包括支援センターの情報公開

【【現現状状とと課課題題】】

岡山県介護サービス情報公表システム等において地域包括支援センターの事業内容・運営状

況に関する情報を公表し，住民による地域包括支援センターの活用を促進しています。

地域包括支援センターによる相談窓口機能は住民に定着してきています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

今後も地域包括支援センターが，より一層住民の身近な介護等に関する相談窓口として機能

するよう情報提供などの周知に努めます。



３．介護サービス・制度等の普及啓発及び相談体制の充実

（１）情情報報提提供供のの充充実実

介護保険総合案内パンフレットの配布

【【現現状状とと課課題題】】

３年に１回の制度改正などの情報を掲載したパンフレットを作成し，市の窓口や地域包括支

援センターの窓口で配布することで，住民への介護保険制度の啓発に努めています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

総合的に制度情報を俯瞰できる紙媒体のパンフレットは非常に重要であることから，引き続

き，作成及び情報提供に努めます。

介護サービス等の評価の公表

【【現現状状とと課課題題】】

事業所選択の一助となるよう，地域密着型サービスである認知症高齢者グループホーム及び

小規模多機能型居宅介護事業所が受けた外部評価及び自己評価結果について，市の窓口で公表

し情報提供を行っています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

引き続き評価等の結果について情報提供し，適切な事業所が選択されるように努めます。

介護サービス情報公表システムの登録及び利用促進

【【現現状状とと課課題題】】

介護保険サービス事業者に対し，介護サービス情報公表システムへの登録を促し，利用者及

び家族のサービスの選択に役立つよう支援しています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

情報は掲載されているものの，高齢者の利用は限定的になっていると考えられることから，

引き続き，介護サービスの事業者選択の際に，有益な情報提供に努められるようシステムの登

録及び利用促進に努めます。

地域包括支援センターの情報公開

【【現現状状とと課課題題】】

岡山県介護サービス情報公表システム等において地域包括支援センターの事業内容・運営状

況に関する情報を公表し，住民による地域包括支援センターの活用を促進しています。

地域包括支援センターによる相談窓口機能は住民に定着してきています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

今後も地域包括支援センターが，より一層住民の身近な介護等に関する相談窓口として機能

するよう情報提供などの周知に努めます。

（２）相相談談体体制制のの充充実実

相談窓口における相談・苦情対応

【【現現状状とと課課題題】】

介護保険制度開始から約 年となり，サービスの質を求める声が増えてきています。ま

た，事業者に対する市の権限も強くなってきていることから，市としても介護サービスの相談

や苦情に対応する責務が増えてきています。

【【今今後後のの方方向向性性】】

引き続き，介護保険に関する相談や苦情に対応し，適切な利用につながるよう，窓口対応を

行っていきます。また昨今，利用者やその家族から介護従事者に対する要望も強くなってきて

いることから，双方の意見聴取に努めます。

介護サービス相談員の派遣

【【現現状状とと課課題題】】

介護サービス相談員が，サービス提供の場を訪問し，利用者等の話を聞いたり，相談に応じ

たりすることで，利用者の不満や疑問にきめ細かく対応し，苦情に至る事態を未然に防止しま

す。令和 ～ 年度はコロナ禍のため事業を中止せざるを得ず，令和４年度から事業を再開し

ました。

【【今今後後のの方方向向性性】】

新型コロナウイルス感染症の影響による事業の中止や相談員の減員がありましたが，利用者

の不満や疑問にきめ細かく対応し，苦情に至る事態を未然に防止します。また，有料老人ホー

ムやサービス付き高齢者向け住宅を含めた新たな事業所への訪問や，サービス提供の場への訪

問時間帯などを工夫し，広く利用者等の話を聞くことができるよう努めます。

【評価指標】
実績 目標

令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

介護サービス相談員の

派遣事業所数（事業所）
０ ２ ９
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４．計画の進行管理

引き続き 年に向けて，各事業を実施することにより生じるアウトカム（成果）を意識

した事業運営，事業等の評価分析に基づく施策の見直し・改善を行います。

（１）評評価価指指標標等等のの設設定定

本計画の基本理念を実現するため，各基本目標ごとに重点事業・評価指標を設定し，本市の

取り組みについて進行管理及びその結果を評価します。

（２）計計画画のの評評価価

本計画の進行管理として，毎年度，重点事業・評価指標の進捗状況の確認と評価分析を行い，

課題の抽出を行います。

（３）施施策策のの見見直直しし・・改改善善

評価分析結果に基づき，施策の見直し・改善を行います。



４．計画の進行管理

引き続き 年に向けて，各事業を実施することにより生じるアウトカム（成果）を意識

した事業運営，事業等の評価分析に基づく施策の見直し・改善を行います。

（１）評評価価指指標標等等のの設設定定

本計画の基本理念を実現するため，各基本目標ごとに重点事業・評価指標を設定し，本市の

取り組みについて進行管理及びその結果を評価します。

（２）計計画画のの評評価価

本計画の進行管理として，毎年度，重点事業・評価指標の進捗状況の確認と評価分析を行い，

課題の抽出を行います。

（３）施施策策のの見見直直しし・・改改善善

評価分析結果に基づき，施策の見直し・改善を行います。
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５．重点事業及び指標

次のとおり，重点事業・評価指標等を設定しました。

基本目標 施策の方向性 重点事業

ひとりにし

ない・誰も

が笑顔でい

られるまち

総社

地域包括支援センタ

ーの機能の充実と

強化

介護支援専門員への支援実施

介護支援専門員への支援実施

地域ケア個別会議の定期的な開催

地域ケア個別会議のアセスメント機能強化

地域ケア個別会議のアセスメント機能強化

地域力を生かした

高齢者を支える

仕組みづくり

そうじゃみんなで見守るネットワークの充実

生活支援サポーターの養成と活動の多様化による充実強化

地域のつながりを通

じた健康づくりと

介護予防の推進

いきいき百歳体操・かみかみ百歳体操・しゃきしゃき百歳体操の普及

いきいき百歳体操・かみかみ百歳体操・しゃきしゃき百歳体操の普及

いきいき百歳体操・かみかみ百歳体操・しゃきしゃき百歳体操の普及

いきいき講座の実施

“歩得”による認知症予防

“歩得”による認知症予防

災害とコロ

ナを乗り越

え安心をつ

なぐまち総

社

切れ目のない医療と

介護の連携

医療・介護関係者の情報共有の支援

医療・介護関係者の研修

地域住民への普及啓発

在宅生活の支援と

生活環境の整備
高齢者給食サービス事業の充実と栄養改善に向けた取り組みの強化

自分らしさ

を大切に暮

らせるまち

総社

認知症高齢者等を支

える施策の推進

認知症初期集中支援チームの充実

認知症に対する地域での理解の促進

認知症に対する地域での理解の促進

認知症に対する地域での理解の促進

（そうじゃ・おかえり・サポート）システムの推進

（そうじゃ・おかえり・サポート）システムの推進

認知症カフェの拡大

認知症の人の就労支援に向けた取り組み

安定した介

護サービス

が受けられ

るまち総社

介護給付適正化

総社市第 期介護

給付適正化計画

認定調査員の研修の実施

ケアプランの点検

住宅改修等の点検，福祉用具購入・貸与調査

住宅改修等の点検，福祉用具購入・貸与調査

縦覧点検・医療情報との突合

事業者への指定・

指導・助言及び

資質の向上

集団指導

地域密着型サービス運営委員会の開催

介護サービス・制度

等の普及啓発及び相

談体制の充実

介護サービス相談員の派遣



５．重点事業及び指標
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介護の連携
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地域住民への普及啓発

在宅生活の支援と

生活環境の整備
高齢者給食サービス事業の充実と栄養改善に向けた取り組みの強化

自分らしさ

を大切に暮

らせるまち

総社

認知症高齢者等を支

える施策の推進

認知症初期集中支援チームの充実

認知症に対する地域での理解の促進

認知症に対する地域での理解の促進

認知症に対する地域での理解の促進

（そうじゃ・おかえり・サポート）システムの推進

（そうじゃ・おかえり・サポート）システムの推進

認知症カフェの拡大

認知症の人の就労支援に向けた取り組み

安定した介

護サービス

が受けられ

るまち総社

介護給付適正化

総社市第 期介護

給付適正化計画

認定調査員の研修の実施

ケアプランの点検

住宅改修等の点検，福祉用具購入・貸与調査

住宅改修等の点検，福祉用具購入・貸与調査

縦覧点検・医療情報との突合

事業者への指定・

指導・助言及び

資質の向上

集団指導

地域密着型サービス運営委員会の開催

介護サービス・制度

等の普及啓発及び相

談体制の充実

介護サービス相談員の派遣

指標 掲載ページ
令和６年度

（目標）

令和７年度

（目標）

令和８年度

（目標）

介護支援専門員から受けた相談件数（件） ページ 件 件 件

研修会・ケアマネカフェの開催数（回） ページ 回 回 回

地域ケア個別会議の開催回数（回） ページ 回 回 回

専門職派遣回数（回） ページ 回 回 回

派遣職種数（職種） ページ 職種 職種 職種

見守りネットワーク参画事業所数（カ所） ページ カ所 カ所 カ所

生活支援サポーター数（人） ページ 人 人 人

いきいき百歳体操に取り組む高齢者数（人） ページ 人 人 人

いきいき百歳体操会場数（カ所） ページ カ所 カ所 カ所

かみかみ百歳体操会場数（カ所） ページ カ所 カ所 カ所

いきいき講座の実施回数（回） ページ 回 回 回

“歩得”健康商品券事業参加者数（人） ページ 人 人 人

“歩得”健康商品券事業平均歩数（歩） ページ 歩 歩 歩

ケアキャビネット加入施設数（カ所） ページ カ所 カ所 カ所

医療・介護従事者研修開催回数（回） ページ 回 回 回

市民向け講座実施回数（回） ページ 回 回 回

高齢者給食配食数（食 月） ページ 月 食 月 食 月 食

認知症初期集中支援チーム対応数（人） ページ 人 人 人

認知症サポーター養成講座受講者数累積延人数（人） ページ 人 人 人

認知症サポーター養成講座開催数（回） ページ 回 回 回

小学校及び義務教育学校での開催校数（校） ページ 校 校 校

メール受信登録者数（人） ページ 人 人 人

メール本人登録者数（人） ページ 人 人 人

認知症カフェ設置数（カ所） ページ カ所 カ所 カ所

本人ミーティングの開催数（回） ページ 回 回 回

認定調査員の研修の実施回数（回） ページ 回 回 回

ケアプラン点検件数（件） ページ 件 件 件

住宅改修点検件数（件） ページ 件 件 件

福祉用具貸与・購入点検件数（件） ページ 件 件 件

縦覧点検・医療情報との突合件数（件） ページ 件 件 件

集団指導の実施回数（回） ページ 回 回 回

地域密着型サービス運営委員会開催

回数（回）
ページ 回 回 回

介護サービス相談員の派遣事業所数

（事業所）
ページ 事業所 事業所 事業所
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第第５５章章 介介護護保保険険事事業業のの展展開開

１．介護保険事業の概要

（１）令令和和７７年年（（ 年年））・・令令和和 年年（（ 年年））・・令令和和 年年（（ 年年））のの総総社社市市のの姿姿

人口の推移をみると，総人口は令和７年（ 年）には 人，令和 年（

年）には 人，令和 年（ 年）には 人となる見込みとなっています。

令和３年（ 年）にはほぼ同数だった前期高齢者と後期高齢者は，令和４年（ 年）

以降，当分の間，後期高齢者が増加し，前期高齢者は減少していく見込みとなっています。

また，団塊の世代全てが 歳以上の後期高齢者となる令和７年（ 年）の高齢化率は

％，団塊ジュニア世代が 歳以上の高齢者となる令和 年（ 年）には ％

に上昇していく見込みとなっています。

〔図表 ：総人口・高齢化率の推移〕

※資料：住民基本台帳人口に基づきコーホート変化率法で推計
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高齢化率
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※資料：住民基本台帳人口に基づきコーホート変化率法で推計

平成 年

（ 年）

令和元年

（ 年）

令和 年

（ 年）

令和 年

（ 年）

令和 年

（ 年）

令和 年

（ 年）

令和 年

（ 年）

令和 年

（ 年）

令和 年

（ 年）

令和 年

（ 年）

令和 年

（ 年）

令和 年

（ 年）

令和 年

（ 年）

第 期 第 期 第 期 参考

人

年少人口（ 歳～ 歳） 生産年齢人口（ 歳～ 歳）
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後期高齢者の増加にともない，要支援・要介護認定者数も増加し，令和８年（ 年）に

は，認定率が ％を超える見込みとなっています。

〔図表 ：要支援・要介護認定者数の推計値〕

※資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」（地域包括ケア「見える化」システムより）各年 月末日現在

※資料：地域包括ケア「見える化」システムによる推計結果

今後も要支援・要介護者が増加することにより，令和８年には介護人材の需要は 人，

令和 年には 人，令和 年には 人となる見込みとなっています。

〔図表 ：介護人材需要の推計〕

令和８年度 令和 年度 令和 年度

介護人材

需要

介護職員数 人 人 人

看護職員数 人 人 人

その他の職員数 人 人 人

合計 人 人 人

※資料：第９期介護保険事業計画に基づく介護人材需給推計ワークシートによる推計
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（ 年）

令和元年

（ 年）

令和 年

（ 年）
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（ 年）
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（ 年）
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（ 年）

令和 年

（ 年）

令和 年

（ 年）

令和 年

（ 年）

令和 年

（ 年）

令和 年

（ 年）

令和 年

（ 年）

令和 年

（ 年）

第 期 第 期 第 期 第 期 第 期 第 期 第 期

人

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３

要介護４ 要介護５ 系列 認定率
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歳以上の第 号被保険者の介護保険料は，３年を１期とする介護保険事業計画中のサービ

ス（給付費）の利用見込量に応じたものとなります。全国平均の介護保険料基準額（月額）は，

第１期の 円から第８期計画時には 円と 倍以上になっています。

本市においても，第１期の 円から第８期計画時には 円と 倍になっていま

す。

また，現在の介護保険サービス事業所の整備状況の下で要支援・要介護認定者の推移や現在

のサービス利用の状況から給付費を試算すると，本市の令和 年度（ 年度）の保険料

は 円となる見込みです。

〔図表 ：介護保険料基準額（月額）の推計〕

第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期 令和 年

推計

全国平均 総社市（円）
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〔図表 ：介護保険料基準額（月額）の推計〕

第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期 令和 年

推計

全国平均 総社市（円）

２．日常生活圏域と基盤整備

（１）日日常常生生活活圏圏域域のの設設定定

日常生活圏域とは，地理的条件，人口，交通事情やその他の社会的条件，身近な日常生活の

区域ごとのサービス提供や地域間の均衡のとれた基盤整備等を勘案して設定するものです。

日常生活圏域の設定に当たっては，第８期計画の設定を引継ぎ，「中央部」「東部」「西部」

「北部」の４つの圏域を定め，この圏域のなかでサービス供給のバランスをとりつつ，利用者

の利便性を高めていきます。

〔図表 ：圏域ごとの人口，高齢化率〕

※資料：住民基本台帳 令和５年 月末日現在

〔図表 ：圏域ごとの令和 年の高齢者数〕

※資料：住民基本台帳人口に基づきコーホート変化率法で推計

圏域 人口（人） 高齢者数（人） 高齢化率 後期高齢者数（人） 後期高齢化率

中央部

東部

西部

北部

計

圏域 人口（人） 高齢者数（人） 高齢化率 後期高齢者数（人） 後期高齢化率

中央部

東部

西部

北部

計
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〔図表 ：日常生活圏域〕

〔図表 ：地域包括支援センター〕

圏域 名称 担当地区

中央部

総社市中央部北地域包括支援センター 総社 池田

総社市中央部南地域包括支援センター 常盤 清音

総社市東部北地域包括支援センター 総社の一部

東部
総社市東部南地域包括支援センター 三須 山手

総社市東部北地域包括支援センター 服部 阿曽

西部 総社市西部地域包括支援センター 秦 神在 久代 山田 新本

北部 総社市北部地域包括支援センター 日美 下倉 水内 富山
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総社市中央部南地域包括支援センター 常盤 清音

総社市東部北地域包括支援センター 総社の一部

東部
総社市東部南地域包括支援センター 三須 山手

総社市東部北地域包括支援センター 服部 阿曽

西部 総社市西部地域包括支援センター 秦 神在 久代 山田 新本

北部 総社市北部地域包括支援センター 日美 下倉 水内 富山

（２）日日常常生生活活圏圏域域ごごととにに提提供供すするるササーービビスス

高齢者が住み慣れた地域で安心してサービスを受けるためには，日常生活圏域ごとにバラン

スのとれたサービス提供が必要です。

日常生活圏域ごとの特徴や状況を勘案した，地域密着型サービス，またその他のサービスの

提供体制は下記のとおりとします。

①①定定期期巡巡回回・・随随時時対対応応型型訪訪問問介介護護看看護護

日中・夜間を問わず，訪問介護と訪問看護を一体的に，または密接に連携しながら，定期巡

回訪問と随時の対応を行うサービスです。

今後益々の増加が予測される高齢者のみの世帯や，一人暮らし高齢者に安心感を与え，介護

する家族の負担軽減にも寄与するサービスです。引き続き，高齢者のニーズ，整備意向等を注

視しますが，本計画期間中の整備は見送ります。

②②夜夜間間対対応応型型訪訪問問介介護護

夜間にヘルパーが定期的に巡回したり，連絡のあった家庭を訪問して介護を行うサービスで

す。

事業所当たり 人程度の利用者を想定したサービスですが，本市における夜間・早朝の

みの対応への需要が見込めない現在の状況では目標数を定めて整備する段階ではないと考える

ため，本計画期間中の整備は見送り，既存の訪問介護事業所等で対応することとします。

③③介介護護予予防防認認知知症症対対応応型型通通所所介介護護／／認認知知症症対対応応型型通通所所介介護護

認知症高齢者の人が事業所に通い，入浴，排泄，食事などの介護，その他日常生活上の世話

や機能訓練を受けるサービスです。

認知症高齢者の増加に対応する施設として有効ですが，現在，地域密着型通所介護の利用者

数に余裕があり，認知症高齢者に対応も可能であることから目標数を定めて整備する段階では

ないと考え，今期では新規整備は見込みません。ただし，認知症高齢者の増加に対応するため

に，高齢者のニーズ，整備意向等を注視します。

④④地地域域密密着着型型通通所所介介護護

事業所に通い，入浴，排泄，食事などの介護，その他日常生活上の世話や機能訓練を受ける

サービスで，利用定員が 人以下のものです。地域密着型通所介護の利用率等を考慮し，本計

画期間中の新たな整備は見送ります。

〔図表 ：地域密着通所介護〕 （事業所）

圏域
令和５年度
（現在値）

中央部

東部 ４

西部 １

北部 ２

計
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⑤⑤介介護護予予防防小小規規模模多多機機能能型型居居宅宅介介護護／／小小規規模模多多機機能能型型居居宅宅介介護護

通い（デイサービス）を中心として，利用者の心身の状況，環境，希望に応じて，訪問（ホ

ームヘルプサービス）や泊まり（ショートステイ）などのサービスを組み合わせ，居宅や事業

所において，入浴，排泄，食事などの介護，その他日常生活上の世話及び機能訓練を行うサー

ビスです。今後，ニーズの増加が見込まれることから，１事業所の整備（新設またはサテライ

ト型）を行います。

〔図表 ：介護予防小規模多機能型居宅介護／小規模多機能型居宅介護〕 （事業所）

圏域
令和５年度
（現在値）

第 期計画期間

令和 年度 令和 年度 令和 年度

増分 計 増分 計 増分 計

中央部 ２ ０ ２ ０ ２

１ ５
東部 ０ ０ ０ ０ ０

西部 １ ０ １ ０ １

北部 １ ０ １ ０ １

計 ４ ０ ４ ０ ４ １ ５

⑥⑥看看護護小小規規模模多多機機能能型型居居宅宅介介護護

小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせることで，通所・訪問・短期間の宿泊で，

介護や医療・看護のケアを複合的に行うサービスです。本計画期間中の整備は見込みませんが，

医療ニーズの高い要介護者の増加に対応するために，高齢者のニーズ等を注視します。

⑦⑦介介護護予予防防認認知知症症対対応応型型共共同同生生活活介介護護／／認認知知症症対対応応型型共共同同生生活活介介護護

認知症高齢者の人が，家庭的な雰囲気のなかで，少人数で共同生活を送りながら，介護を受

けるサービスです。待機者等の状況により，本計画期間中の整備は見送ります。

〔図表 ：地域密着型サービス（介護予防認知症対応型共同生活介護／認知症対応型共同生活介護）必要利用定員総数〕 （人）

圏域
令和５年度
（現在値）

第 期計画期間

令和 年度 令和 年度 令和 年度

増分 計 増分 計 増分 計

中央部 ０ ０ ０

東部 ０ ０ ０

西部 ０ ０ ０

北部 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

計 ０ ０ ０
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認知症高齢者の人が，家庭的な雰囲気のなかで，少人数で共同生活を送りながら，介護を受

けるサービスです。待機者等の状況により，本計画期間中の整備は見送ります。

〔図表 ：地域密着型サービス（介護予防認知症対応型共同生活介護／認知症対応型共同生活介護）必要利用定員総数〕 （人）

圏域
令和５年度
（現在値）

第 期計画期間

令和 年度 令和 年度 令和 年度

増分 計 増分 計 増分 計

中央部 ０ ０ ０

東部 ０ ０ ０

西部 ０ ０ ０

北部 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

計 ０ ０ ０

⑧⑧地地域域密密着着型型特特定定施施設設入入居居者者生生活活介介護護

入居定員が 人以下の介護専用型特定施設（有料老人ホームやケアハウスなど）に入居しな

がら，食事などの介護，その他日常生活上の世話や機能訓練などを受けるサービスです。施設

入居待機者等の状況により，本計画期間中の整備は見送ります。

〔図表 ：地域密着型サービス（地域密着型特定施設入居者生活介護）必要利用定員総数〕 （人）

圏域
令和５年度
（現在値）

第 期計画期間

令和 年度 令和 年度 令和 年度

増分 計 増分 計 増分 計

中央部 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

東部 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

西部 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

北部 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

計 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

⑨⑨地地域域密密着着型型介介護護老老人人福福祉祉施施設設入入所所者者生生活活介介護護

入所定員が 人以下の小規模な特別養護老人ホームにおいて，日常生活上の世話や機能訓練

などを受けるサービスです。入所待機者等の状況により，本計画期間中の新たな整備は見送り

ます。

〔図表 ：地域密着型サービス（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護）必要利用定員総数〕 （人）

圏域
令和５年度
（現在値）

第 期計画期間

令和 年度 令和 年度 令和 年度

増分 計 増分 計 増分 計

中央部 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

東部 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

西部 ０ ０ ０

北部 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

計 ０ ０ ０

（３）広広域域型型ののササーービビスス

広域型施設については，本市における施設整備率等を勘案し，本計画期間中の整備は見送り

ますが，待機者数の推移や社会情勢の変化に注視し，今後の整備について検討していきます。

〔図表 ：広域型サービスの整備計画〕 （床）

施設種別
令和５年度
（現在値）

第 期計画期間

令和 年度 令和 年度 令和 年度

増分 計 増分 計 増分 計

介護老人福祉施設 ０ ０ ０

介護老人保健施設 ０ ０ ０

特定施設入居者生活介護 ０ ０ ０
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３．介護サービス給付費の見込み

（１）居居宅宅ササーービビスス・・介介護護予予防防ササーービビスス

居宅サービスと介護予防サービスについて，第８期計画以前のサービス給付の状況と今後の

要支援・要介護認定者数の推計を基に，サービス利用者数及び給付費を推計しました。

〔図表 ：居宅サービス・介護予防サービス給付費の推計〕

〔図表 ：居宅サービス・介護予防サービス給付費の推計〕
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〔図表 ：訪問サービス〕

計画値 参考値

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和 年度 令和 年度

訪問介護

介

護

給

付

給付費（千円／年）

回数（回／月）

人数（人／月）

訪問入浴
介護

予

防

給

付

給付費（千円／年）

回数（回／月）

人数（人／月）

介

護

給

付

給付費（千円／年）

回数（回／月）

人数（人／月）

訪問看護

予

防

給
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給付費（千円／年）

回数（回／月）

人数（人／月）

介

護
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給付費（千円／年）

回数（回／月）

人数（人／月）

介

護

給
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給付費（千円／年）

回数（回／月）

人数（人／月）

居宅療養
管理指導

予

防

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

〔図表 ：通所サービス〕

計画値 参考値

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和 年度 令和 年度
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〔図表 ：短期入所サービス〕

計画値 参考値

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和 年度 令和 年度

短期入所
生活介護

予

防

給

付

給付費（千円／年）

日数（日／月）

人数（人／月）

介
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給付費（千円／年）
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〔図表 ：短期入所サービス〕
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〔図表 ：福祉用具・住宅改修〕

計画値 参考値
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特定福祉
用具購入

予

防

給

付

給付費（千円／年）

日数（日／月）

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

住宅改修

予

防

給

付

給付費（千円／年）

日数（日／月）

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

〔図表 ：特定施設入居者生活介護〕

計画値 参考値

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和 年度 令和 年度

特定施設
入居者生活
介護

予

防

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

〔図表 ：介護予防支援・居宅介護支援〕

計画値 参考値

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和 年度 令和 年度

介護予防支
援・居宅介
護支援

予

防

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）
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（２）地地域域密密着着型型ササーービビスス・・地地域域密密着着型型介介護護予予防防ササーービビスス

地域密着型サービスと地域密着型介護予防サービスについて，第８期計画以前のサービス給

付の状況や今後の要支援・要介護認定者数の推計，整備計画を基に，サービス利用者数及び給

付費を推計しました。

〔図表 ：地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス給付費の推計〕

平成

年度

令和

元年度

令和

２年度

令和

３年度

令和

４年度

令和

５年度

令和

６年度

令和

７年度

令和

８年度

令和

年度

令和

年度

実績値 見込値 計画値 参考値

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

看護小規模多機能型居宅介護

地域密着型通所介護（百万円）



（２）地地域域密密着着型型ササーービビスス・・地地域域密密着着型型介介護護予予防防ササーービビスス

地域密着型サービスと地域密着型介護予防サービスについて，第８期計画以前のサービス給

付の状況や今後の要支援・要介護認定者数の推計，整備計画を基に，サービス利用者数及び給

付費を推計しました。

〔図表 ：地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス給付費の推計〕

平成

年度

令和

元年度

令和

２年度

令和

３年度

令和

４年度

令和

５年度

令和

６年度

令和

７年度

令和

８年度

令和

年度

令和

年度

実績値 見込値 計画値 参考値

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

看護小規模多機能型居宅介護

地域密着型通所介護（百万円）

〔図表 ：地域密着型サービス 市全体〕

市全体
計画値 参考値

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和 年度 令和 年度

定期巡回・
随時対応型
訪問介護看
護

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

夜間対応型
訪問介護

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

認知症対応
型通所介護

予

防

給

付

給付費（千円／年）

回数（回／月）

人数（人／月）

介

護

給

付

給付費（千円／年）

回数（回／月）

人数（人／月）

小規模多機
能型居宅介
護

予

防

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

認知症対応
型共同生活
介護

予

防

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

地域密着型
特定施設入
居者生活介
護

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

地域密着型
介護老人福
祉施設入所
者生活介護

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

看護小規模
多機能型居
宅介護

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

地域密着型
通所介護

介

護

給

付

給付費（千円／年）

回数（回／月）

人数（人／月）
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〔図表 ：地域密着型サービス 中央部〕

中央部
計画値 参考値

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和 年度 令和 年度

定 期 巡
回・随時
対応型訪
問介護看
護

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

夜間対応
型訪問介
護

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

認知症対
応型通所
介護

予

防

給

付

給付費（千円／年）

回数（回／月）

人数（人／月）

介

護

給

付

給付費（千円／年）

回数（回／月）

人数（人／月）

小規模多
機能型居
宅介護

予

防

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

認知症対
応型共同
生活介護

予

防

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

地域密着
型特定施
設入居者
生活介護

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

地域密着
型介護老
人福祉施
設入所者
生活介護

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

看護小規
模多機能
型居宅介
護

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

地域密着型
通所介護

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）



〔図表 ：地域密着型サービス 中央部〕

中央部
計画値 参考値

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和 年度 令和 年度

定 期 巡
回・随時
対応型訪
問介護看
護

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

夜間対応
型訪問介
護

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

認知症対
応型通所
介護

予

防

給

付

給付費（千円／年）

回数（回／月）

人数（人／月）

介

護

給

付

給付費（千円／年）

回数（回／月）

人数（人／月）

小規模多
機能型居
宅介護

予

防

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

認知症対
応型共同
生活介護

予

防

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

地域密着
型特定施
設入居者
生活介護

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

地域密着
型介護老
人福祉施
設入所者
生活介護

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

看護小規
模多機能
型居宅介
護

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

地域密着型
通所介護

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

〔図表 ：地域密着型サービス 東部〕

東部
計画値 参考値

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和 年度 令和 年度

定 期 巡
回・随時
対応型訪
問介護看
護

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

夜間対応
型訪問介
護

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

認知症対
応型通所
介護

予

防

給

付

給付費（千円／年）

回数（回／月）

人数（人／月）

介

護

給

付

給付費（千円／年）

回数（回／月）

人数（人／月）

小規模多
機能型居
宅介護

予

防

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

認知症対
応型共同
生活介護

予

防

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

地域密着
型特定施
設入居者
生活介護

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

地域密着
型介護老
人福祉施
設入所者
生活介護

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

看護小規
模多機能
型居宅介
護

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

地域密着型
通所介護

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

章
５
第

開
展
の
業
事
険
保
護
介



〔図表 ：地域密着型サービス 西部〕

西部
計画値 参考値

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和 年度 令和 年度

定 期 巡
回・随時
対応型訪
問介護看
護

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

夜間対応
型訪問介
護

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

認知症対
応型通所
介護

予

防

給

付

給付費（千円／年）

回数（回／月）

人数（人／月）

介

護

給

付

給付費（千円／年）

回数（回／月）

人数（人／月）

小規模多
機能型居
宅介護

予

防

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

認知症対
応型共同
生活介護

予

防

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

地域密着
型特定施
設入居者
生活介護

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

地域密着
型介護老
人福祉施
設入所者
生活介護

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

看護小規
模多機能
型居宅介
護

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

地域密着型
通所介護

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）



〔図表 ：地域密着型サービス 西部〕

西部
計画値 参考値

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和 年度 令和 年度

定 期 巡
回・随時
対応型訪
問介護看
護

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

夜間対応
型訪問介
護

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

認知症対
応型通所
介護

予

防

給

付

給付費（千円／年）

回数（回／月）

人数（人／月）

介

護

給

付

給付費（千円／年）

回数（回／月）

人数（人／月）

小規模多
機能型居
宅介護

予

防

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

認知症対
応型共同
生活介護

予

防

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

地域密着
型特定施
設入居者
生活介護

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

地域密着
型介護老
人福祉施
設入所者
生活介護

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

看護小規
模多機能
型居宅介
護

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

地域密着型
通所介護

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

〔図表 ：地域密着型サービス 北部〕

北部
計画値 参考値

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和 年度 令和 年度

定 期 巡
回・随時
対応型訪
問介護看
護

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

夜間対応
型訪問介
護

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

認知症対
応型通所
介護

予

防

給

付

給付費（千円／年）

回数（回／月）

人数（人／月）

介

護

給

付

給付費（千円／年）

回数（回／月）

人数（人／月）

小規模多
機能型居
宅介護

予

防

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

認知症対
応型共同
生活介護

予

防

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

地域密着
型特定施
設入居者
生活介護

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

地域密着
型介護老
人福祉施
設入所者
生活介護

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

看護小規
模多機能
型居宅介
護

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）

地域密着型
通所介護

介

護

給

付

給付費（千円／年）

人数（人／月）
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（３）施施設設ササーービビスス

施設サービスについて，第８期計画以前のサービス給付の状況と今後の要支援・要介護認定

者数の推計を基に，サービス利用者数及び給付費を推計しました。

〔図表 ：施設サービス利用者数の推移〕

〔図表 ：施設サービス〕

計画値 参考値

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和 年度 令和 年度

介護老人
福祉施設

給付費（千円／年）

人数（人／月）

介護老人
保健施設

給付費（千円／年）

人数（人／月）

介護医療院
給付費（千円／年）

人数（人／月）

平成

年度

令和

元年度

令和

２年度

令和

３年度

令和

４年度

令和

５年度

令和

６年度

令和

７年度

令和

８年度

令和

年度

令和

年度

実績値 見込値 計画値 参考値

介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護医療院

（人）



（３）施施設設ササーービビスス

施設サービスについて，第８期計画以前のサービス給付の状況と今後の要支援・要介護認定

者数の推計を基に，サービス利用者数及び給付費を推計しました。

〔図表 ：施設サービス利用者数の推移〕

〔図表 ：施設サービス〕

計画値 参考値

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和 年度 令和 年度

介護老人
福祉施設

給付費（千円／年）

人数（人／月）

介護老人
保健施設

給付費（千円／年）

人数（人／月）

介護医療院
給付費（千円／年）

人数（人／月）

平成

年度

令和

元年度

令和

２年度

令和

３年度

令和

４年度

令和

５年度

令和

６年度

令和

７年度

令和

８年度

令和

年度

令和

年度

実績値 見込値 計画値 参考値

介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護医療院

（人）

第第６６章章 地地域域支支援援事事業業のの展展開開

１．地域支援事業の取り組みについて

地域支援事業は，介護予防・日常生活支援総合事業，包括的支援事業・任意事業を行うこと

で，高齢者が要介護状態または要支援状態等になることを予防するとともに，要介護状態等に

なった場合においても，可能な限り地域で自立した生活を営むことができるよう支援を行うも

のです。

日常生活圏域ごとの特徴や状況を勘案し，地域支援事業については下記のとおり取り組みま

す。

（１）介介護護予予防防・・生生活活支支援援ササーービビスス事事業業

介護予防・生活支援サービス事業の対象者は，「要支援１・２」の認定者及び基本チェックリ

スト実施による「事業対象者」です。効果的な介護予防マネジメントと自立支援に向けたサー

ビス展開により，要支援状態からの自立の促進や重症化予防の推進を図る事業です。

①①事事業業のの展展開開

○○訪訪問問型型ササーービビスス

ア 旧介護予防訪問サービス事業（現行相当）

介護予防訪問介護と同様のサービス内容で，それぞれ利用者のニーズに応じて入浴・排

泄・食事等の介助である身体介護，掃除・洗濯等の生活援助を行います。

イ 生活支援サービス事業（住民主体訪問サービス事業）

生活支援サポーターにより，買い物の同行，掃除，洗濯物干し，布団干し，調理補助，

ごみ出し等の簡易なサービスを行います。

○○通通所所型型ササーービビスス

ア 旧介護予防通所サービス事業（現行相当）

介護予防通所介護と同様のサービス内容で，それぞれ利用者のニーズに応じて明確な

目標を持ち，日常生活の支援，身体機能・生活機能向上のための機能訓練等を行います。

イ 基準緩和通所サービス事業

閉じこもりがちな者及び運動器の機能もしくは生活機能の向上を図る必要がある者等

に対する自立に向けた支援（入浴，食事を除く。）や生活機能の維持・向上のための運動

プログラム等を実施します。運動器機能訓練の実施に際しては，利用者の日常生活を拡

大させる目標を設定した上で，生活機能の向上を図り，地域とのつながりが期待できる

通いの場等へつなげることを目指します。
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ウ 短期集中通所サービス事業

短期間での生活機能の改善もしくは向上の意志を明確に持ち，短期間での訓練後にお

いて地域活動の促進が期待でき，自己管理による介護予防への取り組みの継続が期待で

きる者等に対して，リハビリテーション専門職による専門的支援をおおむね か月実施

します。

②②日日常常生生活活圏圏域域ごごととにに提提供供すするるササーービビスス

住民が安心してサービスを受けるためには，日常生活圏域ごとにバランスのとれたサービ

スを提供する必要があります。

日常生活圏域ごとの特徴や状況を勘案し，介護予防・生活支援サービスについては，下記

のとおりの方針とします。

ア 旧介護予防訪問サービス（維持・拡充）

介護予防訪問介護と同様のサービス内容で，それぞれ利用者のニーズに応じて入浴・

排泄・食事等の介助である身体介護，掃除・洗濯等の生活援助を行います。本計画期間

中の具体的な整備目標は定めませんが，供給量に不足がないよう，要支援者等のニーズ

を注視していきます。

〔図表 ：旧介護予防訪問サービス〕 事業所

圏域 令和５年度（現在値）

中央部 ７

東部 １

西部 ０

北部 １

計 ９

イ 生活支援サービス（維持・拡充）

生活支援サポーターにより，買い物の同行，掃除，洗濯物干し，布団干し，調理補助，

ごみ出し等の簡易なサービスを行います。本計画期間中の具体的な整備目標は定めませ

んが，日常生活圏域ごとにバランスの取れたサービスが必要であると考えているため，

圏域を意識した担い手の確保等に努めていきます。

〔図表 ：生活支援サービス〕 事業所

圏域 令和５年度（現在値）

中央部 １

東部 ０

西部 ０

北部 ０

計 １



ウ 短期集中通所サービス事業

短期間での生活機能の改善もしくは向上の意志を明確に持ち，短期間での訓練後にお

いて地域活動の促進が期待でき，自己管理による介護予防への取り組みの継続が期待で

きる者等に対して，リハビリテーション専門職による専門的支援をおおむね か月実施

します。

②②日日常常生生活活圏圏域域ごごととにに提提供供すするるササーービビスス

住民が安心してサービスを受けるためには，日常生活圏域ごとにバランスのとれたサービ

スを提供する必要があります。

日常生活圏域ごとの特徴や状況を勘案し，介護予防・生活支援サービスについては，下記

のとおりの方針とします。

ア 旧介護予防訪問サービス（維持・拡充）

介護予防訪問介護と同様のサービス内容で，それぞれ利用者のニーズに応じて入浴・

排泄・食事等の介助である身体介護，掃除・洗濯等の生活援助を行います。本計画期間

中の具体的な整備目標は定めませんが，供給量に不足がないよう，要支援者等のニーズ

を注視していきます。

〔図表 ：旧介護予防訪問サービス〕 事業所

圏域 令和５年度（現在値）

中央部 ７

東部 １

西部 ０

北部 １

計 ９

イ 生活支援サービス（維持・拡充）

生活支援サポーターにより，買い物の同行，掃除，洗濯物干し，布団干し，調理補助，

ごみ出し等の簡易なサービスを行います。本計画期間中の具体的な整備目標は定めませ

んが，日常生活圏域ごとにバランスの取れたサービスが必要であると考えているため，

圏域を意識した担い手の確保等に努めていきます。

〔図表 ：生活支援サービス〕 事業所

圏域 令和５年度（現在値）

中央部 １

東部 ０

西部 ０

北部 ０

計 １

ウ 旧介護予防通所サービス

介護予防通所介護と同様のサービス内容で，それぞれ利用者のニーズに応じて明確な

目標を持ち，日常生活の支援，身体機能・生活機能向上のための機能訓練等を行います。

利用率等を考慮し，本計画期間中の新たな整備は見送ります。

〔図表 ：旧介護予防通所サービス〕 事業所

圏域 令和５年度（現在値）

中央部

東部 ７

西部 ２

北部 ２

計

エ 基準緩和通所サービス（維持・拡充）

閉じこもりがちな者及び運動器の機能もしくは生活機能の向上を図る必要がある者等

に対する自立に向けた支援（入浴，食事を除く）や生活機能の維持・向上のための運動

プログラム等を ～ 時間程度実施します。本計画期間中の具体的な整備目標は定めませ

んが，供給量に不足がないよう，要支援者等のニーズを注視していきます。

〔図表 ：基準緩和通所サービス〕 事業所

圏域 令和５年度（現在値）

中央部

東部 ２

西部 １

北部 １

計

オ 短期集中通所サービス（維持・拡充）

リハビリテーション専門職による専門的支援（運動器機能及び生活機能の維持向上等）

をおおむね か月実施し，地域活動への参加を促進します。本計画期間中の具体的な整

備目標は定めませんが，供給量に不足がないよう，要支援者等のニーズを注視していき

ます。

〔図表 ：短期集中通所サービス〕 事業所

圏域 令和５年度（現在値）

中央部 ２

東部 １

西部 ０

北部 ０

計 ３
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③③事事業業量量のの見見込込みみ

〔図表 ：介護予防・生活支援サービス事業量の見込み〕 人

令和６年度 令和７年度 令和８年度

旧介護予防訪問サービス

生活支援サービス

旧介護予防通所サービス

基準緩和通所サービス

短期集中通所サービス

（２）一一般般介介護護予予防防事事業業
①①介介護護予予防防把把握握事事業業

地域の実情に応じ，「そうじゃ台帳」等を整備・活用して，閉じこもり等の何らかの支援を

要する者を早期に把握し，住民主体の介護予防活動へつなげることを目的に事業を行います。

〔図表 ：介護予防把握事業の主な取り組み〕

主な取り組み 第４章記載ページ

そうじゃ台帳の整備 ページ

高齢者把握事業の強化 ページ

②②介介護護予予防防普普及及啓啓発発事事業業

生活習慣病予防，口腔機能の向上などをテーマとして，地域のサロン，いきいき百歳体操

会場等に出向き，介護予防に関する講座（いきいき講座）を実施し，自ら介護予防に取り組

めるよう正しい知識の普及啓発を行います。

〔図表 ：介護予防普及啓発事業の主な取り組み〕

主な取り組み 第４章記載ページ

いきいき講座の実施 ページ

③③地地域域介介護護予予防防活活動動支支援援事事業業

年齢や心身の状態等によって高齢者を分け隔てることなく，参加することができる介護予

防活動の地域展開を目指し，「いきいき百歳体操」等の介護予防に資する住民主体の通いの場

づくり等を行います。

〔図表 ：地域介護予防活動支援事業の主な取り組み〕

主な取り組み 第４章記載ページ

いきいき百歳体操・かみかみ百歳体操・
しゃきしゃき百歳体操の普及

ページ



③③事事業業量量のの見見込込みみ

〔図表 ：介護予防・生活支援サービス事業量の見込み〕 人

令和６年度 令和７年度 令和８年度

旧介護予防訪問サービス

生活支援サービス

旧介護予防通所サービス

基準緩和通所サービス

短期集中通所サービス

（２）一一般般介介護護予予防防事事業業
①①介介護護予予防防把把握握事事業業

地域の実情に応じ，「そうじゃ台帳」等を整備・活用して，閉じこもり等の何らかの支援を

要する者を早期に把握し，住民主体の介護予防活動へつなげることを目的に事業を行います。

〔図表 ：介護予防把握事業の主な取り組み〕

主な取り組み 第４章記載ページ

そうじゃ台帳の整備 ページ

高齢者把握事業の強化 ページ

②②介介護護予予防防普普及及啓啓発発事事業業

生活習慣病予防，口腔機能の向上などをテーマとして，地域のサロン，いきいき百歳体操

会場等に出向き，介護予防に関する講座（いきいき講座）を実施し，自ら介護予防に取り組

めるよう正しい知識の普及啓発を行います。

〔図表 ：介護予防普及啓発事業の主な取り組み〕

主な取り組み 第４章記載ページ

いきいき講座の実施 ページ

③③地地域域介介護護予予防防活活動動支支援援事事業業

年齢や心身の状態等によって高齢者を分け隔てることなく，参加することができる介護予

防活動の地域展開を目指し，「いきいき百歳体操」等の介護予防に資する住民主体の通いの場

づくり等を行います。

〔図表 ：地域介護予防活動支援事業の主な取り組み〕

主な取り組み 第４章記載ページ

いきいき百歳体操・かみかみ百歳体操・
しゃきしゃき百歳体操の普及

ページ

④④一一般般介介護護予予防防事事業業評評価価事事業業

評価指標の達成状況等の検証を通じ，一般介護予防事業の評価を行い，事業の実施方法等の

改善を図るための事業を行います。

⑤⑤地地域域リリハハビビリリテテーーシショョンン活活動動支支援援事事業業

介護予防の取り組みを機能強化するために，住民主体の通いの場等へのリハビリ専門職等の

派遣や通いの場で活動するリーダーの育成支援を行います。

また，地域ケア個別会議に派遣し，個別事例の評価，事業所専門職やケアマネジャーへの助

言ができる体制を整備し，介護予防ケアマネジメントの考え方を共有するとともにアセスメン

ト機能の強化を図ります。

〔図表 ：地域リハビリテーション活動支援事業の主な取り組み〕

主な取り組み 第４章記載ページ

地域ケア個別会議のアセスメント機能強化 ページ

介護予防ケアマネジメントに関する研修会の開催 ページ

（３）地地域域包包括括支支援援セセンンタターー運運営営事事業業

地域包括支援センターを市内６カ所に設置し，包括的支援事業（総合相談・支援事業，権利

擁護事業，包括的・継続的ケアマネジメント支援事業等）を実施します。

高齢化の進行や生活課題の複雑化などに伴う業務量や役割の増大に応じて，地域包括支援セ

ンターに必要な機能の強化を図ります。

〔図表 ：地域包括支援センター運営事業の主な取り組み〕

主な取り組み 第４章記載ページ

職種別連絡会議・３職種合同連絡会議の開催 ページ

事業評価の実施 ページ

地域包括支援センター運営委員会の開催 ページ

介護支援専門員への支援実施 ページ

（４）在在宅宅医医療療・・介介護護連連携携推推進進事事業業

地域の医療・介護関係機関・関係団体と協力して，地域の医療・介護関係者が参画する「総

社市地域医療介護連携推進委員会」の開催，医療・介護連携に関する相談の受付，ケアキャビ

ネット「きびきび」の利用促進，関係者の研修会等を行い，多職種による医療と介護の連携体

制を整備します。

また，医療・介護サービスに関する講演会や講座を開催し，理解の促進を図ります。

〔図表 ：在宅医療・介護連携推進事業の主な取り組み〕

主な取り組み 第４章記載ページ

総社市地域医療介護連携推進委員会を活用した
切れ目のない医療と介護の提供体制の構築推進

ページ

医療・介護関係者の情報共有の支援 ページ

医療・介護関係者の研修 ページ
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（５）生生活活支支援援体体制制整整備備事事業業

生活支援コーディネーターを中心に，これまでに明らかになった生活課題（移動・買い物・居

場所・担い手・見守り・空き家）の解決と資源開発などを検討し，本市における生活支援サービ

ス体制の整備を推進します。

また，介護予防・生活支援サービスについては，生活支援サービス検討委員会で実施状況の

検証を行い，改善に努めるものとします。

〔図表 ：生活支援体制整備事業の主な取り組み〕

主な取り組み 第４章記載ページ

協議体の機能強化 ページ

生活支援サポーターの養成と活動の多様化による充実強化 ページ

生活支援コーディネーターの役割強化 ページ

介護予防・日常生活総合支援事業の周知 ページ

（６）認認知知症症総総合合支支援援事事業業

認知症地域支援推進員を中心に，認知症を早期発見・対応する認知症初期集中支援チームの

活動や，地域ごとの 声かけ訓練の開催，認知症カフェの充実を図ります。

また，配慮があれば働ける若年性認知症の人が生きがいや役割を持って暮らせるよう，寄り

添い支援や就労支援を行います。

〔図表 ：認知症総合支援事業の主な取り組み〕

主な取り組み 第４章記載ページ

認知症初期集中支援チームの充実 ページ

（そうじゃ・おかえり・サポート）システムの推進 ページ

そうじゃ認知症 声かけ訓練の実施 ページ

認知症サポーターの活動促進 ページ

キャラバン・メイトの拡大 ページ

認知症カフェの拡大 ページ

認知症の人の就労支援に向けた取り組み ページ

（７）地地域域ケケアア会会議議推推進進事事業業

地域包括支援センターにおいて，多職種協働による地域ケア個別会議を実施します。

また，個別の事例を検討するなかで積み上げられた課題を政策形成に反映させるための会議

として，三層構造の地域ケア会議を実施します。

〔図表 ：地域ケア会議推進事業の主な取り組み〕

主な取り組み 第４章記載ページ

地域ケア個別会議の定期的な開催 ページ

小地域ケア会議の開催 ページ

圏域地域包括ケア会議の開催 ページ

地域包括ケア会議の開催 ページ



（５）生生活活支支援援体体制制整整備備事事業業

生活支援コーディネーターを中心に，これまでに明らかになった生活課題（移動・買い物・居

場所・担い手・見守り・空き家）の解決と資源開発などを検討し，本市における生活支援サービ

ス体制の整備を推進します。

また，介護予防・生活支援サービスについては，生活支援サービス検討委員会で実施状況の

検証を行い，改善に努めるものとします。

〔図表 ：生活支援体制整備事業の主な取り組み〕

主な取り組み 第４章記載ページ

協議体の機能強化 ページ

生活支援サポーターの養成と活動の多様化による充実強化 ページ

生活支援コーディネーターの役割強化 ページ

介護予防・日常生活総合支援事業の周知 ページ

（６）認認知知症症総総合合支支援援事事業業

認知症地域支援推進員を中心に，認知症を早期発見・対応する認知症初期集中支援チームの

活動や，地域ごとの 声かけ訓練の開催，認知症カフェの充実を図ります。

また，配慮があれば働ける若年性認知症の人が生きがいや役割を持って暮らせるよう，寄り

添い支援や就労支援を行います。

〔図表 ：認知症総合支援事業の主な取り組み〕

主な取り組み 第４章記載ページ

認知症初期集中支援チームの充実 ページ

（そうじゃ・おかえり・サポート）システムの推進 ページ

そうじゃ認知症 声かけ訓練の実施 ページ

認知症サポーターの活動促進 ページ

キャラバン・メイトの拡大 ページ

認知症カフェの拡大 ページ

認知症の人の就労支援に向けた取り組み ページ

（７）地地域域ケケアア会会議議推推進進事事業業

地域包括支援センターにおいて，多職種協働による地域ケア個別会議を実施します。

また，個別の事例を検討するなかで積み上げられた課題を政策形成に反映させるための会議

として，三層構造の地域ケア会議を実施します。

〔図表 ：地域ケア会議推進事業の主な取り組み〕

主な取り組み 第４章記載ページ

地域ケア個別会議の定期的な開催 ページ

小地域ケア会議の開催 ページ

圏域地域包括ケア会議の開催 ページ

地域包括ケア会議の開催 ページ

（８）任任意意事事業業

第６期介護給付適正化計画に基づく介護給付適正化事業，認知症高齢者を介護する家族への

支援など，介護や支援が必要な高齢者やその家族が，住み慣れた地域で安心して生活を継続で

きるよう，その状態やニーズに応じたサービスを提供する取り組みを推進します。

また，家族介護者が介護についての必要な情報を入手し，効果的にサービスや制度，社会資

源を活用することにより，安心して自分自身の生活も継続できるよう，地域の関係機関・団体，

企業などとの連携による支援体制を構築します。

〔図表 ：任意事業の主な取り組み〕

主な取り組み 第４章記載ページ

ケアプランの点検 ページ

住宅改修等の点検，福祉用具購入・貸与調査 ページ

縦覧点検・医療情報との突合 ページ

認知症見守り 購入費等助成事業 ページ
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第第７７章章 介介護護保保険険料料のの見見込込みみ

１．標準給付費見込額の推計

高齢化の進展による自然増や介護報酬改定の影響等を踏まえて見込んだ総給付費に，過去の

実績から見込んだ特定入所者介護サービス費等，高額介護サービス費等，高額医療合算介護サ

ービス費等，審査支払手数料を合わせて，標準給付費を見込みました。

〔図表 ：標準給付費の見込み〕

単位：千円

計画値 参考値

令和６年度 令和７年度 令和８年度 合計 令和 年度 令和 年度

総給付費

特定入所者介護
サービス費等給付額

高額介護サービス費

等給付額

高額医療合算介護

サービス費等給付額

算定対象審査

支払手数料

審査支払手数料

支払件数（件）

標準給付費見込額

※千円未満の端数処理のため，計が一致しない場合がある（以下同じ）

２．第１号被保険者の保険料の推計

（１）介介護護保保険険のの財財源源とと保保険険料料

介護保険の財源は，半分が国・県・市によって公費負担され，残りの半分は被保険者が納め

る保険料で構成されています。保険料のうち， 歳以上の第 号被保険者と 歳以上 歳

未満の第 号被保険者が納める負担割合は，全国ベースの人口比率によって定められ，第 号

被保険者の負担割合は ％となっています。

〔図表 ：介護保険の財源内訳（令和６～８年度〕

保保険険料料（（２２号号））

保保険険料料（（１１号号））

公公費費



第第７７章章 介介護護保保険険料料のの見見込込みみ

１．標準給付費見込額の推計

高齢化の進展による自然増や介護報酬改定の影響等を踏まえて見込んだ総給付費に，過去の

実績から見込んだ特定入所者介護サービス費等，高額介護サービス費等，高額医療合算介護サ

ービス費等，審査支払手数料を合わせて，標準給付費を見込みました。

〔図表 ：標準給付費の見込み〕

単位：千円

計画値 参考値

令和６年度 令和７年度 令和８年度 合計 令和 年度 令和 年度

総給付費

特定入所者介護
サービス費等給付額

高額介護サービス費

等給付額

高額医療合算介護

サービス費等給付額

算定対象審査

支払手数料

審査支払手数料

支払件数（件）

標準給付費見込額

※千円未満の端数処理のため，計が一致しない場合がある（以下同じ）

２．第１号被保険者の保険料の推計

（１）介介護護保保険険のの財財源源とと保保険険料料

介護保険の財源は，半分が国・県・市によって公費負担され，残りの半分は被保険者が納め

る保険料で構成されています。保険料のうち， 歳以上の第 号被保険者と 歳以上 歳

未満の第 号被保険者が納める負担割合は，全国ベースの人口比率によって定められ，第 号

被保険者の負担割合は ％となっています。

〔図表 ：介護保険の財源内訳（令和６～８年度〕

保保険険料料（（２２号号））

保保険険料料（（１１号号））

公公費費

（２）地地域域支支援援事事業業費費のの見見込込みみ

地域支援事業費について，今後の事業展開に係る事業費を推計しました。

〔図表 ：地域支援事業費の見込み〕

単位：千円

計画値 参考値

令和６年度 令和７年度 令和８年度 合計 令和 年度 令和 年度

介護予防・日常生活

支援総合事業

介護予防・生活

支援サービス事業

一般介護予防事業

包括的支援事業・

任意事業

地域包括支援

センター運営費

在宅医療・介護

連携推進事業

生活支援体制

整備事業

認知症総合支援

事業

地域ケア会議

推進事業

任意事業

地域支援事業費
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（３）保保険険料料収収納納必必要要額額とと保保険険料料のの基基準準額額

第 号被保険者の保険料は，令和６年度から令和８年度までの第 号被保険者・要介護認定

者数の見込み，標準給付費及び地域支援事業費の推計，国が示す保険料算定に必要な係数等を

基に設定しました。

〔図表 ：保険料収納必要額と保険料の基準額〕

単位：千円

単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 合計

標準給付費見込額（ ） 千円

地域支援事業費（ ） 千円

介護予防・日常生活支援

総合事業費（B①）
千円

包括的支援事業（地域包

括支援センターの運営）

及び任意事業費（B②）

千円

包括的支援事業（社会保

障充実分）（B③）
千円

第１号被保険者負担分相当額

（ ）（ ＋ ）×23％
千円

調整交付金相当額（Ｄ）

（ ＋B①）×5％
千円

調整交付金見込額（ ） 千円

準備基金取崩額（ ） 千円

市町村特別給付費（ ） 千円

保険料収納必要額（ ）

＋ － － ＋
千円

収納率（Ｉ） ％ ％

所得段階別加入割合補正後被

保険者数（ ）
人

保険料基準額（年間）（ ）

÷Ｉ÷
円

保険料基準額（月額）

÷
円

第第９９期期計計画画期期間間中中のの介介護護保保険険料料基基準準額額

年額（円）

月額（円）



（３）保保険険料料収収納納必必要要額額とと保保険険料料のの基基準準額額

第 号被保険者の保険料は，令和６年度から令和８年度までの第 号被保険者・要介護認定

者数の見込み，標準給付費及び地域支援事業費の推計，国が示す保険料算定に必要な係数等を

基に設定しました。

〔図表 ：保険料収納必要額と保険料の基準額〕

単位：千円

単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 合計

標準給付費見込額（ ） 千円

地域支援事業費（ ） 千円

介護予防・日常生活支援

総合事業費（B①）
千円

包括的支援事業（地域包

括支援センターの運営）

及び任意事業費（B②）

千円

包括的支援事業（社会保

障充実分）（B③）
千円

第１号被保険者負担分相当額

（ ）（ ＋ ）×23％
千円

調整交付金相当額（Ｄ）

（ ＋B①）×5％
千円

調整交付金見込額（ ） 千円

準備基金取崩額（ ） 千円

市町村特別給付費（ ） 千円

保険料収納必要額（ ）

＋ － － ＋
千円

収納率（Ｉ） ％ ％

所得段階別加入割合補正後被

保険者数（ ）
人

保険料基準額（年間）（ ）

÷Ｉ÷
円

保険料基準額（月額）

÷
円

第第９９期期計計画画期期間間中中のの介介護護保保険険料料基基準準額額

年額（円）

月額（円）

（４）第第１１号号被被保保険険者者のの所所得得段段階階別別保保険険料料

保険料については，被保険者の負担能力に応じた，細やかな段階の設定を行いました。

第９期（令和６～８年度）における所得段階別の保険料（年額）は下記のとおりです。

〔図表 ：第１号被保険者の所得段階別保険料〕

段 階 対 象 者 保険料率
保 険 料
（年 額）

第１段階

生活保護受給者

老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の人

世帯全員が住民税非課税の方で，前年の合計所得金

額（公的年金等に係る所得を除く）と課税年金収入金額

の合計が 万円以下の人

円

第２段階

世帯全員が住民税非課税の人で，前年の合計所得金

額（公的年金等に係る所得を除く）と課税年金収入金額

の合計が 万円を超え 万円以下の人

円

第３段階
世帯全員が住民税非課税の人で，第１段階・第２段階に

該当しない人
円

第４段階

世帯の誰かが住民税課税だが，本人は住民税非課税で

前年の合計所得金額（公的年金等に係る所得を除く）

と課税年金収入金額の合計が 万円以下の人

円

第５段階
世帯の誰かが住民税課税だが，本人は住民税非課税で

第４段階に該当しない人
円
基
準
額

第６段階
本人が住民税課税で，前年の合計所得金額が 万円

未満の人
円

第７段階
本人が住民税課税で，前年の合計所得金額が 万円

以上 万円未満の人
円

第８段階
本人が住民税課税で，前年の合計所得金額が 万円

以上 万円未満の人
円

第９段階
本人が住民税課税で，前年の合計所得金額が 万円

以上 万円未満の人
円

第 段階
本人が住民税課税で，前年の合計所得金額が 万円

以上 万円未満の人
円

第 段階
本人が住民税課税で，前年の合計所得金額が 万円

以上 万円未満の人
円

第 段階
本人が住民税課税で，前年の合計所得金額が 万円

以上 万円未満の人
円

第 段階
本人が住民税課税で，前年の合計所得金額が 万円

以上の人
円

※第１段階から第３段階までの保険料率は低所得者負担軽減後の率
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〈〈資資料料編編〉〉

１．総社市介護保険運営協議会委員名簿

任期：令和４年７月１日～令和７年６月３０日

選 出 区 分 選 出 母 体 氏 名

被保険者を代表する者

総社市老人クラブ連合会の代表者 岡 弘

婦人協議会の代表者 勘藤 倫子

公募委員 東 正博

公募委員 木口 惠子

公募委員 渡邊 美和

公募委員 井田 智江

介護に関し学識経験を

有する者

吉備医師会の代表者 藤井 基弘

民生委員児童委員協議会の代表者 浅沼 弘

岡山県立大学の教員 森永 裕美子

吉備歯科医師会代表者 中田 尚志

川崎医療福祉大学の教員 富田 早苗

在宅介護者の会の代表者 八代 敬徳

介護サービスに関する

事業に従事する者

介護保険施設の代表者 江口 修

地域密着型サービス事業者の代表者 松田 勝美

指定居宅サービス事業所の代表者 一坪 真司

指定居宅介護支援事業所の代表者 小原 誠

訪問看護事業所の代表者 井口 博香

その他介護に関係する

者

愛育委員協議会の代表者 水戸岡 真理子

栄養改善協議会の代表者 林 安子

介護サービス相談員の代表者 渡邊 秀子



〈〈資資料料編編〉〉

１．総社市介護保険運営協議会委員名簿

任期：令和４年７月１日～令和７年６月３０日

選 出 区 分 選 出 母 体 氏 名

被保険者を代表する者

総社市老人クラブ連合会の代表者 岡 弘

婦人協議会の代表者 勘藤 倫子

公募委員 東 正博

公募委員 木口 惠子

公募委員 渡邊 美和

公募委員 井田 智江

介護に関し学識経験を

有する者

吉備医師会の代表者 藤井 基弘

民生委員児童委員協議会の代表者 浅沼 弘

岡山県立大学の教員 森永 裕美子

吉備歯科医師会代表者 中田 尚志

川崎医療福祉大学の教員 富田 早苗

在宅介護者の会の代表者 八代 敬徳

介護サービスに関する

事業に従事する者

介護保険施設の代表者 江口 修

地域密着型サービス事業者の代表者 松田 勝美

指定居宅サービス事業所の代表者 一坪 真司

指定居宅介護支援事業所の代表者 小原 誠

訪問看護事業所の代表者 井口 博香

その他介護に関係する

者

愛育委員協議会の代表者 水戸岡 真理子

栄養改善協議会の代表者 林 安子

介護サービス相談員の代表者 渡邊 秀子

２．計画策定の経緯

年月日 内容

令和 年７月 「在宅介護実態調査」実施（令和４年７月～令和５年５月）

令和 年 月８日
「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」実施

（ 月８日～ 月 日）

令和５年６月 日 「介護人材実態調査」実施（６月 日～７月 日）

令和５年８月 日
第 回介護保険運営協議会の開催

（ニーズ調査結果，在宅介護実態調査結果報告）

令和５年８月 日 第 回県ヒアリング（自然体推計）

令和５年 月３日 第２回県ヒアリング（サービス量・施設整備量・施策・課題等）

令和５年 月 日
第２回介護保険運営協議会の開催

（介護人材実態調査結果報告，計画素案の審議）

令和６年１月 日 第３回介護保険運営協議会の開催（計画素案の審議）

令和６年１月 日 市議会文教福祉委員会へ計画素案・介護保険料等の説明

令和６年１月 ９日 パブリックコメントの実施（１ ９～ ）

令和６年１月 日
県に計画素案の提出：県への意見照会

（介護保険法第１１７条第１２項に基づく意見聴取）

令和６年２月 日 第４回介護保険運営協議会の開催（計画案の最終審議）

令和６年３月 日 介護保険条例の一部改正議案の議決
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３．介護保険用語集

用 語 用語の解説

あ行

（アイ・エー・ディー・エ

ル）

日常生活を送る上で必要な動作のうち， より複雑で高次な

動作。家事全般，金銭管理，服薬管理，交通機関の利用，電話

の応対などをいう。

アセスメント

利用者が直面している問題や状況の本質，原因，経過，予測を

理解するために，援助に先だって行われる一連の手続きのこ

と。ケアマネジャーがケアプランを作成する前に利用者のニー

ズ，状況等を詳細に把握するために行われる。

いきいき百歳体操

おもりを手首や足につけて椅子に座って行う筋力体操。おもり

の重さは変更でき，個人の筋力や体力に合わせて行うことがで

きる。

一般介護予防事業

介護予防・日常生活支援総合事業の一部であり，介護予防把握

事業，介護予防普及啓発事業，地域介護予防活動支援事業，一

般介護予防事業評価事業，地域リハビリテーション活動支援事

業からなる。

一般高齢者 要支援・要介護認定を受けていない高齢者を指す。

うつ

うつの症状としては，無気力・無感動・不安感・興奮等があ

り，それに伴い不眠・食欲低下がある。このような症状を示し

ている状態のこと。

運動器 骨・関節・筋肉・神経などの身体を動かす組織・器官の総称。

（エー・シー・ピー）

もしもの時のために，自分が望む医療やケアについて前もって

考え，家族等や医療，ケアチームと繰り返し話合い，共有する

取り組みのこと。（ アドバンス・ケ

ア・プランニング）の総称。愛称は「人生会議」。

か行

介護医療院
要介護者に対し，「長期療養のための医療」と「日常生活上の世

話（介護）」を一体的に提供する機能を持つ施設のこと。

介護給付

要介護認定を受けた被保険者に対する，訪問介護や通所介護な

どの居宅サービスや，介護老人福祉施設などの施設サービスな

どの提供についての保険給付。

要支援認定を受けた被保険者に対するサービスの提供について

の保険給付は，予防給付という。

介護認定審査会

要支援，要介護認定について，審査，判定を行うため設置され

た機関。保健・福祉・医療に関する学識経験者から構成され，

コンピュータ判定の結果と訪問調査の特記事項，主治医の意見

を基に，介護の必要性や程度について審査を行う。



３．介護保険用語集

用 語 用語の解説

あ行

（アイ・エー・ディー・エ

ル）

日常生活を送る上で必要な動作のうち， より複雑で高次な

動作。家事全般，金銭管理，服薬管理，交通機関の利用，電話

の応対などをいう。

アセスメント

利用者が直面している問題や状況の本質，原因，経過，予測を

理解するために，援助に先だって行われる一連の手続きのこ

と。ケアマネジャーがケアプランを作成する前に利用者のニー

ズ，状況等を詳細に把握するために行われる。

いきいき百歳体操

おもりを手首や足につけて椅子に座って行う筋力体操。おもり

の重さは変更でき，個人の筋力や体力に合わせて行うことがで

きる。

一般介護予防事業

介護予防・日常生活支援総合事業の一部であり，介護予防把握

事業，介護予防普及啓発事業，地域介護予防活動支援事業，一

般介護予防事業評価事業，地域リハビリテーション活動支援事

業からなる。

一般高齢者 要支援・要介護認定を受けていない高齢者を指す。

うつ

うつの症状としては，無気力・無感動・不安感・興奮等があ

り，それに伴い不眠・食欲低下がある。このような症状を示し

ている状態のこと。

運動器 骨・関節・筋肉・神経などの身体を動かす組織・器官の総称。

（エー・シー・ピー）

もしもの時のために，自分が望む医療やケアについて前もって

考え，家族等や医療，ケアチームと繰り返し話合い，共有する

取り組みのこと。（ アドバンス・ケ

ア・プランニング）の総称。愛称は「人生会議」。

か行

介護医療院
要介護者に対し，「長期療養のための医療」と「日常生活上の世

話（介護）」を一体的に提供する機能を持つ施設のこと。

介護給付

要介護認定を受けた被保険者に対する，訪問介護や通所介護な

どの居宅サービスや，介護老人福祉施設などの施設サービスな

どの提供についての保険給付。

要支援認定を受けた被保険者に対するサービスの提供について

の保険給付は，予防給付という。

介護認定審査会

要支援，要介護認定について，審査，判定を行うため設置され

た機関。保健・福祉・医療に関する学識経験者から構成され，

コンピュータ判定の結果と訪問調査の特記事項，主治医の意見

を基に，介護の必要性や程度について審査を行う。

介護報酬

介護サービス提供事業者にサービスの対価として支払われる報

酬。医療保険における診療報酬に当たる。介護報酬の額は介護

給付費単位数表によって単位数を算定し，地域による１単位当

たりの単価を乗じて算出する。

介護保険施設
介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム），介護医療院，介護

老人保健施設のこと。

介護保険料基準額

所得段階別保険料の設定に当たって基準となる額。この基準額

は，第９期計画における所得段階別保険料の第５段階に当たる

保険料。

介護予防・
生活支援サービス事業

介護予防・日常生活支援総合事業の一部であり，予防給付で行

われていた訪問介護，通所介護を，専門的なサービス，多様な

担い手による多様なサービスを提供する事業に移行するもの。

既存の介護事業所に加え， ，民間企業，ボランティアなど

地域の多様な主体による支援を行っていく。

介護予防・

日常生活支援総合事業

地域支援事業の一部であり，介護予防・生活支援サービス事

業，一般介護予防事業からなる。

介護老人保健施設

（老人保健施設）

症状が安定している要介護者が，家庭の復帰を目指し，医学的

管理の下で，看護，介護，リハビリを中心に日常生活の世話を

一体的に受けることができる施設。

課税年金収入
老齢・退職年金等，住民税課税対象の年金収入のことで，障害

年金や遺族年金は課税対象外のため，含まれない。

通いの場

高齢者が容易に通える範囲にあり，介護予防のため週１回から

月１回以上継続してトレーニングや体操などの活動をしたり，

住民同士での交流などができる場所。

基準緩和通所サービス

介護予防・生活支援サービスであり，旧介護予防通所サービス

の基準を一部緩和して実施する２時間から３時間程度の通所サ

ービス。

基本チェックリスト
歳以上の高齢者を対象とした，こころとからだの元気度をチ

ェック（生活機能評価）する 項目の設問のこと。

旧介護予防通所サービス

介護予防・生活支援サービスであり，デイサービスセンター等

の事業所で，要支援・事業対象者が健康チェック，日常生活訓

練，レクリエーション，入浴等の介護を日帰りで受けられる。

旧介護予防訪問サービス

介護予防・生活支援サービスであり，要支援者・事業対象者に

対して，ホームヘルパー等が家庭を訪問し，日常生活上の介護

や家事の援助等を行う。

協議体

生活支援の体制整備に向けて，定期的な情報の共有・連携強化

の場として設置される組織。多様な主体間の情報共有及び連

携・協働による資源開発等を推進する。

協働

市民や市民活動団体，事業者，学校，行政等異なる立場の主体

が，共通の目的や課題の達成に向けて，お互いの特性を理解し

つつ，対等な立場で連携・協力すること

居宅介護支援事業者

要介護認定者が適切に居宅サービスを利用できるよう，介護サ

ービス計画の作成や居宅サービス事業者等との利用調整を行う

事業者。
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居宅サービス
要支援・要介護認定者が居宅や居宅から通うなどして受けるサ

ービス。訪問介護，訪問看護や通所介護などをいう。

居宅療養管理指導，

介護予防居宅療養管理指導

医師，歯科医師，薬剤師，管理栄養士，歯科衛生士，看護職員

等が通院の困難な要支援・要介護者の居宅を訪問し，療養上の

管理及び指導を行う。

ケアキャビネット

医療と介護の情報連携を行う基盤をインターネット上で構築

し，パソコンやタブレット，スマートフォンなどから，いつで

もどこでも在宅患者の情報（プロファイル情報や写真，動画

等）を投稿したり，参照することができるシステム。

ケアプラン

（介護サービス計画書）

利用者及び家族の望む暮らしの実現に向けて，チームが目指す

方向性や果たすべき役割，提供すべきサービスやセルフケア及

び家族支援を具体的に書面に表したもの。

ケアマネジメント

人々が地域社会による見守りや支援を受けながら，地域での望

ましい生活の維持継続を阻害する様々な複合的な課題に対して

生活の目標，課題解決に至る道筋と方向を明らかにし，総合的

かつ効率的に課題解決を図っていくプロセスとそれを支えるシ

ステム。

ケアマネジャー

（介護支援専門員）

介護の知識を幅広く持った専門家で，要介護者からの依頼によ

るケアプランの作成や継続的な管理，評価，サービス事業者と

の連絡調整を行う。一定の研修を修了した人には「主任ケアマ

ネジャー」の資格がある。

軽費老人ホーム

（ケアハウス）

老人福祉法に基づく居住施設のこと。 歳以上のひとり暮らし

などの高齢者が，自立した生活を維持できるように配慮された

施設。

健康そうじゃ

平成 年３月に策定された，市民一人ひとりが，心身ともに健

やかで豊かな人生が送れるよう，地域全体で支え合う健康づく

りを進めていく指針となる計画。

権利擁護
自己の権利や援助のニーズを表明することの困難な人に代わっ

て，援助者がその権利やニーズ獲得を行うこと。

高額介護サービス費

介護サービスを利用した要支援・要介護の方が１か月間に支払

った利用者負担額が一定の上限（負担限度額）を超えたとき

は，申請によりその超えた分が払い戻される制度。

口腔機能 咀嚼（かむ），嚥下（飲み込む），会話などの機能。

高齢者虐待

高齢者が，養護者あるいは養介護施設従事者などから残酷で不

当な取り扱いを受けること。「身体的虐待」，「心理的虐

待」，「経済的虐待」，「介護・世話の放棄・放任」，「性的

虐待」の大きく５つに区分される。

国保連合会

国民健康保険団体連合会の略。国民健康保険の診療報酬明細書

の審査と診療報酬の支払いが主な業務。介護報酬の支払いや審

査機能のほか，サービスに関する苦情処理やサービスの質の向

上に関する調査，指定サービス事業者及び施設に対する指導・

助言等の役割が与えられている。
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高額介護サービス費

介護サービスを利用した要支援・要介護の方が１か月間に支払

った利用者負担額が一定の上限（負担限度額）を超えたとき

は，申請によりその超えた分が払い戻される制度。

口腔機能 咀嚼（かむ），嚥下（飲み込む），会話などの機能。

高齢者虐待

高齢者が，養護者あるいは養介護施設従事者などから残酷で不

当な取り扱いを受けること。「身体的虐待」，「心理的虐

待」，「経済的虐待」，「介護・世話の放棄・放任」，「性的

虐待」の大きく５つに区分される。

国保連合会

国民健康保険団体連合会の略。国民健康保険の診療報酬明細書

の審査と診療報酬の支払いが主な業務。介護報酬の支払いや審

査機能のほか，サービスに関する苦情処理やサービスの質の向

上に関する調査，指定サービス事業者及び施設に対する指導・

助言等の役割が与えられている。

コンサルテーション
援助を必要とする人に対する協議や相談，専門家による診断や

鑑定を行うこと。

さ行

サービス付き高齢者向け住宅

高齢者が安心して居住できる住まいを確保することを目的とし

て，バリアフリー構造等を有し，介護・医療と連携し高齢者を

支援するサービスを提供する住宅の名称。平成 年（

年）の「高齢者の居住の安定確保に関する法律（高齢者住まい

法）」の改正により創設された。

財政安定化基金

介護保険の保険者である市町村が，予定していた保険料収納率

を下回ったり保険給付費が見込み以上に増大したりするなどし

て，保険財政に不足を生じた場合に，都道府県に置かれるこの

基金から当該市町村に対して資金を交付または貸与して，安定

化を図るための資金。

在宅医療・

介護連携推進事業

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が，住み慣れた地

域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよ

う，在宅医療と介護サービスを一体的に提供するために，居宅

に関する医療機関と介護サービス事業者などの関係者の連携を

推進する事業。

サロン

地域の中で仲間づくりや異世代交流等を目的とした，地域住民

が運営するふれあいの場のこと。地域の福祉的な課題の発見や

地域活動の組織化，福祉教育の場等へ広がる可能性も持った活

動。

社会福祉協議会

社会福祉法に基づき設置された福祉団体で，各市町村に常設さ

れている公共性の高い民間福祉団体。市民や行政，社会福祉事

業関係者などの参加と協動により地域の福祉課題の解決に取り

組み，誰もが安心して暮らしていける「まち」の実現を目指し

て活動する。

社会福祉士

（ソーシャルワーカー）

心身の障がいあるいは環境上の理由などが原因で，日常生活を

営むことに支障がある人の福祉に関する相談援助を行う専門

職。

若年性認知症 歳以上 歳未満の人で認知症の症状がある場合の総称。

重層的支援体制整備移行準備

事業

全世代型地域包括ケア・地域共生社会の実現に向け，育児，介

護，障がい，貧困，ひきこもり，さらには育児と介護に同時に

直面する家庭など，世帯全体の複合化・複雑化した課題を包括

的に受け止める福祉分野における横断的な支援体制を構築する

ことを目指す，重層的支援体制整備事業（相談支援・地域づく

り・参加支援）を円滑に実施するため，各種相談支援機関等と

の調整や体制整備・構築など，新制度への移行準備のため調査

検討をすることを目的としたもの。
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就労的活動支援コーディネー

ター

就労的活動の場を提供できる民間企業・団体等と，就労的活動

の取り組みを実施したい事業者等とをマッチングする役割を果

たす者。高齢者個人の特性や希望に合った活動をコーディネー

トすることにより，役割がある形での高齢者の社会参加等を促

進することが期待されている。

主任ケアマネジャー

介護保険サービスや他の保健・医療・福祉サービスを提供する

者との連絡調整，他の介護支援専門員（ケアマネジャー）に対

する助言・指導などケアマネジメントが適切かつ円滑に提供さ

れるために必要な業務を行う職種。

小規模多機能型居宅介護

利用者（要介護（支援）者）の心身の状況や置かれている環境

に応じて，利用者の選択に基づき，「通い」（デイサービス），

「訪問」（ホームヘルプサービス），「泊まり」（ショートステ

イ）を組み合わせて提供することで，入浴・排せつ・食事等の

介護，調理・洗濯・掃除等の家事等や機能訓練を行うもの。

小地域福祉活動
住み慣れた地域でいきいきと暮らし続けられるよう，住民同士

が支え合い，助け合う活動。

ショートステイ

多くの場合，介護老人福祉施設・介護老人保健施設に併設され

ている短期入所用のベッドに短期間入所・入院して，必要な介

護や看護を受けたり，機能訓練を行ったりするサービス。福祉

施設で行うものを「短期入所生活介護」，医療施設で行うものを

「短期入所療養介護」という。

自立支援
要介護や要支援者が，自分で動き日常生活ができるように支援

すること。

シルバー人材センター

働く意欲のある高齢者を対象に，臨時的かつ短期的なものまた

はその他の軽易な業務の機会を確保し，就業を通じて，社会参

加と生きがいづくり，高齢者の能力を生かした地域づくりに寄

与することを目的として設立された公益法人。

身体拘束

介護サービス等の利用者の行動を制限する行為。例えば，車い

すやベッドに縛るなどして固定すること，特別な衣服によって

動作を制限すること，過剰に薬剤を投与し行動を抑制するこ

と，鍵付きの部屋に閉じ込めることなどが該当する。身体拘束

は利用者に対して身体的・精神的・社会的な弊害をもたらすこ

とが多いことから，介護保険制度では身体拘束を原則禁止して

いる。

生活支援コーディネーター

（地域支え合い推進員）

高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進してい

くことを目的とし，地域において，生活支援・介護予防サービ

スの提供体制の構築に向けたコーディネート機能（資源開発や

ネットワーク構築の機能）を果たす者。平成 年度から配置し

ている。
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すやベッドに縛るなどして固定すること，特別な衣服によって

動作を制限すること，過剰に薬剤を投与し行動を抑制するこ

と，鍵付きの部屋に閉じ込めることなどが該当する。身体拘束

は利用者に対して身体的・精神的・社会的な弊害をもたらすこ

とが多いことから，介護保険制度では身体拘束を原則禁止して

いる。
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（地域支え合い推進員）

高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進してい

くことを目的とし，地域において，生活支援・介護予防サービ

スの提供体制の構築に向けたコーディネート機能（資源開発や

ネットワーク構築の機能）を果たす者。平成 年度から配置し

ている。

生活支援体制整備事業

地域全体で多様な主体によるサービス提供を推進していくた

め，生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）や協議

体を設置し，サービスが創出されるよう取り組みを行う事業。

①地域のニーズと資源の状況の見える化，問題提起 ②地縁組織

等多様な主体への協力依頼などの働きかけ ③関係者のネットワ

ーク化 ④目指す地域の姿・方針の共有，意識の統一 ⑤生活支援

の担い手の養成やサービスの開発 ⑥ニーズとサービスのマッチ

ングを総合的に推進していく。

成年後見制度

認知症高齢者，知的障がい者，精神障がい者など判断能力が不

十分な人の自己決定の尊重と本人の保護の調和を図り，権利を

守る制度。「法定後見制度」は，家庭裁判所で選任した成年後

見人などがこれらの人の意思を尊重し，その人らしい生活のた

めに，その人に代わって財産管理や身上監護などを行う。その

他，判断能力が不十分になった場合に備えて，財産管理や身上

監護等を自分の信頼する人に希望どおりに行ってもらえるよ

う，あらかじめ契約しておくことができる「任意後見制度」も

ある。

前期高齢者・後期高齢者
歳以上 歳未満の方を前期高齢者， 歳以上の方を後期

高齢者という。

総合事業 介護予防・日常生活支援総合事業の略称。

た行

第 号被保険者・第２号被

保険者

介護保険では，第１号被保険者は 歳以上，第２号被保険者は

歳以上 歳未満の医療保険加入者をいう。第１号被保険者

は，原因を問わず，要介護認定を受けて介護保険サービスを利

用できるのに対し，第２号被保険者のサービス利用は，要介護

状態になる可能性の高い特定の疾病により要介護認定を受けた

場合に限定される。

団塊ジュニア世代
昭和 年（ 年）から昭和 年（ 年）までに生

まれた世代。

団塊の世代
昭和 年（ 年）から昭和 年（ 年）までに生

まれた世代。

短期集中通所サービス

介護予防・生活支援サービスであり，リハビリテーション専門

職により行う，３か月または６か月の期間を定めた通所サービ

ス。

短期入所生活介護，

介護予防短期入所生活介護

介護老人福祉施設等に短期間入所して，日常生活の介護や機能

訓練が受けられる。

短期入所療養介護，

介護予防短期入所療養介護

介護老人保健施設等に短期間入所して，医学的管理の下に日常

生活の看護や機能訓練が受けられる。

地域共生社会

「支える側」と「支えられる側」という固定された関係ではな

く，高齢者，障がい者，児童，生活困窮者等を含む地域のあら

ゆる住民が役割を持ち，支え合いながら自分らしく活躍できる

地域社会。
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地域ケア

高齢者が介護や支援が必要な状態になっても，住み慣れた家庭

や地域で安心して生活を送れるよう，保健・医療・福祉の関係

者をはじめ，地域の各種団体や住民が連携し，地域全体で高齢

者を支える仕組み。

地域支援事業

要支援，要介護状態になる前からの介護予防を推進するととも

に，要介護状態となった場合においても，可能な限り，地域に

おいて自立した日常生活を営むことができるよう支援するため

の事業。

地域福祉

地域社会を基盤に住民参加による協動に基づいて福祉コミュニ

ティを構築し，住民一人ひとりの生活保障を実現していく考え

方。

地域福祉計画

住民に最も身近な行政主体である市町村が，地域福祉推進の主

体である地域住民，福祉サービスを提供する事業者，民生委

員・児童委員，ボランティア等の地域で福祉活動を行う者をは

じめとする地域の関係団体の参加を得て，地域の生活課題を，

それに対応する必要なサービスの内容・量や，その現状を明ら

かにし，かつ，確保し提供する体制を計画的に整備することを

内容とする計画。

地域包括ケア会議

高齢者が住み慣れた地域で，その人らしい生活を継続すること

ができるよう，保健，医療及び福祉サービス，地域資源の活用

の検討や総合調整等を行うために設置した検討組織。

地域包括ケアシステム

高齢者が住み慣れた地域で安心していつまでも暮らすことがで

きるように，医療，介護，見守り等の生活支援サービス，住ま

いなどが日常生活圏域内で用意され，包括的，継続的に提供で

きる仕組み。

地域包括支援センター

地域住民の心身の健康維持や生活の安定，保健・福祉・医療の

向上，財産管理，虐待防止等の様々な課題に対して，地域にお

ける総合的なマネジメントを担い，課題解決に向けた取り組み

を実践していく機関。

基本機能として，①地域の高齢者の実態把握や，虐待への対応

等権利擁護を含む「総合的な相談窓口機能」②要支援認定者の

予防プラン作成を行う「介護予防マネジメント」③介護サービ

ス以外の様々な生活支援，要介護認定者への支援を行う「包括

的・継続的ケアマネジメント」を担っている。

地域密着型サービス

高齢者が身近な地域での生活が継続できるよう，平成 年の介

護保険制度改正によって創設された介護保険サービス。市町村

が介護サービス事業者の指定や指導・監督を行うとともに，日

常生活圏域ごとに必要な整備量を調整し，地域の実情に応じた

基準や介護報酬の設定が可能。

地域リハビリテーション活動

支援事業

地域における介護予防の取り組みを機能強化するために，通

所，訪問，地域ケア会議，サービス担当者会議，住民運営の通

いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する事

業。
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きるように，医療，介護，見守り等の生活支援サービス，住ま

いなどが日常生活圏域内で用意され，包括的，継続的に提供で

きる仕組み。

地域包括支援センター

地域住民の心身の健康維持や生活の安定，保健・福祉・医療の
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ス以外の様々な生活支援，要介護認定者への支援を行う「包括

的・継続的ケアマネジメント」を担っている。

地域密着型サービス

高齢者が身近な地域での生活が継続できるよう，平成 年の介

護保険制度改正によって創設された介護保険サービス。市町村

が介護サービス事業者の指定や指導・監督を行うとともに，日

常生活圏域ごとに必要な整備量を調整し，地域の実情に応じた

基準や介護報酬の設定が可能。

地域リハビリテーション活動

支援事業

地域における介護予防の取り組みを機能強化するために，通

所，訪問，地域ケア会議，サービス担当者会議，住民運営の通

いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する事

業。

チームオレンジ

認知症サポーター等が支援チームを作り，認知症の人や家族の

ニーズに合った具体的な支援につなげる仕組み。認知症の人も

メンバーとしてチームに参加することが望まれる。

通所介護

デイサービスセンター等の事業所で，要介護者が健康チェッ

ク，日常生活訓練，レクリエーション，入浴等の介護を日帰り

で受けられる。

通所リハビリテーション，

介護予防通所リハビリテーシ

ョン

介護老人保健施設や病院・診療所等で，要支援・要介護者が機

能訓練や入浴等を日帰りで受けられる。

特定施設入居者生活介護，

介護予防特定施設入居者生活

介護

介護保険の指定を受けた有料老人ホーム，軽費老人ホーム，養

護老人ホーム，サービス付き高齢者向け住宅等に入所して，日

常生活上の支援や機能訓練及び療養上の世話を受けられる。

特定入所者介護サービス費

低所得の要介護者が介護保険施設サービスや短期入所サービス

を利用した場合や低所得の要支援者が短期入所サービスを利用

した場合，食費・居住費について支給される費用。

閉じこもり

高齢者の生活の行動が家の中に限られて，日常生活の範囲が非

常に狭くなっている状態のこと。隣近所，買い物，通院など含

め 週間に 回未満の外出頻度が閉じこもり状態とされ，心身

の活動の低下につながる。

な行

日常生活圏域

高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるようにするため，第

期介護保険事業計画からは市町村内を日常生活の圏域に分け，

サービス基盤を整備することとなった。圏域の設定にあたって

は，保険者ごとに，地理的条件，人ロ，交通事情その他社会的条

件，介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備状況等

を総合的に勘案し，定めることとなっている。

日常生活支援

介護保険で自立と認定された方やひとり暮らしの方など，高齢

者の方が安定した日常生活が送れるよう支援するサービスの概

要。

任意事業

地域支援事業のうち市町村の判断により行われる事業で，介護

保険事業の運営の安定化を図るとともに，被保険者や介護者な

どを対象とし，地域の実情に応じた必要な支援を行うことを目

的とした事業。事業の種類としては，「介護給付等費用適正化事

業」や「家族介護支援事業」などがある。

認知症
いろいろな原因で脳の細胞の働きが悪くなったために様々な障

がいが起こり，生活する上で支障が出ている状態。

認知症カフェ
認知症の方と家族，地域住民，専門職等の誰もが参加でき，集

う場。

認知症ケアパス

認知症の人が認知症を発症したときから，生活機能障がいが進

行していく中で，その進行状況にあわせていつ，どこで，どの

ような医療・介護サービスを受ければよいかをあらかじめ標準

的に決めておくもの。
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認知症サポーター
認知症について正しく理解し，認知症の人や家族を温かく見守

り，支援する応援者。

認知症初期集中支援チーム

認知症が疑われる人や認知症高齢者，その家族を初期の段階か

ら包括的，集中的に支援する体制の強化を図るため，複数の専

門職で組まれたチームのこと。

認知症施策推進大綱

認知症の発症を遅らせ，認知症の人ができる限り地域の良い環

境で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現を目指

し，認知症施策推進関係閣僚会議において令和元年（

年）６月 日にとりまとめられたもの。

認知症総合支援事業

保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による，認知

症の早期における症状悪化の防止のための支援，その他の認知

症であるまたはその疑いのある被保険者に対する総合的な支援

を行う事業。認知症初期集中支援チーム，認知症地域支援推進

員を設置することにより，認知症ケア向上の推進を図る。

認知症地域支援推進員

認知症の人が住み慣れた地域で安心していきいきと暮らし続け

ることができるよう，地域の実情に応じて，医療機関，介護サ

ービス事業所や地域の支援機関をつなぐ連携支援や認知症の人

やその家族を支援する相談業務を行う。

認定調査
介護認定審査の際に，市町村の訪問調査員が被保険者を訪問

し，心身の状態について本人や家族から聞き取りを行う調査。

は行

パブリックコメント
（市民意見公募）

市政への参加機会を拡大するため，市が施策の立案過程におい

て趣旨，目的，背景等を広く公表し，市民等からの意見を求め

る制度。

ハラスメント
相手の意に反する行為（言動や行動）によって相手を不快にさ

せたり，人間としての尊厳を傷づけたり，脅したりすること。

（ビー・エム・アイ）

の略で体格指数のこと。体重（㎏）÷〔身長

（ ）×身長（ ）〕により算出する。 が 以上を「肥

満」， 未満を「低体重（やせ）」としている。高齢者の場合

は 以上が望ましい。

サイクル

（ピーディーシーエー）

（目標を決め，それを達成するために必要な計画を立案），

（立案した計画の実行）， （目標に対する進捗を確認

し評価・見直し）， （評価・見直しした内容に基づき，適

切な処置を行う）というサイクルを回しながら改善を行ってい

くこと。

避難行動要支援者（要配慮

者）

災害等により避難が必要となった場合に，自力での避難が困難

で，避難にあたって特に支援を要する人のこと。災害時要援護

者とも呼ばれる。

被保険者

介護保険においては，高齢者のみならず 歳以上の者を被保険

者としている。年齢を基準に第１号被保険者（ 歳以上の人）

と第２号被保険者（ 歳以上 歳未満の医療保険に加入して

いる人）に区分される。

福祉用具

高齢者や障がい者の自立に役立ち，介護する方の負担を軽減す

るための用具。具体的には，特殊寝台，車いす，褥瘡（じょく

そう）予防用具，歩行器等。
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災害等により避難が必要となった場合に，自力での避難が困難

で，避難にあたって特に支援を要する人のこと。災害時要援護

者とも呼ばれる。

被保険者

介護保険においては，高齢者のみならず 歳以上の者を被保険

者としている。年齢を基準に第１号被保険者（ 歳以上の人）
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福祉用具
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るための用具。具体的には，特殊寝台，車いす，褥瘡（じょく

そう）予防用具，歩行器等。

福祉用具貸与，
介護予防福祉用具貸与

要支援・要介護者の自立を助けたり，機能訓練に用いるための

福祉用具，介護者の負担を軽くするための歩行器や車いす等の

福祉用具をレンタルすることができる。

フレイル
身体的，精神的な働き，社会的つながりが弱くなった状態でそ

のまま放置すると要介護状態になる可能性がある状態のこと。

フレイル予防

従来の介護予防をさらに進め，より早期からの介護予防を意味

している。フレイルの進行を予防するためには，身体的要素，

心理的・精神的要素，社会的要素３つの側面から総合的にみて

対応する必要がある。

包括的支援事業
地域支援事業のうち，地域包括支援センターの運営，在宅医

療・介護連携の推進，認知症施策の推進等。

訪問介護
要介護者に対して，ホームヘルパー等が家庭を訪問し，日常生

活上の介護や家事の援助等を行う。

訪問看護，

介護予防訪問看護

医師の指示に基づいて，看護師や理学療法士等が，要支援・要

介護者の家庭を訪問し，健康状態のチェックや療養上の世話を

行う。

訪問入浴介護，

介護予防訪問入浴介護

移動入浴車等が要支援・要介護者の家庭を訪問し，入浴介助を

行う。

訪問リハビリテーション，

介護予防訪問リハビリテーシ

ョン

医師の指示に基づいて，保健師や作業療法士等が，要支援・要

介護者の家庭を訪問し，機能訓練を行う。

ポピュレーションアプローチ

健康リスクに対する取り組みの一つ。集団全体を対象として働

きかけを行い，全体としてリスクを下げる取り組み方法を指し

ており，一次予防の役割を担う。

ま行

民生委員・児童委員

地域において，住民の社会福祉に関する相談に応じ，必要な支

援を行う人のこと。民生委員は，民生委員法により厚生労働大

臣から委嘱され，また，児童福祉法により児童委員を兼ねる。

みんなで見守るネットワーク

（そうじゃ みんなで見守る

ネットワーク）

体調不良，虐待，行方不明，消費者被害等の早期発見を目的

に，地域の企業や事業者・団体等と市が連携し，地域ぐるみで

高齢者を見守る事業。

や行

ヤングケアラー

年齢や成長の度合いに見合わない重い責任や負担を負って，本

来，大人が担うような家族の介護（障がい・病気・精神疾患の

ある保護者や祖父母への介護など）や世話（年下の兄弟の世話

など）をすることで，自らの育ちや教育に影響を及ぼしている

歳未満の子どものこと。

有料老人ホーム

食事や日常生活の援助が受けられる老人ホームのうち，介護老

人福祉施設や養護老人ホーム，ケアハウス等ではないもの。「介

護付き」「住宅型」「健康型」の つの種類に分けられる。
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要介護度

要介護度は，要支援１・２，要介護１～５の 段階に区分され

る。要介護状態や要支援状態にあるかどうか，要介護状態にあ

るとすればどの程度かを，市町村に設置される介護認定審査会

で判定する。居宅サービスでは，要介護度ごとに， か月に利

用できるサービス費の上限額（区分支給限度額）が定められて

いる。

養護老人ホーム

身体上，精神上，環境上の問題があり，かつ経済的な理由で自

宅において生活することが困難な高齢者が入所できる施設。身

体機能は自立が基本。個人と施設の契約による契約施設ではな

く，市が入所の必要を決定し入所する措置施設。

要支援・要介護

（要支援状態・要介護状態）

介護保険制度では，認定審査会が行う要介護認定の結果，要支

援１・２，または要介護１～５と認定された場合に介護保険の

サービスを受けることができる。

要支援状態とは，身体上若しくは精神上の障がいがあるため，

入浴，排せつ，食事等の日常生活における基本的な動作の全部

若しくは一部について， か月間にわたり継続して常時介護を

要する状態の軽減，若しくは悪化の防止に特に資する支援を要

すると見込まれまたは身体上若しくは精神上の障がいがあるた

めに か月間にわたり継続して日常生活を営むのに支障がある

と見込まれる状態をいう。要介護状態とは，身体上または精神

上の障がいがあるために，入浴，排せつ，食事等の日常生活に

おける基本的な動作の全部または一部について， か月間にわ

たり継続して常時介護を要すると見込まれる状態をいう。

予防給付

要支援１・２の認定を受けた介護保険の被保険者に対する保険

給付のこと。給付の内容は，介護給付から施設サービスに係る

給付等が除外され，その他は介護給付に準じている。

ら行

リハビリテーション

介護予防，重度化予防の観点で，施設から在宅まで障がいのあ

る人や高齢者が，機能訓練だけでなく生活機能の向上を目指し

た活動に取り組むこと。

老齢福祉年金

国民年金制度が発足した当時すでに高齢になっていたため，老

齢年金の受給資格期間を満たすことができなかった人に支給さ

れる年金。対象者は明治 年（ 年）４月１日以前に生

まれた人，または大正５年（ 年）４月１日以前に生まれ

た人で一定の要件を満たしている人。
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宅において生活することが困難な高齢者が入所できる施設。身

体機能は自立が基本。個人と施設の契約による契約施設ではな

く，市が入所の必要を決定し入所する措置施設。

要支援・要介護

（要支援状態・要介護状態）

介護保険制度では，認定審査会が行う要介護認定の結果，要支

援１・２，または要介護１～５と認定された場合に介護保険の

サービスを受けることができる。

要支援状態とは，身体上若しくは精神上の障がいがあるため，

入浴，排せつ，食事等の日常生活における基本的な動作の全部

若しくは一部について， か月間にわたり継続して常時介護を

要する状態の軽減，若しくは悪化の防止に特に資する支援を要

すると見込まれまたは身体上若しくは精神上の障がいがあるた

めに か月間にわたり継続して日常生活を営むのに支障がある

と見込まれる状態をいう。要介護状態とは，身体上または精神

上の障がいがあるために，入浴，排せつ，食事等の日常生活に

おける基本的な動作の全部または一部について， か月間にわ

たり継続して常時介護を要すると見込まれる状態をいう。

予防給付

要支援１・２の認定を受けた介護保険の被保険者に対する保険

給付のこと。給付の内容は，介護給付から施設サービスに係る

給付等が除外され，その他は介護給付に準じている。

ら行

リハビリテーション

介護予防，重度化予防の観点で，施設から在宅まで障がいのあ

る人や高齢者が，機能訓練だけでなく生活機能の向上を目指し

た活動に取り組むこと。

老齢福祉年金

国民年金制度が発足した当時すでに高齢になっていたため，老

齢年金の受給資格期間を満たすことができなかった人に支給さ

れる年金。対象者は明治 年（ 年）４月１日以前に生

まれた人，または大正５年（ 年）４月１日以前に生まれ

た人で一定の要件を満たしている人。
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